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序章 本研究の課題と構成 
 

 本研究の目的は、農産物の国際需給の様々な変動要因について、従来から世界的

に用いられている主要モデルよりも精緻な部分均衡モデルを構築して分析し、これ

を通じて、世界一の食料純輸入国である我が国が今後の国際食料需給をいかに見通

し、国際貿易政策の変更にいかに対処するかを検討する際に必要な新たな判断材料

を提供することである。 

2007 年から 2008 年にかけて起こった「世界食料危機」を機に、今後とも世界の

食料需給が逼迫基調を強める可能性が懸念されている。食料危機時に暴騰した小麦、

トウモロコシおよび大豆などの国際価格は、2009 年には世界的な豊作により一旦下

落していたが、2010 年夏にはロシア、ウクライナにおける高温による大規模な干ば

つ発生などを受けて再び上昇傾向を強め、2011 年春以降は高値圏で推移している

（図序－１）。 
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世界的な食料需給の逼迫が今後とも継続する可能性が指摘されている根拠は様々
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だが、中でも、需要サイドにおける最も主要な要因だと言われているのは、発展途

上国や新興国における人口急増、および畜産物需要の増加による飼料穀物需要の増

大である。だが、発展途上国や新興国の人口の爆発的増加は永続的なものなのか、

また、新興国における「爆食」と言われる畜産物消費の増加傾向はどの程度まで進

行するのか、といった点については、より客観的かつ慎重な検討が必要だと思われ

る。 

また、供給サイドにおける一要因として、今後の国際貿易の増加に伴い BSE（狂

牛病）や FMD（口蹄疫）といった家畜疾病の拡散・頻発が深刻化することの影響

が指摘されている。これらの疾病は、何の前触れもなく発生するとともに、一旦発

生すれば直ちにそれらの貿易を遮断する措置が講じられるため、それが国際農産物

需給や価格に与える影響を分析することの重要性は高い。 

さらには、我が国を含めて、主要農産物については各国が様々な保護措置を講じ

ており、その変更が国際農産物需給に及ぼす影響は非常に大きい。WTO(世界貿易

機関)や FTA(自由貿易協定)交渉が世界的に進展していく中で、農畜産物に対する国

境措置および国内保護措置の削減・撤廃が国際農産物需給に与える影響をより精緻

に分析することへの要請も高まっている。 

そこで、本研究の第 1 章では、今後の世界の人口増加の程度に応じて、食料需給

の逼迫の程度がいかに変化するかについて、穀物価格の推移から検証する。とりわ

け、アジアにおける人口増加率の低下とコメ需要の所得弾力性の低さから、コメの

需給逼迫の可能性が小麦やトウモロコシのそれに比べて相対的に小さい可能性を示

す。 

次に、第 2 章では、代表的な経済モデルによる世界食料需給予測分析では畜産物

需要の所得弾力性が将来にわたって一定と仮定されている問題点があることに着目

して、畜産物需要の所得弾力性の時系列的変化を推計し、弾力性を一定値と仮定し

た将来予測が畜産物需要を過大に見込む可能性を指摘する。畜産物需要の過大推計

は飼料穀物需要の過大推計にもつながるので、第 1 章で示したコメだけでなく、実

は、小麦やトウモロコシについても、国際価格上昇は従来の予測よりも抑制される

可能性を示唆している。 

つまり、第 1 章および第 2 章から、世界の人口増加率の鈍化、および穀物の直接

消費・飼料用需要の増加速度の低下によって、今後の国際穀物需給の逼迫および国

際価格上昇は従来の将来予測よりもかなり抑制される可能性が示される。 
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第 3 章では、世界の牛肉需給や貿易に多大な影響を与えた BSE 発生の影響を、

従来の主要モデルを改善してより精緻に分析する。 

第 4 章、第 5 章では、世界の農業政策変更の影響を、国際農産物需給モデルにど

のように組み込んで分析を精緻化するかに取り組む。 

まず、第 4 章では、我が国の農産物貿易自由化にあたって、コメ、乳製品、砂糖

等と並んで大きな影響が懸念されているデンプンの関税撤廃の影響を、デンプンに

関わる国境措置、国内制度を組み込み、さらに加工部門との関係も考慮して精緻に

分析するモデル分析の枠組みを提示する。 

第 5 章では、米国における砂糖への保護削減による米国国内および国際砂糖市場

への影響を詳細に分析する枠組みを提示する。砂糖は米国にとって最大の重要品目

の一つで、米豪 FTA でも関税撤廃の例外とされ、現在交渉中の環太平洋パートナー

シップ(TPP)協定においても米国が豪州に対する例外を要求しているが、こうした米

国の手厚い保護措置は世界的に批判され、砂糖を輸出する途上国等の関心も高いと

いう点からも、米国の砂糖市場開放の影響を精緻に評価できる分析枠組みは重要で

ある。 

本研究は以上によって構成されるが、モデルは全て部分均衡モデルを用いている。

周知のとおり、定量的な実証分析に用いるモデルには、1 つまたは一部の財や生産

要素を扱う部分均衡モデル、および全ての財・サービスおよび生産要素市場の同時

均衡を取り扱う一般均衡モデルの 2 つの選択肢がある。厳密には、ある市場に与え

られた何らかの変化は全ての市場に影響を及ぼすから、理論的には一般均衡のフレ

ームワークがより望ましいことになるが、一方、非常に多部門の大規模な体系とな

る一般均衡モデルは、様々な係数（例えば、日本の国産牛肉と輸入牛肉との代替性）

の全てを実証分析結果から得ることが困難であるため多数の仮定設定を伴うという

問題もある。また、分野がある程度集計的になるので、細分化された個別品目の影

響評価には不向きであるし、複雑な個別品目ごとの制度・政策をきめ細かに組み込

むことも困難である。さらには、現在利用可能な一般均衡モデルは基本的に静学モ

デルであり、時系列的な変化を追跡することは困難である。したがって、農産物貿

易が各国の GDP（国内総生産）に与える影響というような総合的な影響を問題にす

る場合は一般均衡モデルが適しており、一方、個別品目の影響を詳細に分析しよう

とする場合は部分均衡モデルの方が有用な場合が多い。 

本研究では、詳細な部分均衡モデルを構築することによって、係数の年々の変化
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の追跡やきめ細かな係数設定、詳細な制度・政策要因の組み込み等、従来よりも精

緻な分析が展開されている。つまり、本研究は、部分均衡モデルの有用性を実証す

るという学術的貢献をもたらすとともに、その分析結果は、食料の多くを海外に依

存する我が国にとっての安定的な食料供給確保のための適切な制度運営や将来に向

けた政策対応の検討に資するものと考える。 
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第１章 世界の人口増加が国際穀物需給および価格に与える影響 
 
１．１ はじめに 

 

本章の目的は、今後の世界の人口増加率をどの程度と見込むかによって、国際穀物需

給の逼迫度がどのように変化するかを検証することである。 

世界の人口増加率は、19 世紀以前は比較的緩やかであったが、産業革命や公衆衛生

の革新的向上に伴い、19世紀以降は加速度的に上昇してきた。1800年における世界人

口は 10億人以下であったが、2000年には 61億人へと飛躍的に増加した。 

何人かの科学者は、このような世界人口の急増と地球の資源の有限性が地球に破局を

もたらすであろうと警告した。例えば、19 世紀の著名な経済学者であるマルサスは、

人口が等比級数的に増大するのに対して食料は等差級数的にしか増加しないため、破局

は不可避であると警告した(Malthus, 1798)。また、20世紀後半に発表されたローマク

ラブの「成長の限界」は、我々は地球の資源の有限性に遅かれ早かれ直面するのである

から、急速な技術進歩に基づいた世界の繁栄には持続可能性が無いとの警告を発した 

(Donnela and Meadows, 1972)。そして最近では、2007年から 2008年にかけての「世界

食料危機」を機に、途上国を中心に今後も続く「人口爆発」によって世界の食料需給が逼

迫基調を強めるのではないかとの見方が強まっている。 

しかし、世界の「人口爆発」は本当に永続的なものであろうか。この点についてはデー

タに基づき慎重に検討する必要があろう。 

そこで、本章では、農林水産政策研究所で開発された「国際穀物需給パイロットモデ

ル」(井上他、2003)を用いて、「国連人口推計」の世界人口予測の高位、中位および低

位推移のそれぞれに対応したシナリオ予測を行う。  

 
１．２ モデル 

 
「国際穀物需給パイロットモデル」は、主要穀物である小麦、コメおよびトウモロコ

シの国際需給に関する 2030 年までの予測分析のために、2003 年に開発された部分均

衡ダイナミック（動態）モデルである。対象地域は、穀物生産・消費の主要国である

11の国・地域、すなわち、アルゼンチン、ASEAN(10カ国)、オーストラリア、カナダ、

中国、EU(15カ国)、ロシア、インド、日本、米国および「その他世界」である。  
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穀物の生産量は、単収および収穫面積によって決定される。単収は過去のトレンドに

よって決定され、収穫面積は 1年前および 2年前の当該品目の国際価格、かんがい面積

および非かんがい面積によって決定される。消費量は、飼料用、工業用および食用等全

ての用途向けを含み、1人当たり消費量および人口によって決定される。1人当たり消

費量を決定するのは当期および前年価格、１人当たり実質 GDPの年率増加率、および

需要の所得および価格弾力性である。国際価格は、世界全体の純輸出入量がゼロとなり

需給一致が達成される均衡価格である。 

 
１．３ データ 

 

各弾力性については、FAO（国連食糧農業機関） の「世界食料モデル」で使用され

ている値を利用した。品目別需給バランスについては、USDA(米国農務省)の「USDA 

PS&D commodity database」を利用した。GDP データについては、OECD（経済協

力開発機構）の「OECD Economic Outlook」および 世界銀行の「World Development 

Indicators（世界開発指標）」を利用した。価格については、国際市場における代表的

な価格を、CPI（消費者価格指数）によって物価変動の影響を除去した実質ベースで用

いている。 

本モデルによるシミュレーション予測の開始年は 2000年であり、毎年均衡解を見つ

けながら 2030 年までを予測する。ただし、最初の 1 年目については、2000 年の需給

データの実績値に代えて、1999－2001年の 3年平均値を用いた。 

 なお、本シミュレーション予測の基準年として選んだ 2000年については、穀物の国

際価格は需給の緩和傾向から比較的低水準で安定していた時期である。1990 年代に入

り、穀物の国際需給は、米国や EU等主要輸出国において生産調整による供給管理が強

化されたことなどから、在庫水準は低下傾向で推移した。特に、1995/96年度は、米国

の天候不順による不作から、穀物の期末在庫量が低下するとともに、国際価格は高騰し

た。その後、アジア諸国の経済危機を背景とする需要の鈍化により、穀物等の国際価格

は 1996 年夏をピークに下落に転じた。その後、2000 年代前半は大きな異常気象もな

く、安定した生産量と比較的高水準の期末在庫率が維持されたため、2002/03年度にエ

ルニーニョ現象が発生し、米国、カナダおよびオーストラリアで干ばつが発生するまで

の間、穀物の国際価格は比較的低水準で安定的に推移した。本モデルは、この安定した

時期を基準年に選んだものである。 
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シナリオ分析の制約条件と前提は下記の通りである。 

- 予測期間中の単収増加率は全ての国・地域においてそれぞれ一定値をとる。 

- 予測期間中の経済成長率は全ての国・地域においてそれぞれ一定値をとる。 

- 予測期間中の需要の所得および価格弾力性は全ての国・地域においてそれぞ

れ一定値をとる。 

- 各国・地域における政策および為替レートの影響は考慮されない。 

- 市場の完全競争の仮定が置かれる。国際市場の全ての情報は何ら歪曲されず

直接生産者および消費者に伝達される。 

 
１．４ 人口増加率に関するシナリオ設定 

 
2001年 7月に、UN（国連）は 「国連人口推計 2000年改訂版」 を公表した。これは、

世界各国の人口の 1950年以降の実績値および 2050年までの予測値を含み、①中位推計、

②高位推計、および ③低位推計の 3 本のシナリオによって構成されている。中位推計は、

最も実現可能性が高い予測とされており、高位推計および低位推計は、出生率、死亡率お

よび平均寿命等が中位推計の場合から高位、あるいは低位に乖離した場合である。すなわ

ち、高位推計は人口予測の上限値、低位推計は下限値であると解釈できる。 

 
表１－１ 世界の人口の将来予測（国連人口推計 2000年改訂版より） 

１－２ 世界の人口の年率増加率 

、および 2030年までの予測値を整理したもので

(単位: 億人)
実績値 <-- -->予測値（外生変数）

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
高位推計 69.4 79.0 88.9
中位推計 36.9 44.3 52.5 60.6 68.3 75.8 82.7
低位推計 67.0 72.4 76.5

 

表

(単位: 年率％)
実績値 <-- -->予測値（外生変数）

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
高位推計 1.4 1.3 1.2
中位推計 .. 1.8 1.7 1.4 1.2 1.1 0.9
低位推計 1.0 0.8 0.6

 
表１－１は、全世界の人口の実績値
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ある。2000年現在の全世界の人口は 60億 6,000万人であり、2030年には中位推計の

下

予測の結果は、「（11 の国・地域）×（3種類の穀物）×（生産量、

費量などのデータ）×（各予測年）」という膨大な数の予測値を産出するが、本研究

で

3本の全シナリオにおいて、予測期間

中

 

0

では 82億 7,000万人に達すると見込まれている。しかし、もし人口増加率が高位で

推移した場合、同年の全世界の人口は 88億 9,000万人に達する可能性がある。一方、

もし低位で推移した場合、同年の全世界の人口は 76億 5,000万人に達すると見込まれ

る。表１－２は、表１－１を元に計算した、年平均の人口増加率であるが、いずれのシ

ナリオにおいても、世界の人口の年率増加率は減速傾向にあることが示されている。も

し低位シナリオが実現した場合は、2030 年における人口増加率は限界的なものとなる

ことが見込まれる。 

 
１．５ 予測結果 

 
シミュレーション

消

は消費量と国際価格の分析に焦点を絞る。  

表１－３および表１－４は、穀物全体（小麦＋トウモロコシ＋コメ）の世界平均でみ

た年間 1人当たり消費量をまとめたものである。

における全世界平均の 1人当たり穀物消費量の年率増加率は、2000年までの実績値

よりも増加すると見込まれる。これは、中国やインドなどの人口増加率の上昇傾向が予

測期間中に減速することによるところが大きい。「国連人口推計」によれば、中国の人

口増加率は、2000年における年率 1.0％から、中位推計によれば 2030年には年率 0.3％

に減速すると見込まれており、同時期におけるインドの人口増加率は、2000 年の年率

1.8%から、2030 年には 0.9％に減速すると見込まれている。これら 2 カ国の人口の合

計は全世界の人口の約 3分の１を占めることから、この 2カ国の人口増加率が抑制され

れば世界の食料事情はより好転すると考えられる。 

 

表１－３ 全世界平均の１人当たり穀物消費量の予測

(単位: 年間１人当たりKg)
実績 <-- -->予測

1970 1980 1990 2000 2010 2020 203
高位推計 268 277 291
中位推計 220 256 260 266 271 285 306
低位推計 274 294 323

注: 穀物 = 小麦 + トウモロコシ　+　コメ（精米）
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小麦の国際価格は、予測期間中緩やかに上昇すると見込まれる（図１－１）。しかし、

人口が低位推計で推移するシナリオでは、予測期間の終了前に価格の上昇傾向が止まり、

下落傾向に転ずるとみられる。 

トウモロコシの国際価格も、小麦と同様、予測期間中緩やかに上昇すると見込まれる。

しかし、人口が低位推計で推移するシナリオでは、予測期間の終了前に価格の上昇傾向が

止まり、横ばいに転ずる。このように、トウモロコシへの需要は小麦よりも強含みとなる

伴って需要が頭打ちへと

向かう一方、大部分が畜産飼料であるトウモロコシの需要は、所得上昇に伴う食肉、生乳、

乳

麦とトウモロコシの需給事情は消費者にとって好転す

る

かかると見込まれる。表１－３および表１－４に示されているよう

に

(単位: ％)
実績 <-- -->予測

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
高位推計 0.1 0.3 0.5
中位推計 .. 1.5 0.2 0.2 0.2 0.5 0.7
低位推計 0.3 0.7 0.9

米）

表１－４ 全世界平均の１人当たり穀物消費量の年率増加率 

注: 穀物 = 小麦 + トウモロコシ　+　コメ（精

が、これは、食用需要が大半を占める小麦は、世界の所得上昇に

製品などの畜産物需要拡大とともに増加していくことを反映している。 

これらの小麦およびトウモロコシに関する各シナリオの予測結果から、もし人口増加

率の抑制に成功すれば、世界の小

と見込まれる。 

一方、コメの国際価格の予測は、以上の小麦およびトウモロコシの状況とは対照的な

傾向を示している。すなわち、図１－３を見れば、コメの国際価格は、低位推計シナリ

オの場合のみならず、中位推計シナリオの下においても、予測期間の途中で上昇傾向か

ら下落傾向に転じている。これは、コメに対する需要は小麦やトウモロコシと比較して

弱含みであることを表している。 

コメに対する比較的弱い需要の背景には、第一に、アジアにおけるコメ需要の構造変

化があげられる。アジアは世界のコメ消費の中心であるが、今後アジアでは人口増加率

の減少傾向に拍車が

、予測期間中にアジアの人口増加率が減速することにより全世界の人口増加率が低位

で推移することになれば、コメの１人当たり消費量は現状推移（中位推計シナリオ）と

比較して大幅に減少するとみられる。現在、中国をはじめとして、韓国、日本などでも、
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出生率の減少や平均寿命の増加などにより人口増加速度の減速や人口減少、人口構成の

高

メの 1人当たり消費量が減少するため、これがコメの

国

図１－１ 国連人口推計の人口増加率に応じた小麦の国際価格予測結果 

齢化が進展している。この傾向が今後も続けば、コメ消費量の増加にブレーキをかけ

る役割を果たすと見込まれる。 

第二に、1人当たりコメ消費量をみると、日本の過去の傾向が示すように、アジアの

経済成長に伴って食生活パターンが変化し、食肉、乳製品などの畜産物や植物油脂の 1

人当たり消費量が一層増加するとともに、主食であるコメの 1人当たり消費量が減少す

るとみられる。すなわち、この場合、コメは「下級財」とみなされる。本モデル中にお

いて、コメ需要の所得弾性値は、中国においては▲0.1、インドでは▲0.05、日本にお

いては 0.0 と設定している。3本の全シナリオにおいて、アジアの経済成長は今後も継

続するとの前提を置いており、コ

際価格を弱含みにする原因となっている。 
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図１－３ 国連人口推計の人口増加率に応じたコメの国際価格予測結果 
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図１－２ 国連人口推計の人口増加率に応じたトウモロコシの国際価格予測結果 
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１．６ 結論 

 
世界の人口は現在まで継続的に増加してきており、今後も増加すると見込まれるが、

「国連人口推計」によれば、その増加速度は今後減速していくとみられる。「国際穀物

需給パイロットモデル」を利用して、人口増加率に幅を持たせたシナリオ予測を行った

結果を見れば、食料不足による世界の破局は 2030年に至るまでは訪れることはなさそ

うである。 

反面、小麦およびトウモロコシについては、予測期間中、人口の緩やかな増加と経済

成長により、需要量と国際価格は緩やかに増大・上昇すると見込まれる。小麦に比較し

てトウモロコシの方が飼料用需要の比重が高いことから、今後の開発途上国の経済成長

を背景とした畜産物消費量の増大を前提とすれば、直接食料消費が消費量の大部分を占

る小麦よりも、トウモロコシの国際価格の方がより強含みになると見込まれる。一方、

が相まって、コメに対する需要、ひいては国際価格は、小麦およびトウモロコシと比

較して弱含みになることが予想される。 

め

コメについては、アジアにおける人口増加率の減衰と経済成長を背景とした食生活の変

化

12 



第２章 食肉需要の価格・所得弾力性の時系列変化を考慮 
した中国の食肉需要量の将来推計 

２

この問題を修正したモデルを用いて再予測を試みることにある。  

と、それらは一定値ではなく、各国の食

生活の変化等を背景に増加あるいは減少傾向を示す。例えば、ある国における

ある農産品の消費の飽和は、所得あるいは当該品目の価格の変化に対する需要

量の反応を鈍化させる。この場合、既存の予測モデルでは定数となっている弾

性値を時系列データに置き換えて分析すれば、より実態に即した予測が可能に

なるであろう。  

本章では、まず、各国・各品目の需要の価格弾力性および所得弾力性の時系

列変化を推計した上で、この推計値を用いて、中国における食肉需要量の中期

予測を実施する。さらに、弾性値が一定値をとる場合の中国の食肉需要のベー

スライン（現状推移）予測を行い、結果を比較検討する。  

 
                                                 

 
．１ はじめに 

 

本章の目的は、需要の価格弾力性および所得弾力性の値を予測期間中不変と

仮定した食料需要予測では、将来の食料需要量が過大に見込まれる可能性を明

らかにし、

一般に、食料需要量を線形関数によって定義する際、予測期間が仮に長期に

及んでも、需要の価格弾力性および所得弾力性の値は予測期間中不変と仮定さ

れることが多い。例えば、世界の農産物需給を予測するための大規模な部分均

衡モデルである  MTMモデル 1 、 IFPSIMモデル 2 、より最近開発された

AGLINK-COSIMOモデル 3などは、いずれも予測期間中の各弾性値は一定値が

用いられている。  

しかし、計測期間を１年ずつ徐々にずらして、時系列の年次データから重回

帰分析により各年の弾性値を計測する

 
1  MTMモデルは、1980 年代半ばにOECDにて開発された、各国の農業政策を特定した静態部分
均衡モデルである。  
2  IFPSIMモデルは、大賀圭治 現日大教授がIFPRI（国際食料政策研究所）において開発した、
世界の農産物市場に関する政策特定的な多国・多品目の動態部分均衡モデルである。  
3  AGLINKモデルは、1990 年代半ばにOECDが加盟国の協力を得て開発した、各国の政策を特
定した世界の農産物市場に関する動態部分均衡モデルである。2005 年以降、FAOがこの作業に
参加し、主に開発途上国地域を担当することにより、同モデルはAGLINK-COSIMOモデルに発
展するとともに、開発途上国の一層の細分化が実施された。  
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２．２ 需要の価格・所得弾力性の推計  

 
各品目の食料需要関数は、人口、1 人当たり所得、および当該品目の価格を説

ダグラス型の両対数型線形関数によって表現されるものと

する。  

 

PO

所得弾性値、γは需要の自己価格弾性値、α  は切片、ε  は

誤

のデータを用いている。この重回帰分析は、2006 年から毎年 1

年

ため、需要関数に交

価格弾力性を組み込まないこととした。  

象品目は 品目（牛 鶏肉、植物油脂、小麦およびコメ）、分

11 カ国・地域（中国、韓国、日本、インドネシア、ベトナム、

明変数とするコブ－

ln(QCij) = α  + ln(POPi) + β  × ln(GDPIi/POPi) + γ  × ln(PRICEij/CPIi) + ε ij 

QCij : 国・地域  i における品目  j の食用需要量  

Pi : 国・地域  i における人口  

GDPIi : 国・地域  i における実質 GDP 指数  

PRICEij : 国・地域  i における品目  j の名目価格  

CPIi : 国・地域  i における CPI（消費者価格指数）  

 

ただし、βは需要の

差項を表す。   

これらの弾性値を測定するための年次データは、「OECD-FAO 農業見通しデ

ータベース」から得た（OECD-FAO, 2007）。このデータベースは、各国・地域

および各品目に関する、系列によっては 1970 年までさかのぼることができる年

次データによって構成されており、本研究では各年について過去 10 年間のデー

タを用いて推計を行った。例えば、2006 年に関する推計値は、1997 年から 2006

年までの 10 年間

ずつ過去にさかのぼって実施した。ただし、国や品目によってはデータが欠

落している時期があるため推計不可能な年もあり、得られた弾性値は各国・各

地域の品目毎に不連続になっている場合が多く存在する。なお、10 年分のデー

タを利用して 3 個のパラメータ（α、β、γ）を推計する

差

分析対 6 肉、豚肉、

析対象国・地域は

タイ、インド、米国、EU、カナダおよびオーストラリア）とした。このうち東

アジアおよび東南アジアに属する 7 カ国を「アジア諸国」、欧米先進国に属する

4 カ国を「欧米先進国」としてグループ分けした上で、グループ別に推計値を求
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めた。  

  なお、需要の自己価格弾力性（γ）の推計値については  －１と  0 の間に存

在

推計結果  

一つは「アジア」、もう一つは「欧米」のグルー

に格納することとした。このデータ

 

値）の統計的な有意さを判断

ているのは「βsig」 および  「γsig」の列である。 「1」は統計的に有意で

 

  

することをその理論的適合性の判断の条件とする。  

 

２．３ 

 
２．３．１ 推計値の統計的有意性  

 
２．２で得られた推計値は、

プにまとめ、それぞれ 2 つのデータベース

ベースの形式は表２－１のようになっている。

表２－１において、得られたパラメータ（弾性

し

あることを表し、「0」は有意ではないことを表し、さらに統計的に非有意な部

分には影をつけている。

このデータベースから、有意なパラメータが得られた割合を求め、表２－２

にまとめている。 総じて、有意なパラメータが得られた割合はあまり高くはな

かった。推計を行った計 1,247 本の需要関数のうち、有意な価格弾性値が得ら

れたのは 20％、価格弾力性および所得弾力性の両方が有意であったのは 13％で

ある。このことは、価格弾性値については、仮に 5 回推計を行っても、そのう

ち 4 回は有意な値を得られず、所得弾性値については、5 回推計を行えばおおむ

ね 2 回は有意な値を得られなかったことを意味する。  

 
表２－１ 重回帰分析の結果をとりまとめたデータベース  

番号 国・地域 品目 年 β t(β) βsig γ t(γ) γsig 自由度調整済み決定係

1 中国 牛肉 2006 0.622 15.522
数（Adjusted R2)

1 0.072 0.998 0 0.997
2 中国 牛肉 2005 0.668 3.378 1 0.127 0.415 0 0.963
3 中国 牛肉 2004 0.683 2.894 1 0.077 0.222 0 0.946
4 中国 牛肉 2003 0.875 4.114 1 ▲ 0.123 ▲ 0.356 0 0.936
: : : : : : : : : : :

 

 

 

15 



表２－２ 統計的に有意な弾力性推計値が得られた割合  

．３．２ 価格弾力性推計値の検討  

 

0

たセルは、これらの時系列

での価

、42 個のセルのうち 22 個が空白となっているが、こ

は

ほ て

れたとしても、その

後の年において得られた結果が統計的に有意でなければ、その頑健性は疑わ

に有意な価格弾性

値が得られたかどうかを判断基準として導入することとした。   

この基準にもとづいて、強固・確実な価格弾性値だと判断された推計値を抜

粋したものが、表２－４である。だが、この方法ではわずか 7 つの価格弾性値

しか得られない。つまり、この結果は、各国・地域および各品目に関して、信

できる需要の価格弾性値を自ら計測することがいかに困難であるかを如実に

している。このため、近年の多くの農産物需給モデルの構築者達が、需要の

格弾性値を自ら計測するよりは、例えば家計調査等をベースにした既存の推

所得のみ有意 価格のみ有意 所得・価格の両
方とも非有意

全体

ジア諸国 10 58 6 26 100
米先進国 17 31 9 43 100

13 46 7 34 100

(単位: ％)

両方とも有意
所得・価格の

ア
欧
合計

 

 
２

表２－３は、1997－20 6 年の 10 年分の需要の価格弾力性の推計値のうち、

統計的に有意な値の平均値を示している。影をつけ

格弾性値のうち、最近の 2004－2006 年ではいずれも統計的に有意な価格

弾性値を得られなかったことを示している。  

本表からも明らかなように、有意な価格弾性値を計測することは容易ではな

い。アジア諸国については

れ 、有意な推計値が得られなかったか、あるいは、推計を行うためのデータ

が欠落していたかのいずれかを示している。中でも、インドネシア、ベトナム、

タイおよびインドでは、 ぼ全 の品目について価格弾力性推計値を得られな

かった。もし、2004－2006 年という直近の結果に焦点を絞れば、統計的に有意

な価格弾性値は僅かなものである。  

加えて、推計結果が強固・確実なものであるかを議論する必要がある。すな

わち、もし、ある年において統計的に有意な推計値が得ら

前

しいと考えるべきである。ここでは、3 年以上連続して統計的

頼

示

価
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計値を自らのモデルに採用する方法をとる傾向にあると思われる。  

有意な推定値が得られない理由としては、（１）今日の消費者は価格のみなら

ず品質、安全性、利便性、おいしさ、健康への効能といった属性を価格と同等

あるいはそれ以上に重要と考え、価格の多少の変動には反応しなくなる傾向に

ある、（２）今日の消費者は農産物をそのまま消費するのではなく、加工食品や

食などの形で消費することがますます一般的になっている、（３）消費者マー

ットの差別化と細分化が進んでおり、価格弾力性の推計に必要な、信頼すべ

時系列データの収集が困難になってき

いる、などのような要因が考えられる。この推計では考慮されていない要因

を

表２－

外

ケ

き一貫性を有する価格と消費量に関する

て

詳細に組み込めば、推計は改善できる可能性があるが、それは次の課題とし

たい。むしろ、本研究では、所得弾力性が時系列的に低下してくることの影響

に焦点を当てる。  

 

３ 需要の価格弾力性の推計値（近年の平均）  

牛肉 豚肉 鶏肉 植物油脂 小麦 コメ
中国 ▲ 0.8 - - - ▲ 0.0 ▲ 0.1
韓国 ▲ 0.3 ▲ 0.5 ▲ 0.4 - ▲ 0.2 ▲ 0.5

インドネシア - - ▲ 0.8 - - ▲ 0.0
ベトナム ▲ 0.4 - - - - ▲ 0.3

インドネシア - -

日本 ▲ 0.6 ▲ 0.4 ▲ 0.4 ▲ 0.1 ▲ 0.2 ▲ 0.7

タイ ▲ 0.8 - - - - ▲ 0.1
- - - -

牛肉 豚肉 鶏肉 植物油脂 小麦 コメ

カナダ ▲ 0.5 ▲ 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.4 - ▲ 0.4

各年の値を1997-2006年の間で単純平均したものである。

米国 ▲ 0.3 ▲ 0.4 ▲ 0.3 ▲ 0.1 ▲ 0.1 -
EU（15） - ▲ 0.1 ▲ 0.5 ▲ 0.4 ▲ 0.3 -

オーストラリア ▲ 0.3 ▲ 0.3 ▲ 0.4 - - -
注： 1) これらの値は、計測された価格弾性値で統計的に有意であった

　計測期間は、 1979年から2006年までであるが、データの有無

（欠落等）により、各国・各品目毎にその計測期間は異なる。

2) 影がかかったセルは、直近の2004-2006年の間で統計的に

有意な結果を得られなかったことを意味している。
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表

 

 

．３ 所得 値の検討  

 
表２－５は、1997－2006 年の間の 10 年分の回帰分析において、有意な結果

が得られた需要の価格弾力性の平均値を示している。  

この結果で第一に注目すべき点は、植物油脂の需要の所得弾性値が、アジア

のみならず欧米でも正の値を示しているという点である。  

第二に、東アジア諸国においては、食肉需要の所得弾性値が正の値を示して

いる一方、穀物需要の所得弾性値が負の値を示す傾向にあるということである。

これは、これら諸国において食肉が「上級財」、すなわち、所得の増加につれて

消費量が増加する品目である一方、穀物が「下級財」、すなわち、所得の増加に

つれて消費量が減少する品目であることを示している。西欧諸国においては、

この反対の傾向、すなわち、穀物に関する所得弾性値が正の値を示す一方、食

肉に関する所得弾性値が負の値を示している。  

最後に、推計された所得弾性値は、多くの場合、安定した値をとらず、不安

定ながら、急速に鈍化するパターンを示す傾向が見られる。つまり、市場にお

いてある品目が不足している場合、所得弾性値は時系列で急速に増加するが、

後、市場が飽和するにつれて、その増加速度が鈍化する傾向にある。  

タイ コメ 2001-2006 6 ▲ 0.10

２－４ 需要の価格弾力性推計値のうち直近の 2004－06 年  

     の間を含めて 3 年分以上が有意であったものの抜粋  

弾力性推計

国・地域 品目 期間 有意であった
期間

2006年の計測さ
れた弾性値の値

ベトナム コメ 2004-2006 3 ▲ 0.42

タイ 牛肉 2003-2006 4 ▲ 0.63

米国 牛肉 2003-2006 4 ▲ 0.18

米国 豚肉 1979-2006 28 ▲ 0.13

EU（15） 豚肉 1999-2006 8 ▲ 0.11

中国 コメ 2004-2006 3 ▲ 0.10

２．３

その
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表２－５ 需要の所得弾力性の推計値（近年の平均）  

２

取り扱うことが重要となっ

て

いる。

の図から明白なように、穀物に関する需要の所得弾力性の値は年々変動して

おり、中期的には減少傾向にある。おそらく 1990 年代半ばに、所得増加に伴う

食生活の多様化により、小麦やコメなどの主食の消費量が減少傾向に転じたこ

牛肉 豚肉 鶏肉 植物油脂 小麦 コメ
中国 1.7 0.6 1.2 1.0 ▲ 0.1 ▲ 0.0
韓国 1.1 1.2 0.9 0.8 ▲ 0.2 ▲ 0.0
日本 0.8 0.9 0.3 0.6 ▲ 0.2 ▲ 1.1
インドネシア 0.7 0.6 - 1.3 0.9 0.0
ベトナム 0.1 1.3 0.4 2.1 1.5 0.3
タイ ▲ 0.7 1.1 ▲ 1.0 1.2 0.9 ▲ 0.2
インドネシア ▲ 0.1 ▲ 0.3 1.6 2.4 0.2 0.1

牛肉 豚肉 鶏肉 植物油脂 小麦 コメ
米国 ▲ 0.9 ▲ 0.6 1.1 0.9 0.4 1.4
EU（15） ▲ 0.6 0.5 ▲ 1.1 1.7 0.1 -

▲ 1.1 - 0.8 1.7 0.9 3.1
ストラリア ▲ 1.2 0.7 1.3 3.2 0.5 3.0

注： 1) これらの値は、計測された所得弾性値で統計的に有意であった

各年の値を1997-2006年の間で単純平均したものである。

でであるが、データの有無

（欠落等）により、各国・各品目毎にその計測期間は異なる。

2) は、直近の2004-2006年の間で統計的に

カナダ
オー

　計測期間は、 1979年から2006年ま

 影がかかったセル

有意な結果を得られなかったことを意味している。

 
．３．４ 中国における食肉需要の所得弾力性  

 

前述の２．３．１節で説明した手法によって、計測期間をずらしながら重回

帰分析を実施することにより、需要の所得弾力性の推計値を時系列で得ること

が可能である。  

  本稿では中国に特別の焦点を当てる。その理由は、中国が世界の人口および

穀物消費量の約 20％を占める食料大国であるからである。さらに、所得の急速

な増加に伴い、その食生活パターンも急速に変化している。こうした理由によ

り、全ての世界食料需給予測において中国を適切に

いる。  

統計的に非有意な推計値があるためデータが不連続になることもあるが、中

国については、有意な推計値を比較的多く得ることができた。図２－１は、近

年における小麦およびコメに関する需要の所得弾力性の値の推移を示して

こ
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とにより、これらの品目の需要の所得弾力性が正の値から負の値へと転じたの

であろう。中国における 1 人当たり小麦消費量は、1990 年の 79 キロから 2006

年の 67 キロへと減少し、コメについても同様に、1990 年の 109 キロから 2006

年の 98 キロまで減少した。  

図２－２は、中国の食肉需要に関する所得弾力性の値の推移を示している。

穀物の場合と同様に、食肉需要の所得弾力性は減少傾向を示している。しかし、

穀物の場合とは異なり、食肉の場合は正の値に留まっている。これも、変化し

つつある中国の食生活を示したものと考えられる。  

近年、中国では所得増加に伴って食肉需要が増えており、1990 年から 2006

年における 1 人当たり消費量は、牛肉は 1 キロから 6 キロへ、豚肉は 20 キロか

ら 41 キロへ、鶏肉は 0.2 キロから 11 キロへとそれぞれ増加している。だが近

年、その増加速度は減速傾向にある。  

 

図

0.15

0.25

0.3

0.2

0

0.05

0.1

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 19
90

19
95

20
00

20
05

小麦

コメ

２－１ 中国の食用穀物需要の所得弾力性の推移  
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図２－２ 中国の食肉需要の所得弾力性の推移  

 

 
２．４ 所得弾力性の時系列変化を考慮した中国食肉需要の将来予測  

 

  前節でみたように、中国における食肉需要の所得弾性値の低下傾向は、近年

飽和へと向かいつつある中国の食肉消費の状況を表している。したがって、需

要の所得弾性値を予測期間中不変と仮定した予測分析では、中国の食肉消費量

の見通しを過大なものとする可能性がある。   

2006 年から 10 年後の 2016 年までの中国の食肉需要を予測するために、２．

２節で提示したコブ・ダグラス型両対数線形関数を用いて、ここでは 2 本のシ

ナリオを設定する。1 本はベースライン予測で、予測期間中の需要の所得弾性値

を 2006 年の推計値で不変と仮定する。もう 1 本は、需要の所得弾性値は不変で

はなく、時系列で変化し、過去と同様の減少傾向を予測期間中もたどるものと

る。牛肉、豚肉および鶏肉に関する需要の所得弾性値の年減少率は、それぞ

 ベースライン予測で用いる中国の食肉需要の所得弾性値は、最近の計測結果

基づき、牛肉については 0.622、豚肉については  0.433、鶏肉については 0.92

にそれぞれ固定する。一方、「時系列で弾性値減少」シナリオでは、最近の食肉

す

れ▲7.5％、▲1.8％および▲3.6％であった。   

 

に
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需要の所得弾性値の年平均減少率に基づき、予測期間中もこれまでと同じ速度

で減少するとの前提を置く。すなわち、牛肉は年率▲7.5％で、豚肉は年率▲1.8％

で、また鶏肉は▲3.6％で、それぞれ今後も減少を続けるものとする。  

中国における GDI（実質 GDP 指数）、POP（人口）、CPI（消費者物価指数）

およびそれぞれの食肉の名目価格の予測については、「OECD 農業見通し 2007

－2016」中の予測値を利用する。  

  需要の価格弾性値であるγ  に関しては、前述の推計では統計的に有意な値

がほとんど得られなかった。このため、IFPSIM モデルにおける中国の食肉需要

の価格弾性値を使用して、牛肉については▲0.8、豚肉については▲0.4、鶏肉に

ついては▲0.6 とした（大賀・柳島、1996）。  

「時系列で弾性値減少」シナリオにおいては、予測期間中、同一の需要関数

を使用するのではなく、毎年の所得弾性値の変化に伴い、消費関数中のα（切

）。この目的を達成するため、

（需要の所得弾性値）の変化に伴い毎年α（切片＝定数項）に必要な調整を

えながら推計を行うアルゴリズム（計算プログラム）を開発した。

片＝定数項）の値も調整する必要がある（図２－３

β

加
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１人当たり
消費量 QC = α+ β* I + γ* P

図２－３ 各年における需要関数の切片(α)の調整  

 

 

以上の方法により、中国の１人当たり食肉需要量のシナリオ予測を行った結

果を表２－６にまとめた。この表から明らかなように、もし所得弾力性が一定

であるという仮定を除去し、代わりに所得弾力性が時系列で年々減少するとい

う前提の下で予測を行うと、得られた食肉 1 人当たり消費量水準は、ベースラ

イン予測（弾性値一定）の場合に比較して大幅に低いものとなった。まず、牛

肉 1 人当たり消費量については、ベースライン予測では、2006 年の 5.8 キロか

ら 2016 年には 9.5 キロまで増加すると見込まれるが、時系列で弾性値が減少す

るとした場合には、その値は 8.3 キロまで低下する。豚肉 1 人当たり消費量に

ついては、ベースライン予測では、2006 年の 40.7 キロから 2016 年には 55.1

キロまで増加すると見込まれるが、時系列で弾性値が減少するとした場合には、

2016 年のそれは 1.4 キロ少ない 53.7 キロに低下すると見込まれる。鶏肉 1 人当

たり消費量については、ベースライン予測では、2006 年の 10.9 キロから 2016

年の 18.9 キロまで増加すると見込まれるが、時系列で弾性値が減少するとした

場合には、2016 年には 1.9 キロ少ない 17.0 キロに低下すると見込まれる。   

以上の結果をまとめると、弾性値が時系列で減少するとの仮定を置いた場合

の 2016 年の 1 人当たり食肉消費量は、弾性値が一定としたベースライン予測の

α

0
所得

QC：　１人当たり消費

I：　実質GDP指数
量

P：　実質価格
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結果に比較して、1.2 キロ－1.9 キロ少ないものとなると予測される。   

  中国の人口は、2016 年に 13 億 7,800 万人に達すると見込まれることから、

上記の 1 人当たり食肉消費量の差は、中国全体ではそれぞれ、牛肉で 170 万ト

ン、豚肉で 190 万トン、鶏肉で 260 万トンの差を生み出す。2006 年の日本の牛

肉、豚肉および鶏肉の輸入量は、それぞれ 70 万トン、110 万トン、60 万トンで

あるように、両シナリオ予測における 2016 年の消費水準の格差は、現在の日本

の食肉の総輸入量よりもはるかに多く、食肉の国際市場に大きな影響を与える

と考えられる。こうしたことから、世界の食肉の需給予測を実施する場合、中

国をどのように見通すかという点が決定的に重要になる。  

 

表２－６ 中国の１人当たり食肉消費量の予測  

 

 

２．５ 結論  

 
本章では、第一に、世界各 地域において農産物各品目の需要の所得弾力

性および価格弾力性の時系列変化の 可能 吟味した 結果、

の価格弾力性については、強固・確実な計測値を得ることが困難であることが

たが、需要 得弾性値に ては、価格弾性値の場合ほど困難ではな

いことがわかった。  

さ 需要の所得弾性値は、しばしば急速に鈍化する傾向を示すことや、

アジア諸国 諸国の は明確な差 あることもわかった。アジア諸国

では、食肉需要の所得弾性値は正の値を示し、穀物に関するそれは負の値を示

(単位：１人当たり年間Kg)
2006 2011 2016

現状推移(A) 5.8 7.7 9.5
8.3

▲ 1.2
現状推移(A) 40.7 48.6 55.1
シナリオ(B) 48.2 53.7
両者の差((B)-(A)) ▲ 0.4 ▲ 1.4

鶏
シナリオ(B) 14.7 17.0

牛肉
シナリオ(B) 7.4
両者の差((B)-(A)) ▲ 0.3

国・

推計の 性を 。その 需要

判明し の所 つい

らに、

と西欧 間に 異が

肉 現状推移(A) 10.9 15.2 18.9

両者の差((B)-(A)) ▲ 0.5 ▲ 1.9
注: 「シナリオ」は、「所得弾性値が経年的に減少」する場合を表す。 

豚肉
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す傾向があるが、西欧諸国においてはそれぞれ符号が逆になる傾向にある。こ

のことは、アジア諸国と西欧諸国とで異なる食生活習慣が存在する事を示唆し

。日本の統計 4によ

ば、2006 年の植物油脂の家庭内消費が全消費量に占める割合は、2006 年にお

産業で消費されている。  

第二に、時系列で変化する需要の所得弾性値を、中国の食肉消費量の予測に

適用した結果、所得弾性値を一定とした場合の予測結果とは大きな差異が生じ

ることがわかった。本稿のように、中国の食肉需要の所得弾性値が今後も経年

的に減少するとの仮定を置けば、将来の需要予測はかなり少ないものとなるこ

とが判明した。  

  最後に、本研究の場合のように、推計モデルに含まれる方程式の数が少ない

分析ではなく、数千本の方程式が含まれる大規模な需給モデルにおいて、需要

の所得弾性値の時系列変化を考慮した予測が可能かどうかと聞かれれば、答は

可能」である。しかしながら、毎年それぞれの切片を計算し直す必要もある

め、推計のコストは非常に高いものとなる。この事は、切片を毎年再計算し

での推計を自動的に行う特別のプログラムを開発する必要があ

ことを意味している。したがって、現在のところは、もし需要の所得弾性値

の

ている。特に、ベトナムについては、全ての品目に関して需要の所得弾性値は

正の値をとったが、これは、この国では全体的に所得増加につれて国民 1 人当

たり食料需要量が増加していることを示している。植物油脂の需要の所得弾性

値は、全てのアジア諸国で正の値をとっている。一方、多くの場合において、

植物油脂の需要の価格弾性値を統計的に有意に計測できなかったという事実は、

多分、これら諸国において植物油脂の消費は家計消費によって決定されるので

はなく、食品製造業や外食産業において最終製品を製造・販売する際の原材料

としての消費の比重が大きいことを示していると推察される

れ

いて僅か 17％であり、残りは食品製造業や外食

「

た

ながら最終年ま

る

時系列変化を仮定するならば、大規模なモデルではなく、いくつかの個別の

市場に分析の焦点を絞って予測を実施する方が現実的であろう。

                                                  
4  農林水産省総合食料局編集、（社）日本植物油協会刊行『我が国の油脂事情』  
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第３章 BSE(狂牛病)発生による国際牛肉需給への影響分析 
 
３．１ はじめに  

 

 本章の目的は、先般北米（米国およびカナダ）において BSE（狂牛病）が確認さ

れたことによる日本および世界の牛肉市場への影響について、OECD の AGLINK

モデルを改良して分析を行うことである。  

言い換えれば、米国やカナダにおける BSE 発生後、輸入国がこれらの国からの

牛肉輸入を禁止する措置により、世界の牛肉貿易のパターンが大きく変化したが、

それに伴う各国の牛肉需給や価格の変化を定量的に予測する事を目的としている。

分析は、日本との牛肉貿易に関してより重要な地位を占め、また、BSE がより最近

発生した米国のケースに着目する。  

 

３

心に現れた比較的新しい疾病であるためと推察される。  

5％、国内消費

量も▲14%減少し、肉牛部門の利潤は▲33％と大幅な減少をみるが、羊や豚など他

の畜産部門では逆に大幅に利潤を得ること、また、飼料産業および農業資材産業は

利潤を失うが（それぞれ▲2.8%および▲0.5%）、牛乳・乳製品加工産業は利潤を得

ること、また、政策シミュレーションの結果では、経済全体への歪曲効果は、生産

．２ 先行研究の検討  

 

現在までのところ、BSE による突発的な牛肉貿易の停止を、計量モデルのフレー

ムワークの中で扱っている例は限られている。その理由は、BSE 自身が 1990 年代

以降イギリスを中

ここでは下記の 2 つの研究について検討した上で、本章の課題を明確にする。  

まず、Macdonald,S. and Robert,D.(1998) は、CGE（計算可能な一般均衡モデ

ル）を用いて、イギリスにおける 1996 年の牛肉の輸出禁止措置によるイギリス経

済全般への影響評価を行っている。この研究では、USDA が開発した CGE モデル

をベースとし、イギリス 1 カ国＋「その他世界」の 2 カ国・地域に集計され、産業

分類は 19 に足し上げられている。また、マクロ経済、すなわち GDP、政府貯蓄、

政府収入、間接税収入などに注目した設計となっている。分析結果によれば、もし

政府が牛肉の介入買い上げなど、肉牛セクターへの救済措置を一切とらなかった場

合のシナリオでは、肉牛価格は▲8%減少し、牛肉の国内生産量は▲1
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補助の実施よりも介入買い入れの実施の方が影響の深刻性が低いこと、などが示さ

ている。この研究はイギリスの牛肉禁止措置が継続中の期間に公表され、その後、

1999 年に終了した。  

最近では、Hubband,L.H. and Philippidis,G.(2001) によって、同じく CGE モデ

マクロ指標に注目したものであり、オ

リ

、これらのうちいくつかの部門が回復する。

かし全てが禁輸以前の水準になるわけではない。  

SE による禁輸措置を一般均衡モデルというフレームワー

で扱うため、その焦点は、BSE 発生前と発生後のマクロ経済指標の動きに置かれ、 

個

ルを使

用

ダ

れ

この輸出禁止措置は

ルを利用して、1999 年の輸出禁止措置終了後と 1996 年の輸出禁止措置開始時との

比較分析が行われている。ここで使用されているモデルは GTAP バージョン 4 で、

前掲 Macdonald and Robert の研究と同様に

ジナルは 45 カ国×50 産業分類だったデータベースが、「イギリス」および「その

他世界」の 2 カ国×15 産業分類に集計されている。本分析ではイギリスの輸出額や

貿易バランスに分析の焦点が置かれており、1996 年の禁輸以前の水準に比較して、

禁輸措置終了後の輸出、生産、原材料の使用、貿易バランスは、いずれも短期的に

は下回るレベルとなるが、長期的には

し

以上の 2 つの研究は、B

ク

別農産物品目の価格や需給の動きといった最も直接的な影響が生じる指標を年々

刻々の動きとしてとらえてはいない。また、Hubband and Philippidis が述べてい

るように、「今後の更なる研究のためには、  多分ダイナミックな CGE モデ

することが、明らかに次のステップとなろう(pp.94) 」、すなわち、この研究では

イナミックな視点が欠落している。  

一方、「OECD Agricultural Outlook 2004-2013」では、最新バージョンの

AGLINK を利用して、米国の BSE 発生を考慮に入れた牛肉の国際需給予測など、

2004-2013 年の世界の農産物市場の需給予測が公表されている。ここで行われてい

る牛肉市場の分析は、禁輸が 2004 年の 1 年間だけという短期間行われ、その影響

も限定的なものであり、2005 年から市場は平常の状態に復帰するという前提が置か

れている。また、BSE 発生の影響については、最新バージョンのベースライン（現

状推移）モデルの結果を、主に前年とのベースラインの結果と比較することにより

分析が行われており、モデルの見直しや、改良モデルを用いて BSE 発生以前と発

生以後を比較するシナリオ分析は行われていない。  
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３．３ 米国における BSE 発生以降の日本の牛肉市場の概観  

 

 

種子の場合と違い、世界全体

を

周辺諸国が多く、一方、EU や中南米の多

く

く反応した。国産の最高品質

の和牛牛肉は、通常は米国産輸入牛肉とは直接競合しないとみなされているが、そ

の枝肉価格は、米国産牛肉の禁輸措置が実施された直後には大きな変化がなかった

2003 年 5 月 20 日のカナダ・アルバータ州における北米初の BSE 発生に続いて、

同年 12 月 23 日、米国政府は国内初の BSE 発生事例を確認した。これを受けて、

世界の主な米国産牛肉の輸入国は、日本を含め、直ちに米国からの牛肉輸入の禁止

措置を実施した。米国農務省によれば、2005 年 3 月 3 日現在、禁輸措置をとって

いる輸入国・地域は、日本、韓国などのかつての主要輸入国を含めた 35 カ国であ

った。これは、世界牛肉市場に大きな影響を与える事件である。米国は主要な牛肉

輸出国であるため、その輸出がストップすると、牛肉の世界市場価格が大きく上昇

する。  

 ただし、ここで断っておかなければならないのは、牛肉の国際市場は小麦、トウ

モロコシ、コメなどの穀物や大豆、ナタネなどの油糧

カバーする市場ではないという点である。もともと牛肉や豚肉、羊肉など有蹄類

の食肉市場は、人体には影響が無いが家畜間で伝染性が強く経営に大きなダメージ

を与えやすい FMD（口蹄疫）の発生およびワクチン予防注射の有無により、おお

まかに言って、FMD 清浄国グループと非清浄国グループの 2 グループに分かれて

おり、動物検疫上の観点から、FMD 清浄国グループは非清浄国グループからの生

肉等の輸入を禁止している。清浄国グループは、日本を含む米国、カナダ、オース

トラリア、ニュージーランドなど太平洋

の国は非清浄国グループに属している。  

 日本は、BSE の発生以前は、国内牛肉消費量の多くを米国に依存していた。2003

年における日本の国内牛肉生産量は、枝肉ベースで 49 万 5,000 トンであり、輸入

量は 82 万 4,000 トン、このうち、最大の輸入先国であるオーストラリアから 40 万

6,000 トンを輸入し、第 2 位の米国から 38 万 2,000 トンを輸入していた。つまり、

国内生産と輸入を合計した総供給量 131 万 9,000 トンのうち、米国産牛肉は 29％

を占めていたのだが、これが、米国の BSE 発生に伴い輸入されなくなった（図３

－１）。  

この米国からの禁輸措置に対して日本の市場は素早
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ものの、しばらくすると大幅に上昇した（図３－２）。一方、米国産牛肉に品質が近

が発生した直後の

004 年 1 月には、前年同月比 71％増という大幅な上昇となった（図３－３）。  

「121 ショートプレート（121 Short Plate）」と呼ばれる部位を使用して

アップにつながる。牛丼の大幅値上げ

輸入された牛肉のうち、家庭消費が過半を占めるが、外食産業や加工向け

で

く競合しやすい国産去勢乳牛の枝肉卸売価格は、米国で BSE

2

また、日本の最大の輸入先であるオーストラリア産牛肉の輸入価格も大幅に上昇

した。2004 年 1 月における同国産の日本向け牛肉価格（グラスフェッド、フルセ

ット、冷蔵、C&F）は、前年同月比 64％上昇して 5.53 米ﾄﾞﾙ／kg となり、2004 年

中は前年同月価格よりも高水準で推移した（図３－４）。  

なお、小沼啓二氏（ビジネスリサーチジャパン社）の分析によれば、米国産牛肉

の禁輸措置によって日本国内で最も影響を受けた産業分野は外食産業である。例え

ば、日本には牛丼に特化したいくつかのレストランチェーンがあるが、その多くが

米国産の

いる。このショートプレートという部位は、牛丼の原料として米国で特別に開発さ

れた部位であり、日本に輸入して何らの加工を必要とせず、スライスするだけで、

加工廃棄を出すこともなく牛丼の原材料として利用することが可能である。  

だが、ショートプレートは 1 頭の牛から僅か 8～10kg しか採れない。我が国のシ

ョートプレート需要量約 13 万トンを満たすためには、1 頭当たり 9kg とれるとす

れば、1,444 万頭の牛が必要になる。だが、2003 年における我が国の肉用牛飼養頭

数は 278 万頭、オーストラリアの最近（2001 年）の飼養頭数は 2,774 万頭であり、

オーストラリアなどからの輸入増加によって我が国のショートプレート需要を満た

すことはほとんど不可能である。また、国産牛肉の増産でショートプレートの供給

を賄おうとすれば、当然ながら大幅なコスト

につながる選択は、ハンバーガー、回転寿司など他の安価な外食メニューに対する

競争力の著しい低下につながるため、ほとんど不可能である（図３－５）。現在のと

ころ、約 1 億頭（2004 年 1 月現在で 9,488 万頭）の飼養頭数を持つ米国からの輸

入だけが、我が国のショートプレート需要を満たし得る唯一の方法であると考えら

れる。  

最後に、日本の輸入牛肉の分野別消費の実態については、図３－６をご覧いただ

きたい。

輸入牛肉が幅広く利用されていた。  
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38.2
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国産

オーストラリア

米国

その他

図３－１ 2003 年の日本の牛肉供給量（枝肉ベース：単位 万トン）  

      資料： (独 )農畜 振興機構「畜産の情報」

 

 

産業  

 

図３－２ 日本の去勢和牛の枝肉卸売価格（A-4 等級 東京市場）  

  資料：農林水産省「食肉流通統計」、「食肉市況情報」  
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図３－３ 日本の乳用種去勢牛の枝肉卸売価格（B-2 等級 東京市場）  

資料：図３－２に同じ。  

 

 

図３－４ オーストラリア産牛肉の日本向け輸出価格  

      （グラスフェッド、フルセット、冷蔵、C&F）  

資料：「Meat and Livestock Australia」 「Australian Bureau of Statistics」  
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図３－５ 牛丼のコストと価格構造の例  

資料：ビジネスリサーチ・ジャパン＆小沼啓治氏の推計 (2003)による。  

 

 

図３－６ 分野別輸入牛肉の消費額シエア（1995 年）  

             資料：総務庁「1995 年産業連関表」  
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３．４ 環太平洋地域における牛肉貿易  

 

 前述のように、世界の牛肉市場は大まかに言って 2 つの市場に分割され、1 つは

FMD 清浄国、もう 1 つは FMD 非清浄国である。前者は主に環太平洋諸国、つまり、

オーストラリア、米国、カナダ、韓国、日本、メキシコなどの国々で構成されてい

る。後者は、EU、中南米などの国々で構成されている。FMD が発生していなくて

も、FMD の発生事例があり、予防のためワクチン注射を実施している国は、通常

は後者に分類される。FMD 清浄国は、FMD 非清浄国からの生体牛や肉類の輸入を

禁止している。  

 図３－１に戻ると、日本市場への主な牛肉の輸出国はオーストラリアと米国であ

り、どちらも FMD 清浄国である。日本以外の主な牛肉輸入国、例えば、韓国、米

国、メキシコや、主要輸出国、例えば、オーストラリア、米国、カナダ、ニュージ

ーランドなど、全て FMD 清浄国である。米国は牛肉の輸入国であると同時に輸出

でもあり、オーストラリアから、主に加工用の牛肉を輸入するとともに、アジア

を行っている。オーストラリアの主な顧

客は米国、日  

牛肉貿易の最近の特記すべき動きは、NAFTA（カナダ、米国、メキシコの 3 カ国

参加する北米自由貿易協定）による市場統合の動きである。すなわち、1994 年に

発効した NAFTA は、全ての物資・サービスに関し、カナダ、米国、メキシコの 3

カ国の間で、原則 2008 年までに関税などの貿易障壁が段階的に撤廃される。牛肉

については、米国とカナダが米加自由貿易協定を前倒しで実施し、既に両国間の貿

易は無関税の扱いとなっており、かつ、NAFTA の 3 カ国を関税割当枠の適用外と

している。メキシコは、NAFTA 発足と同時に米国とカナダからの牛肉に無税輸入

を認めている。この結果、これら 3 カ国間の牛肉の貿易は年々増加傾向にある。貿

易の流れは、カナダ→米国→メキシコという方向になる。カナダが米国向け牛肉の

輸出を増やしている背景には、カナダドル安などマクロ要因の他に、国境を越えた

積極的な投資があり、カナダ最大の肉牛産地で アルバータ州への米国系大手パ

ッ 進出がある。NAFTA が締結さ た 1994 年当時は、米国はカナダ

か 殆ど行っていなかったが、2002 年には同国の牛肉輸入全体のほぼ

半分を占めるまで増加した。この結果、2001 年には米国は牛肉の純輸入国に転じて

国

市場の日本、韓国、台湾、香港などに輸出

本、韓国であるが、その他の多くの国々にも輸出を行っている。

が

ある

れカーの積極的な

らの牛肉輸入を
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いる。メキシコも純輸入国であり、主にカナダと米国から牛肉の輸入を行っている。  

非 輸出先は、ロシア、エジプト、サウジア

ビアなどの中近東諸国である。これらの中近東諸国では、EU と太平洋周辺諸国

れぞれの地域に分割されたものとなっている。しかし、BSE に代

図３－７ 環太平洋地域の主な牛肉輸出国の輸出先別輸出量  

             資料：JETRO「World Trade Atlas Database」  

FMD 清浄国である EU の牛肉の主な

ラ

の牛肉輸出国が競合している可能性がある。  

 図３－７は、2002 年における環太平洋地域の主な牛肉輸出国の輸出先別輸出量を

まとめたものである。これを見ると、主要輸出国の輸出する牛肉は、米国、日本、

韓国、メキシコなど、少数の主要輸入国が輸入していることがわかる。  

以上のように、牛肉の国際市場は、小麦や他の穀物、大豆等の油糧種子の場合の

ように世界全体をカバーするものではなく、動物の伝染性疾病、すなわち FMD の

有無等により、そ

表されるような、人体にも潜在的な影響が認められる疾病の発生により、食品衛生

の観点から近年は市場がさらに細分化され、より複雑なものとなっている。  
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３．５ AGLINK モデルについて  

 

体、ある

い

。  

OECDは、その発足当初より、加盟国が温帯に属して経済が発展した、いわゆる

先進諸国であることを反映して、AGLINKがカバーする対象品目は、主な温帯産農

産物、すなわち、小麦、トウモロコシ、その他飼料穀物、コメ、大豆、ナタネなど

の耕種作物、牛乳・乳製品、牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉などの主要食肉となっており、

砂糖 5、ココア、コーヒーなどの熱帯産品を含んでいない（表３－１）。  

また、分析対象国・地域は、主要OECD加盟国の殆ど、つまり、米国、EU 6、日

本、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、メキシコと、OECD外の

主要国、すなわち、中国、ロシア、ブラジル、アルゼンチンである。インド、イン

ドネシア、タイ等は、部分的に、コメ部門だけが含まれている。上記のカバー範囲

からはずれている国は、一括りの「その他世界」として定義されている（図３－８）。  

 AGLINK は動態（dynamic）モデル、すなわち目標年まで毎年、モデル中の全て

の品目の需給が均衡する点で価格が決定されていく構造になっており、OECD では

通常、最大 10 年程度先までの世界の農産物需給の予測に使用されている。  

 モデルの構造は、まず、需要面を見ると、人口、GDP など マクロ指標と、当該

品 る品目の当該年度の価格によって食用消費量が決定される。期末

在庫量は、消費量および当該年度や前年度の価格によって決定される。生産面を見

ると、耕種作物は、栽培面積と単収の積として定義されているが、栽培面積は収穫

                                                 

３．５．１ 2003 年版 AGLINK の概要  

 

 AGLINK は、OECD が加盟国の協力を得て 1990 年代初頭に開発を開始した全世

界をカバーする大規模な農産物需給モデルであり、年々改良が進められて現在に至

っている。モデルの構造は、主要な農産物の年々の需要と供給が、世界全

は市場が関税などの高い保護により世界から切り離されている国などの一地域内

において、その年々の市場均衡が達成されるようになっている。つまり、小麦や大

豆など、世界全体で取引されている品目の国際価格は、世界全体の輸出入が均衡す

るところで決定される。諸マクロ指標、すなわち、人口、経済成長率、物価上昇率、

為替レートなどの要因は、モデル外で決定される外生変数の扱いになっている

 

の

目および競合す

 
5  2005 年公表バージョンからAGLINKに追加されている。  
6  EUは、2003 年公表バージョンのAGLINKでは 15 カ国として扱われていたが、EUの拡大によ
り 2004 年公表バージョンからデータベースが更新され、25 カ国として扱われている。  
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の前年度、場合によっては前々年度を含む価格によって決定されるラグ構造となっ

いる。つまり、生産者は、当該年度の栽培面積の決定に際し、前年度までの価格

る。単収は、基本的には技術進歩の度合

をトレンド化し、干ばつや天候不順等が生じない平年作を前提として決定される。

 

給に重要

な

て

情報をベースにして判断すると仮定してい

い

飼料作物の需要は、畜産物の生産量と関連している。畜産物の生産量は、家畜飼養

頭数、技術進歩の度合い（枝肉の歩留の上昇率、1 頭当たり年間搾乳量）、および当

該年の畜産物価格によって決定され、家畜飼養頭数は、当該年およびそれ以前の年

の畜産物価格によって決定されるラグ構造を有している。市場は完全競争の仮定が

置かれ、農産物の品質の違いは考慮されていない。例えば、コメについては、高品

質米、加工用米、ジャポニカ、インディカなどの違いにより、実際の市場はある程

度細分化されていると考えられるが、AGLINK では代表的な国際価格（この場合は

タイの精米輸出価格）が用いられ、品質別の価格差は考慮されていない（図３－９）。

行動方程式（Behavioural Equation）7における被説明変数と説明変数の関係は、

基本的には両対数型であるが、価格を表す方程式は、一般的に線形である。  

 AGLINK の構造の重要な点は、Policy Specific(政策特定型)モデルであるという

事である。各国の農業政策は、農産物需給に影響を及ぼす重要な要因であり、価格

支持、不足払い、生産量割当、輸入制限、輸出補助金、その他、農産物需

影響を及ぼすと考えられる政策は、可能な限り AGLINK に明示的に組み込む努

力が行われている。これにより、政策を変更した場合のシナリオ予測分析が可能と

なっている。  

 前述のように、AGLINK は年々改良が加えられている。OECD は、毎年事務総長

の責任で、「OECD Agricultural Outlook」（「OECD 農業見通し」）を公表してき

たが、その見通しは AGLINK を用い、年々の改良を加えて行われてきた。加盟国

において重要な政策変更が実施された場合、AGLINK もそれを反映するよう変更さ

                                                  
7  AGLINKを構成する方程式は、定義方程式（IdentitityEquation）と行動方程式（Behavioural 

Equation）の 2 種類に区分できる。定義方程式は、例えば、「穀物生産量＝収穫面積×単収」の

ように、被説明変数を説明変数の加減乗除等の演算により定義するものであり、弾性値はその中

に存在しない。一方、行動方程式は、定義方程式以外の方程式であり、消費量や耕地面積を表す

方程式のように、弾性値などのパラメータを介して消費者や生産者の市場に対する反応等を表現

するものである。  
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れてきた。このような場合、まず各国の専門家が AGLINK を変更し、事務局がモ

デル全体との整合性を検証後、この変更を AGLINK に組み入れる事もあれば、事

務局がまず原案を作成し、加盟国に提示・協議する場合もあった。この改良プロセ

スは現在も続いており、その結果、2003 年バージョンの AGLINK は、 4,178 個の

変数と 2,099 本の方程式を含むモデルとなっている。  

 

表３－１ AGLINK の対象品目  
耕種作物 畜産物

小麦 牛乳・乳製品
トウモロコシ 牛肉

飼料穀物 鶏肉
油糧種子および関連製品 羊肉

  

ル）
（綿花）

コメ 豚肉

（食用油、ミー

図３－８ AGLINK の国・地域分類  
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図３－９ AGLINK における需給均衡価格の決定  

 

３．５．２ AGLINK の牛肉モジュールの概要  

 

AGLINK において、牛肉は単一の産品として扱われ、品質格差は考慮されていな

いが、これは、モデルが制御不可能なまでに複雑化することを避けるためである。  

環太平洋地域における主な牛肉輸出入国、および EU、ロシア、中国、ブラジル

などにつき、牛肉セクターは内生化されている。ただし、国際市場の取扱いは、環

太平洋地域のみであり、EU の輸出価格が内生的に決定される以外は、EU、中南米

が参加する FMD 非清浄国のモデルにおける国際市場および均衡国際価格はモデル

中に存在しない。AGLINK モデルにおける牛肉モジュールのうち、本シナリオ分析

に直接関連する環太平洋諸国の方程式については、本第３章末尾の [第３章付録]に

列挙している。  

牛肉需要関数の設計は、他の多くの品目と同じ構造であり、また、各国において

を決定づけるのは、1）人口、2）1 人当た

所得、3）牛肉価格、4）牛肉と競合する食肉価格（豚肉、鶏肉、羊肉など）、で

る（図３－１０）。方程式は両対数型であり、それぞれの被説明変数と説明変数は

それほど違いがない。すなわち、消費量
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弾性値によって関連づけられている。  

これに対し、牛肉供給関数の設計は、消費量のように均一ではなく、国ごとに異

なる特徴を有している。要約すれば、当該年度の牛肉の生産量は、当該年度の飼料

価格、当該年度の肉牛および乳牛飼養頭数、およびラグを有する当該年度および前

年度以前の牛肉価格によって決定される（図３－１１）。  

飼料価格は、小麦、トウモロコシ、および大豆ミールなどの価格により指数化さ

れている。牛肉飼養頭数は、前年の肉牛飼養頭数およびラグを有する前年以前の牛

肉価格によって決定される。説明変数として乳牛の飼養頭数が入ってくるのは、乳

廃牛も重要な牛肉の原料であるからであり、価格のラグ付き構造は、生産者の意志

決定が具体的に実現されるまでには、子牛の購入→子牛の飼養→成牛の飼養といっ

た時間が必要になるからである（「ビーフサイクル」という言葉でよく説明される。）。 

牛肉供給関数が国によって様々に異なる理由の 1 つは、データの入手可能性が揚

げられる。たとえば、日本のように詳細なデータが得られる国では、牛肉の生産部

は、和牛、去勢乳雄牛、乳廃牛と 3 つの部門に更に細分化されているが、一方、

中国やニュ ド等、多くの国では乳牛およ 飼養頭数が欠落している。

れは、統計資料の入手が困難な場合である場合がほとんどであろうと推察される。

ただし、統計 がその欠落の理由を説明する唯一の要因であると断定はで

ず、各国モジュールにおいて牛肉の生産関数のより精密な特定化を将来実施でき

る り得る。  

消費者の消費行動、つまり、価格が上がれば買い控えるし、価格が下がれば購入

量を増やすといった、どの国にも共通してみられる反応とは違い、牛肉生産の場合

は、肉牛の飼養形態の違い等により、各国の生産関数の特定化はまちまちである。

しかし、どの国もビーフ クル等のタイムラグを考慮に入れて、説明 当

該年、1 期前 2 期前の年．．．．．．というように、ラグ付きの構造になっている。  

牛肉の国際価格 平洋地域における最も代表的な価格として、米国のネブ

ラスカ州牛肉卸売市場における去勢乳雄牛の枝肉価格と定義されている。これは

時に、米国の国内市場の代表的な牛肉の卸売価格でもある。ただし、本論でのシナ

リオ分析においては、米国は国際市場から切り離されるという仮定を置くため、

2004 年以降この国際価格は米国とは関係のない仮想的な国際価格という解釈にな

るが、依 BSE 発生以前の国際価格と連続性を保っており、従って比較可能であ

ることに留意する必要がある。  

門
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最後に、以下のシナリオ分析の際に使用する、太平洋周辺主要国の牛肉消費量の

弾性値、すなわち牛肉消費量を説明する所得弾性値、自己価格弾性値、交差価格弾

性値を、豚肉消費量、鶏肉消費量と併せ、以下の表にまとめた（表３－２、３－３

および３－４）。  
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図３－１１ AGLINK における牛肉生産量の決定  
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図３－１０ AGLINK における牛肉消費量の決定  
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表３－２ AGLINK における環太平洋諸国の牛肉消費量に係る弾性値  

 

 

３－４ AGLINK における環太平洋諸国の鶏肉消費量に係る弾性値  

 

 

 

３．６ BSE 影響分析のためのモデル改良とシナリオ設定  

 

３．６．１ 「OECD Agricultural Outlook 2004-2013」との関係  

 

年６月に、OECD により「OECD 

gricultural Outlook 2004-2013」が公表された。その中でも、米国の BSE 発生の

所得 牛肉価格 豚肉価格 鶏肉価格
カナダ 0.14 ▲ 0.26 0.175 0.100
米国 0.93 ▲ 0.46 0.054 0.200
メキシコ 1.15 ▲ 0.50 0.150 0.100
オーストラリア 0.23 ▲ 0.40 0.22（注） 0.100
日本 1.11 ▲ 0.47 0.100 0.100
韓国 1.10 ▲ 0.65 0.250 0.035
その他太平洋諸国 - ▲ 1.00 - -
  注：オーストラリアは羊肉価格である。

 

表３－３ AGLINK における環太平洋諸国の豚肉消費量に係る弾性値

所得 牛肉価格 豚肉価格 鶏肉価格
カナダ 0.080 0.16 ▲ 0.16 0.05
米国 0.348 0.36 ▲ 0.50 0.05
メキシコ 0.350 0.15 ▲ 0.2 0.075

0.260 0.14 ▲ 0.56 0.19
0.465 0.05 ▲ 0.3 0.1
0.9 0.2 ▲ 0.37 0.001

その他太平洋 - - -

オーストラリア
日本
韓国

諸国 -

表

所得 牛肉価格 豚肉価格 鶏肉価格
カナダ 0.34 0.08 0.05 ▲ 0.25
米国 0.115 0.21 0.20 ▲ 0.5
メキシコ 0.7 0.18 0.05 ▲ 0.5
オーストラリア 0.24 0.05 0.02 ▲ 0.77
日本 0.38 0.05 0.1 ▲ 0.56
韓国 0.4 0.25 0.00 ▲ 0.25
その他太平洋諸国 - - - -

本稿を起稿し、投稿が終了する前、すなわち 2004

A
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ような大きな問題は取り上げられており、その 2013 年までの予測期間中には、米

の BSE 発生による各国の禁輸措置が 2004 年の 1 年間だけ続き、 2005 年からは

禁輸措置は解除されるというシナリオが設定され、それに基づくベースライン予測

が公表されている。  

しかし、「OECD Agricultural Outlook 2004-2013」を分析したところ、その予測

と本稿のシナリオ分析とはその性格および内容が大きく異なっている。  

 

①  OECD の分析では、  2004 年の予測は方程式中の国際価格にダミー変数を

導入し、  BSE 発生による市場へのショックをこのダミー変数の操作による急激な

国際価格の低 たものであるのに対し、本稿の分析では、環太平洋市場と

国市場の隔離を、  AGLINK 中の方程式の再構築によるモデルの構造の変更によ

り表現する

②  OECD の分析は、 ベースライン予測を行い、主に当該年度の予測数値と前

年度の予測数値を比較することにより BSE 発生の影響を捉えようとしているもの

であるのに対し、本稿の分析は Counterfactual な分析である。すなわち、「BSE の

発生により市場はこのように推移するであろう」とする構造変化を加えたモデルに

よる予測を行い、その結果を、「もし BSE が発生してなければ市場はこう推移して

たであろう」との前提に基づく予測（昨年のベースライン予測）と比較すること

したがって、筆者の本稿における分析は、「OECD Agricultural Outlook」をベー

スにしながら、OECD とは異なる方法論をとることにより、新しい知見の付与を目

的としている。  

  

３．６．２ モデルの改良  

 

AGLINK における世界の牛肉市場は、現実の市場の分割状態を反映したものとな

ている。すなわち、①FMD 清浄国地域市場（その地域分布により、以下「環太

洋市場 略。）と、②FMD 非清浄国地域市場（EU、中南米など、以下「その

場」 。）である。カナダと米国で BSE が発生する以前の通常の状態では、

INK における 米国、カナダ、オースト

ラ ア、メキシコ ル、カリブ諸国等であっ

国

下で表現し

米

。  

い

により、BSE 発生の影響を捉える。  

っ

平 」と

と略他市

AGL 環太平洋市場での牛肉貿易の参加者は、

、日本、韓国、台湾、香港、シンガポーリ
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た

なった。  

2003 年版

の 測結果をベースラインとして使用することにした。その理由は、このバージョ

ン

発生により、米国は牛肉を NAFTA 諸国（メキシコ、カナダ）以外

に

て、この米国の国内価格がカナダの国内価格

に

れは、以下に述べる理由から不可能であったため、このような仮

定 かざるを得なかった。  

した 1 国市場とし、その中での牛肉の需給均衡点で価

格 決定されるというのが自然な考え方である。したがって、 まず、カナダの牛肉

市

。そして、環太平洋市場における国際価格は、この市場全体での需給が均衡する

点で決定され、一旦国際価格が決定されると、その価格は各国の国内価格に波及し、

それぞれの国の需給を決定する構造となっていた。  

しかし、カナダと米国における BSE 発生により、多くの国々がこの両国からの

牛肉禁輸措置をとった。その結果、カナダと米国はもはや牛肉の環太平洋市場に参

加することが不可能と

AGLINK においては、この BSE 発生の影響を分析するために、まず、2003 年春

に公表された「OECD Agricultural Outlook 2003-2008」で使用された、

予

が、米国、カナダの BSE 発生以前直前の状態を反映したモデルであることによ

る。この BSE 発生前の AGLINK（以下「ベースラインモデル」と略。）では、米国、

カナダの牛肉の国内価格は、環太平洋市場の国際価格とリンクしていた（図３－１

２）。  

しかし、BSE

は自由に輸出できなくなった。カナダも同様である。そこで、このシナリオを設

定するため、AGLINK を修正し、米国、カナダが環太平洋市場から切り離されたバ

ージョンの BSE 修正版モデルへの改良を実施した（図３－１３）。  

この BSE 修正版モデルでは、米国における市場価格は環太平洋市場の国際価格

との関連が絶たれ、新たに、孤立した米国国内市場で独自にマーケットクリアリン

グ、すなわち需給均衡が達成される点に米国の国内価格が決定されるという方程式

体系へと AGLINK を変更した。そし

影響を与えるという仮定を置き、その関係をモデルに反映させるという変更を加

えた。本来、カナダも独立した市場として独自に価格決定を行う方式をとるべきか

もしれないが、そ

を置

米国と同様、カナダを独立

が

場のうち、内生変数であった輸出量を外生変数化し、国内の需給均衡によりカナ

ダの牛肉の市場価格が決定される構造にモデルを改造し、シミュレーションを試み

たが、異常な価格と需要・供給の振れが繰り返されたため、この特定化は適当では

ないと判断した。  
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カナダの牛肉生産量の方程式は、3 期前までさかのぼるラグ構造を有する牛の飼

養頭数が、  生産量方程式中で 2 期前まで説明変数として登場しているので、いわ

ば、 5 期前から前期までの飼養頭数という説明変数が当期の生産量の大部分を説明

している。したがって、当期の需給を均衡させるためには、当期の価格が大きく振

れ動く必要が生じる。米国の場合は、国内市場が輸出市場に比較して大きいため、

輸

のぼるラグ構造を有している方程式は、ベースラ

イ

修正モデルでは、米国、カナダの輸出量を外生変数に変更し(両国間の 2 国

間

ての環太平洋

市

うにカナダ一国で市場均衡が達成されるようモデル

の

出量を外生化しても、  ショックは国内市場に吸収されるため、  カナダのような

問題は生じない。しかし、 カナダのように国内市場に比較して輸出量の比重が大き

く、  さらに 5 期も以前までさか

ン需給予測に際しては安定しているが、シナリオ分析によるシミュレーションで

は、モデル構造を 1 国での需給均衡方式に変更するとショックを吸収しきれない場

合がある。このように、AGLINK の構造を変更する場合、ベースライン予測とシミ

ュレーション予測の間で矛盾が生じる場合があることに留意する必要がある。  

したがって、  上で述べたように、次善の策としてカナダ牛肉生産者は、近接し

た米国ネブラスカ州市場の卸売価格を指標にするという仮定を置いた。  

BSE

貿易もそれぞれ外生的に設定した輸出量中に含まれる)、BSE 発生当初は NAFTA

諸国向けの輸出のみが可能となる水準に輸出量を調整した（次項３．６．３  「BSE

発生シナリオの設定」参照。）。  

BSE 発生以前の牛肉の国際価格は、各国の参加する単一の市場とし

場において需給のバランスにより唯一の価格として決定され、 セグメントされた

市場価格はあり得ない。この BSE 発生以前の国際価格が、米国のネブラスカ州市

場における牛肉の枝肉卸売価格であった。  

一方、BSE 発生後は、カナダおよび米国の市場は環太平洋市場から隔離され、 米

国のネブラスカ州市場の卸売価格は国際価格ではなく、米国の国内市場での市場均

衡価格となる。  

カナダにおいてもこのような国際市場から隔離された市場均衡が達成されると

の仮定に立ち、冒頭に述べたよ

改造を模索したが、この特定化は不可能であることが判明した。そのため、米国

の牛肉の市場価格（BSE 発生前は国際市場価格）は、BSE 発生後もカナダに強い

影響を与えるとする、  ベースラインモデルにおける考え方を、BSE 修正モデル上

でもそのまま保持することとした。  
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もう 1 つの NAFTA 加盟国であるメキシコを見ると、同国は米国、カナダとは違

い、BSE の発生事例はない。また、米国、カナダからの牛肉の輸入は、BSE の発

生

環

太

諸国」と

い

る。これは、環太平洋市場において、米国という

大

の価格弾性値は考慮しなかった。  

後、30 カ月齢以下の生体牛およびその牛肉に限って輸入を認めるという措置をと

っている。これは、BSE 対策のため、BSE に罹患している可能性が高い高齢の乳

廃牛を排除する措置であり、フィードロットにより生産された牛肉は、BSE 発生以

前と同様、米国やカナダから支障なく輸入が可能である。  

BSE 発生シナリオでは、メキシコの牛肉輸入は環太平洋市場から行われ、環太平

洋市場とリンクしているとのベースラインモデルにおける設計は変更しなかった。

その理由は、NAFTA 諸国のうち、カナダ、米国においては実際に BSE が発生し、

各国が直接両国に対し輸入禁止措置をとっているが、メキシコは直接の BSE 発生

国ではなく、各国がメキシコに対し輸入禁止措置をとっていないこと、また、メキ

シコは牛肉の輸入国であり、  BSE の安全性に疑義のある牛肉を輸出しているわけ

ではないこと、さらに、７月にメキシコがごく少量であるが実際に日本に牛肉の輸

出を行ったことなどから、BSE 発生シナリオにおいても、メキシコは依然として

平洋市場に参加していると見なすことができると考えた。環太平洋市場には、そ

の市場に参加している主要国以外をひとくくりにしている「その他太平洋

う地域分類があり、その純輸入量は、ベースラインモデルでは外生変数、すなわ

ち国際価格に無反応な数量として扱われている。しかし、この BSE 発生シナリオ

では内生変数に変更した。環太平洋市場の牛肉の国際価格が上昇した場合、「その他

太平洋諸国」の純輸入量は増加す

きな市場参加者が退出する結果、「その他太平洋諸国」の比重が相対的に大きくな

るので、その市場価格への反応を考慮に入れる必要があるからである。ただし、デ

ータの制約から、この純輸入量は牛肉の価格にのみ反応する関数として定義し、牛

肉の所得弾性値や、競合品である豚肉、鶏肉
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図３－１２ BSE 発生前の AGLINK における牛肉の環太平洋市場  
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図３－１３ BSE 発生後の AGLINK における牛肉の環太平洋市場  



 

３．６．３ BSE 発生シナリオの設定  

 

さらに、BSE シナリオ（表３－５）では、米国およびカナダの牛肉の輸出を外生

変数に変更し、ベースラインモデルに比較して、予測期間中は大幅に減少するとの

仮定を置いた。  

これらの国々の牛肉の輸出は、BSE 発生後にゼロになるわけではない。なぜなら、

NAFTA諸国の間に限っては BSE発生後も牛肉貿易が可能だからである。すなわち、

米国とカナダの間の牛肉の貿易は、BSE 発生にもかかわらず、30 カ月齢以下の牛

肉に関しては停止されていない。前述のメキシコの場合と同じく、米国・カナダ間

の国境を越えて自由に流通することが可能である。このため、表３－５のシナリオ

の設定は、米国およびカナダの NAFTA 諸国向け、および非 NAFTA 諸国向けの、  

BSE 発生直前（2002 年）の牛肉輸出量（表３－６）を勘案して作成した。  

、単純に 2003

の半年間は NAFTA 諸国向け、非 NAFTA 諸国向けを含め全ての輸出が完全にス

ップするとの前提をおいた。輸出量の 50％は 2003 年の前半に行われ、後半はど

こにも輸出できなくなると仮定した。一方、2004 年早期から、30 カ月齢以下の牛

肉は NAFTA 諸国間では貿易可能となっている。このため、2004 年および 2005 年

のカナダの NAFTA 諸国向けの輸出が回復し、この両年でベースラインの 95%の輸

出が可能となり、2006 年からは NAFTA 外へも輸出が可能となり、ベースラインと

同水準(100％)の輸出量を回復するという仮定を置いた。なお、カナダの牛肉輸出量

の対 NAFTA 諸国向けの比重は大きく、その約 95％は対 NAFTA 諸国（米国、メキ

シコ）向けである。  

米国については、2004 年および 2005 年には、30 カ月齢以下の牛肉は NAFTA 諸

国、すなわち、カナダおよびメキシコへの輸出が可能である一方、非 NAFTA 諸国

への輸出は完全に停止し、その後、2006 年から除々に回復するとのシナリオを設定

した。すでに３．４節（図３－７）でみてきたように、米国産牛肉の NAFTA 諸国

への輸出量はカナダに比較して低く、総輸出量の 40％に相当するので、それをシナ

リオに反映させた。カナダの場合とは違い、米国の牛肉輸出量は、約 4 割が NAFTA

。  

2004 年および 2005 年は、NAFTA 諸国向けの輸出のみ成り立つと仮定し、ベー

すなわち、カナダについては、2003 年 5 月に BSE が発生したため

年

ト

諸国向け、残りの約 6 割が日本、韓国など非 NAFTA 諸国向けである
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スラインの 40％に輸出量が大幅に減少し、 2006 年からは非 NAFTA 諸国向けへの

わち、 2006、2007、2008 年はベースライ

ン おける輸出量のそれぞれ 80％、90％、および 100％を輸出すると見込んだ。  

はならないため、 一挙に日本や韓国向けなどの環太平洋諸国向け

の

国産

牛

検査見直しに関する議論は継続中であった。   

20 カ月齢

以

輸出も徐々に回復すると仮定した。すな

に

非 NAFTA 諸国向けの牛肉輸出量が徐々に回復するとのシナリオを設定したのは、

後述のように、米国の対日輸出の安全確認措置が日本国内の個体安全検査システム

に調和した措置に

輸出が回復するとは考えにくく、最初は徐々に回復していくものと推察したから

である。また、 参考までに、環太平洋諸国の主要輸入国の輸入先別輸入量を表３－

７にまとめてある。  

2005 年 3 月の時点で、日本の対カナダおよび米国の牛肉禁輸措置は継続中であ

った。日本の食品安全委員会は、2004 年 9 月、現在日本で実施されている BSE の

全頭検査を見直し、 BSE 発病の可能性が乏しい 20 カ月齢未満の牛に限り、全頭検

査を継続する必要がないとの見解を発表した。これにより、理論上は一部の米

肉の日本への輸出が可能となったが、米国側は、日本に輸出する牛肉が確かに 20

カ月齢未満であることを証明する必要がある。この証明方法に関し、日本は、日本

国内で生まれた牛については出生履歴を保存し、その月齢の確認は可能であるが、

米国側は通常、出生履歴の保存を行っておらず、もし日本と同じ方法をとった場合

大幅なコストアップとなること等から、別の方法として、肉質や筋肉の確認により

その牛の月齢の確認は可能であると主張しており、この考え方と米国側からのサン

プルの提示に日本側は一定の理解を示した。  

しかし、日本国内でも、 現在実施している全頭検査を見直すかどうかについて、  

現在の全頭検査を継続すべきという地方自治体や消費者団体も多く、食品安全委員

会における BSE 全頭

このような 2005 年３月時点での状況を踏まえ、筆者は、2004 年および 2005 年

の 2 年間を全面的な日本の禁輸期間としてシナリオを設定した。ただし、このシナ

リオが現実を正確に先取りするかどうかは予断を許さなかった。しかし、このシナ

リオ分析の目的が、将来を正確に予測することではなく、1 つのシナリオの設定に

基づいた思考実験であるため、交渉の進展によりシナリオが現実から乖離する可能

性はあるが、その場合にもシナリオ分析を改めてやり直すことは考えていなかった。

なお、その後 2006 年より、特定危険部位除去などの適切な措置をとった

下の米国・カナダ産牛肉の輸入再開が行われた。  
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最後に、カナダの牛肉価格は、ベースラインモデルにおいては環太平洋市場で決

定される国際価格にリンクしていたが、修正モデルでは米国の市場均衡価格にリン

ク

当

2006 2007 2008

[BSEシナリオの設定] （本文　３．６．３　参照）

　表３－６か 国のNAFTA諸国（カナダ、メキシコ）への牛肉輸出量は 量の

牛肉の輸出は可能であるため、米国の牛肉輸出は、BSE発生後、2004年および

この両年については、通常の輸出量の40％を見込んだ。その後、2006年から徐々に

させた。そして、カナダの輸出量は、BSE による各国の禁輸の影響を考慮に入れ、

内生変数から外生変数に変更した。さらに、カナダの牛肉需給を均衡させるため、

ベースライン予測では外生変数として取り扱われていた期末在庫量を、シナリオ予

測では内生変数に変更し、需給バランスの残余量として再定義した。  

すなわち、カナダの期末在庫量は、  

 

期の期末在庫量＝生産量＋輸入量－輸出量－消費量＋前期の期末在庫量  

（CANBFST＝CANBFQP+CANBFI－CANBFEX－CANBFQC＋CANBFST(-1) ） 

 

となる。生産量、消費量は内生変数で、米国の市場価格の影響を受け、輸出量と輸

入量は外生変数となる。ベースラインモデルでは、上式の左辺の当期期末在庫量が

右辺にあり、代わりに右辺にある輸出量が左辺に移項された形となっていたものを、

修正モデル中では以上のように変更したものである。  

 

表３－５ 米国とカナダの牛肉輸出量シナリオ  

（ベースライン予測に対する割合）  

2002年 2003 2004 2005
（単位：％）

米国 100 100 40 40 80 90 100
カナダ 100 50 95 95 100 100 100

ら、米 全輸出
約40％を占める。米国からNAFTA輸出国への輸出は、BSE発生後も30カ月齢以下の

2005年は、NAFTA諸国のみ可能と考える。したがって、シナリオによる輸出量は、

非NAFTA諸国への輸出が回復し、2006年、2007年および2008年は通常の輸出量の
それぞれ80％、90％および100％と見込んだ。
　一方、同じく表３－６にみられるように、カナダのNAFTA向けの輸出量は全輸出量の
95％と、米国に比較してその比重が大きい。2003年は、年央の５月にBSEが発生し、
以降NAFTA内外のいずれの国へも輸出が不可能となったため、シナリオにおける
2003年の輸出量は、全輸出量の半分である50％を見込んだ。その後、３０カ月齢
以下の牛肉の輸出がNAFTA諸国間で可能となったため、シナリオにおけるカナダの
牛肉輸出量は、2004年および2005年にはNAFTA内への輸出のみ可能となり、
通常の95％を回復し、2006年以降、非NAFTA諸国への輸出も回復し、輸出量は
通常の水準（100％)に回復すると見込んだ。
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表

)の主要国の  

牛肉輸入先別輸入量  

 

 

 

 

616 93 680 50 363 75

2. 非NA TA諸国向け

3

5

非NAFTA諸国合

３－６ 北米における BSE 発生直前(2002 年)の主要国の牛肉輸出先別輸出量  
（単位：枝肉ベース千トン, %）

米国 カナダ オーストラリア ニュージーランド
シエア シエア シエア シエア

AFTA諸国向け

米国 .. .. 546 83 553 41 297 61

カナダ 95 8 .. .. 118 9 61 13

メキシコ 324 28 70 11 9 1

1. N

5 1

NAFTA諸国合計 419 36

F

日本 357 30 17 3 341 25 17
韓国 302 26 18 3 121 9 26
その他諸国 98 8 9 1 216 16 77 16

 

表３－７ 環太平洋諸国における BSE 発生直前(2002 年

計 756 64 44 7 678 50 120 25

3. 全輸出量合計 1,176 100 660 100 1,358 100 483 100

資料： JETRO "World Trade Atlas Database"

（単位：枝肉ベース千トン, %）

メキシコ 米国 カナダ 日本 韓国
シエア シエア シエア シエア シエア

1. NAFTA諸国から

米国 405 80 .. .. 97 31 324 47 287 64

カナダ 84 17 546 39 .. .. 27 4 20 4

メキシコ .. .. 5 0 0 0 0 0 0 0

NAFTA諸国合計 489 96 551 39 97 31 351 50 307 68

2. 非NAFTA諸国から

オーストラリア 11 2 541 38 133 43 329 47 119 26

ニュージーランド 5 1 286 20 79 26 15 2 25 6

その他諸国 3 1 33 2 0 0 0 0 0 0

非NAFTA諸国合計 19 4 860 61 212 69 344 50 144 32

3. 全輸入量合計 508 100 1,411 100 309 100 695 100 451 100

資料： JETRO "World Trade Atlas Database"
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３．７ 分析結果  

 

３．７．１ 国際市場と主要輸出国への影響  

 

 公表のタイミングの関係から、米国およびカナダで発生した BSE の影響が含ま

れていない「OECD Agricultural Outlook 2003-2008」のベースライン予測結果と、

３．６節において説明した、修正モデルによる予測結果を対照させて比較すること

により、BSE 発生の影響を予測することが可能になる。  

もちろん、シナリオ分析は多くの仮定に基づくものであり、現実に起きている事

態を全て再現することは不可能である。ここで目指しているのは、BSE の発生によ

る市場の変化の方向をおおまかに把握することである。  

先にも述べたように、これらのモデルが実際に均衡解を生み出す期間は 2002 年

から 2008 る年は、 BSE 発生シナリオで市場

の大きな変化が開始する 2004 年とした。なお、本章の目的はベースラインモデル

と BSE 修正モデルの包括的な比較を行うことではない。なぜなら、モデルの諸均

衡解から発生する 2,000 個以上の内生変数を逐一比較することは、多大な労力を要

する反面、何を目標とした分析かという焦点がぼやけるため、興味深いものとはな

らないと思われるからである。したがって、以下、 注視する価値のある重要な変数

を抜き出し、それらを比較検討することとする。  

まず、最も重要な指標として、牛肉の環太平洋市場における国際価格を比較する

と、米国およびカナダで BSE が発生した結果、両国の環太平洋市場への牛肉輸出

が停止して供給が不足するため、環太平洋市場の牛肉価格は、特に米国からの牛肉

輸出が完全に停止すると仮定している 2004年および 2005年において大幅に上昇し、

2006 年以降は、環太平洋市場の非 NAFTA 諸国への輸出が徐々に再開されるととも

に、ゆるやかに下落すると見込まれる（図３－１４）。  

次に、米国の国内価格を見ると、図３－１４の予測とは逆に、本来 BSE の発生

がなければ環太平洋市場に輸出されるはずの牛肉が国内で流通することにより、

2004 年および 2005 年には、もし BSE が発生していなければ実現していたであろ

う価格を大幅に下回って推移し、2006 年以降は、輸出が徐々に回復することにより、 

国内市場価格も回復すると見込まれる（図３－１５）。  

年であるが、予測結果の比較を開始す
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一方、環太平洋市場には、米国およびカナダと競合する牛肉輸出国であるオース

トラリアおよびニュージーランドが存在する。両国では米国およびカナダの退出に

より輸出量が増加し、市場シエアが拡大する。すなわち、BSE 発生に伴う利益が発

生すると見込まれる。その後、2006 年にはオーストラリアの輸出が落ち込むが、こ

れは米国、カナダの輸出再開、それに伴う国際価格の下落、オーストラリアのビー

フサイクルの影響などによるものと考えられる（表３－８）（図３－１６）。  

また、オーストラリアの牛（肉牛＋乳牛）飼養頭数は、2005 年から徐々に増加し

ていくものと見込まれる（表３－９）。  

ヨーロッパにおいては、BSE が牛肉を通じて人間に経口感染する可能性が否定で

きないことが判明したことにより、1996 年 3 月から 1999 年 8 月（ただし、フラン

スは 2002 年 10 月まで）まで EU がイギリス産牛肉の禁輸措置を行った。FAO

「FAOSTAT PC」によれば、BSE 禁輸直前の 1993－1995 年のイギリスの牛肉（冷

蔵）の年間平均輸出量は 8 万 3,869 万トン、輸出額は、2 億 5,935 万ドルであった

が、禁輸期間中の 1996－1998 年にはそれぞれ僅か 1 万 1,181 トン、4,123 万ドル

2

ドル減少した。  

ると、米国

の牛肉の輸 2006 年において年間平均 63 万 8 千トン、BSE 発

生後の国際価格により評価した輸出の減少額は、22 億 2,622 万ドルと推計できる。

このように、先のイギリスの例と比較すれば、この米国の禁輸措置による影響の方

が、その規模では遙かに大きい（金額ベースで約 10 倍）ものであることがわかる。  

となっている。つまり、牛肉輸出量は 7 万 2,688 トン減少し、輸出額は 2 億 1,81

万

一方、米国の BSE 発生の影響を本モデルの予測結果によって推計す

出の減少量は 2004－
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図３－１４ 牛肉の国際価格（環太平洋市場）の予測  

     資料：BSE なしは、「OECD Agricultural Outlook 2003-2008」による。  

        BSE 発生は、筆者による AGLINK を使用したシナリオ予測。  
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図３－１５ 米国の牛肉の国内市場価格の予測  

     資料：図３－１４に同じ。  



 

表３－８ オーストラリアおよびニュージーランドの牛肉輸出量の予測  

（A）は、「OECD Agricultural Outlook 2003-2008」による。  

（B）は、筆者による修正 AGLINK を使用したシナリオ予測。  

 

図３－１６ 年の環太 場の主要牛肉輸出国の輸出量シエアの予測

９ オーストラリアの牛（肉 飼養頭数の予測

003 2004 2005 2006 2007 2008

BSEなし（A) 1,518     1,567      1,651      681      1,675      1,671      1,642      1,640      1,655      
BSE発生（B) 1,731      1,673      1,569      1,648      1,746      

増減率（B)/(A)（％） 3.3 0.1 ▲ 4.5 0.4 5.5

BSEなし（A) 20 495         472         471         477         

（単位：千トン）
実績 予測

2000 2001 2002 2
(1) オーストラリア：

1,

資料：BSE なし

発生

(2)ニュージーランド：
456        485         473         502         5         

BSE発生（B) 531         522         508         506         504         
増減率（B)/(A)（％） 2.1 5.6 7.6 7.3 5.7

   BSE

2005 平洋市  

 

 

表３－ 牛＋乳牛）  
（単位：千頭）

牛（肉牛＋乳牛）飼養頭数

実績 予測
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BSEなし（A) 14,728   15,443    15,516    15,028    14,679    14,487    14,530    14,983    15,164    
BSE発生（B) 14,629    14,801    15,484    16,269    16,506    

増減率（B)/(A)（％） ▲ 0.3 2.2 6.6 8.6 8.9

 資料：表３－８に同じ。  
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【

図３．７．１補 米国産およびオーストラリア産牛肉の価格（環太平洋市場に  

おける牛肉の国際価格）のその後の推移  

 

 2003 年まで環太平洋市場の指標価格であった牛肉の国際価格は、2002 年の干ば

つによって 2003 年には急上昇した。このモデルの予測に反して、2004 年以降も米

国の牛肉価格が下がらず、その後比較的堅調だった理由は、米国での BSE 発生事

例が、2003、2004 および 2006 年に各１件と少なく、米国の消費者が比較的冷静だ

ったことによるものと思われる。  

 2003 年末の米国での BSE の発生を受けて、2004 年以降環太平洋市場での指標価

格と見なすことが可能となったオーストラリアの牛肉価格は、2003 年末の米国にお

３．７．１補論】牛肉の国際価格のその後の推移  

 

 図３－１４および図３－１５において、2003 年当時 AGLINK モデルで予測した

環太平洋市場の牛肉の国際価格、および米国の国内市場価格のその後の実際の推移

について、2011 年時点で本 AGLINK モデル予測がどの程度的中していたのかの検

証作業を行った。その結果は以下の通りである（図３．７．１補）。  
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ける BSE の発生と主要輸入国の米国産牛肉に対する禁輸措置を受けて、2004 年に

は急上昇した。ここまではモデルの予測通りであったが、モデルの予測に反して、

2006 年以降も価格は下がらず、上昇傾向を続けた。  

 その原因としては、米国産牛肉の大口顧客である日本が、2006 年以降米国産牛肉

の輸入を再開したが、BSE 予防措置として輸入する米国産牛肉は 20 カ月齢以内と

いう制限を課したため、引き続きオーストラリア産牛肉に対する堅調な需要が継続

したこと、および、2000 年代後半になって、強い経済成長を背景として ASEAN や

中近東向けのオーストラリア産牛肉の輸出が好調だった事によるものと考えられる。 
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３．７．２ 主要輸入国への影響－日本  

 

日本では、特に、米国からの牛肉輸出がストップする最初の年である 2004 およ

び 2005 年に、国内で牛肉の枝肉卸売価格が大幅に上昇すると見込まれる（図３－

１７）。このため、牛肉の消費量はこの間、高い価格に反応して約 11～12％減少す

る（表３－１０）。  

一方、豚肉の消費量は、牛肉からの代替効果により、同期間に消費量が 1～2％程

度増加する。鶏肉の消費量も、1％程度とごくわずかではあるが増加する。  

牛肉の国内生産量は、高い卸売価格（図３－１７）に反応し、2004 年から増加が

継続する（表３－１１）。しかし、牛肉消費量および輸入量は大幅に減少する。一方、

牛（乳牛）の飼養頭数は、BSE の発生後もほとんど変化しないが、牛肉生産量は増

加しているため、牛のと畜に伴う飼養頭数の減少分は常に補充されているものと推

察される。なお、日本の牛肉生産部門は、（１）和牛、（２）去勢乳雄牛、および（３）

その他の乳牛、の 3 部門の合計として定義されているが、和牛生産量の方程式中の

説明変数に和牛飼養頭数が含まれてないため、牛飼養頭数の指標として乳牛の飼養

頭数のみを追跡したものであることに留意されたい。  

図３－１７ 日本の牛肉枝肉卸売価格の予測  

（去勢乳雄牛、B2-B3 等級、東京市場）  

 資料：図３－１４に同じ。  
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表３－１０ 日本の食肉（牛肉、豚肉および鶏肉）消費量の予測  

 資料：表 3-8 に同じ。  

 

．８ 結論  

 

本稿は、2003 年 5 月のカナダ、および同年 12 月の米国という、北米大陸におけ

牛肉の主要輸出国での初めての BSE の発生による影響、とりわけこれらの国々

を含む FMD 清浄国が参加する環太平洋市場への影響について OECD で開発され

た AGLINK とその BSE 修正版モデルを使用し、予測結果の比較により分析を試み

た。その結果は、環太平洋市場に参加している全ての国に大きな影響が発生するこ

とを示唆している。分析結果を要約すると、以下の通りである。  

 

（A)     860 1,867      1,890      1,920      
1,892      1,916      

増減率（B)/(A)（％） 0.9 1.1 0.4 0.1 ▲ 0.2

（単位：千トン）

実績 予測
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(1) 牛肉消費量
BSEなし（A) 1,546     1,380      1,300      1,430      1,551      1,568      1,581      1,615      1,650      
BSE発生（B) 1,358      1,385      1,541      1,607      1,686      

増減率（B)/(A)（％） ▲ 12.4 ▲ 11.6 ▲ 2.5 ▲ 0.5 2.2

(2)豚肉消費量

BSEなし（A) 2,165     2,211      2,283      2,273      2,296      2,314      2,358      2,361      2,363      
BSE発生（B) 2,343      2,347      2,354      2,355      2,358      

増減率（B)/(A)（％） 2.1 1.4 ▲ 0.2 ▲ 0.3 ▲ 0.2

(3)鶏肉消費量
BSEなし 1,756 1,744      1,821      1,840      1,845      1,      
BSE発生（B) 1,861      1,881      1,875      

 資料：表 3-8 に同じ。  

 

表３－１１ 日本の牛肉生産、輸入および牛（乳牛）飼養頭数の予測  

実績 予測
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(1) 牛肉生産量（単位：千トン）
BSEなし（A) 530        458         541         525         521         517         513         508         503         
BSE発生（B) 533         543         540         531         521         

増減率（B)/(A)（％） 2.3 5.0 5.3 4.7 3.6

(2)牛肉輸入量（単位：千トン）

BSEなし（A) 1,028     964         703         891         1,030      1,051      1,068      1,107      1,147      
BSE発生（B) 825         842         1,001      1,076      1,165      

増減率（B)/(A)（％） ▲ 19.9 ▲ 19.8 ▲ 6.2 ▲ 2.9 1.6

(3)牛（乳牛）飼養頭数（単位：千頭）
BSEなし（A) 1,220     1,222      1,218      1,202      1,189      1,174      1,158      1,148      1,134      
BSE発生（B) 1,189      1,174      1,159      1,148      1,134      

増減率（B)/(A)（％） ▲ 0.0 ▲ 0.0 0.0 0.0 0.0

３

 

る

、
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①カナダおよび米国における BSE の発生後、従来の牛肉輸入国が禁輸措置を

講ずることにより、米国およびカナダの環太平洋諸国への牛肉輸出がストップし、

環太平洋諸国における牛肉供給量が減少する。その結果、環太平洋市場における

牛肉価格は、2004 年は 33%、2005 年は 36%と大幅に上昇するが、その後、米国

が環太平洋諸国への輸出を徐々に再開することにより、2006 年、 2007 年および

2008 年の価格は、  8%、  1%、  および▲6% と、  徐々に落ち着いてくると見込

まれる（図３－１４）。  

②米国では、BSE の発生により、環太平洋市場に輸出できなくなった牛肉が国

内に還流して需給が緩和する結果、2004 年には▲14%、2005 年には▲12%と、

国内価格が大幅に下落すると見込まれる（図３－１５）。しかし、2006 年以降、 環

太平洋諸国への輸出を再開することにより、米国国内の需給緩和傾向は徐々に解

消され、  2006、2007 および 2008 年には、それぞれ▲1%、  1% および 3%と、 

回復に向かうと予測される。  

③環太平洋市場から牛肉を輸入している輸入国は、主に米国の供給中止による

牛肉の国際価格の上昇に直面し、牛肉の消費量が減り、代わりに豚肉、鶏肉など

他の食肉の消費量が増える。日本では、2004 年および 2005 年に牛肉の消費量が

それぞれ▲12.4%、  ▲11.6% 減少し、代替効果として、  豚肉の消費量がそれぞ

れ 2.1%、 1.4%、 鶏肉の消費量がそれぞれ 0.9%、 1.1% 増加すると見込まれる

（表３－１０）。しかし、2006 年以降は米国からの牛肉輸入が徐々に再開するこ

とにより、これらの代替効果の発現は微々たる水準にとどまると見込まれる。  

④米国の今回の BSE による牛肉輸出量の減少額は、イギリスの 1996－98 年の

BSE 発生による牛肉輸出量減少による減少額に比較して、その規模ははるかに大

きい（約 10 倍）と見積もることができる。  

 

このように、  環太平洋市場において牛肉の主要輸出国である米国の輸出が BSE

発生により停止することから、 牛肉の国際市場に大きな波及効果が発現することが

予想される。本稿は、これらの影響を AGLINK という部分均衡モデルの手法を用

いて分析を試みたものである。  

ただし、現実に市場で起こっていることを全て再現出来ないという点で、モデル

は所詮モデルであり、我々はその事実を良く認識すべきである。すなわち、現実の

市場は経済的要因のみで成り立っているわけではなく、歴史や文化、伝統に基づい
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た嗜好、食品の安全性や品質への配慮、またこれらが複合して生じる心理的な要因

重要な市場を形成する要素である。モデルは、この市場という複雑な世界の相関

。  

今回の禁輸措置は、単にモデルの世界にとどまらず、各国国民の食生活にも直接

影響を及ぼす大きな事件であることから、今後の BSE 発生の影響や、各国の輸入

再開へ向けての安全性確保のための対策などにつき、注視を続ける必要がある。  

も

関係を、その重要な要素である経済的要因に焦点を絞り、単純化を試みたものにす

ぎない。しかし、我々がこのようなモデルの限界を良く認識した上で、現実の世界

の農産物市場に生じる変化の大まかな方向を定量的に予測しようとするとき、

AGLINK に限らず、計量経済モデルは有益なツールであると言えよう
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[第３章付録]  BSE発生の影響を考慮した AGLINKにおける環
太平洋周辺諸国の国別牛肉需給モデル  

 
[オーストラリア ブロックの方程式] 

; FRML AUS_BF_CI 

AUS_BF_CI=EXP(0.34821033703157+0.95*LOG(AUS_BF_CI(-1))+0.1*LOG(AUS_BF_PP( 

-1)/AUS_ME_GDPD(-1))+0.0522363*LOG(AUS_BF_PP(-2)/AUS_ME_GDPD(-2))+(-0.05)*LOG( 

AUS_WL_PP/AUS_ME_GDPD)+(-0.0409435)*LOG(AUS_WL_PP(-1)/AUS_ME_GDPD(-1))+(-0.0450982)* 

LOG(AUS_WL_PP(-2)/AUS_ME_GDPD(-2))+0.0226092*LOG(AUS_WL_PP(-3)/AUS_ME_GDPD(-3)))+K_

AUS_BF_CI 

; IDENT AUS_BF_EX 

AUS_BF_EX=AUS_BF_QP+AUS_BF_ST(-1)+AUS_BF_IM-AUS_BF_QC-AUS_BF_ST 

; IDENT AUS_BF_EXM 

AUS_BF_EXM=AUS_BF_EX-AUS_BF_EXL 

; FRML AUS_BF_PP 

AUS_BF_PP=1.37027016440908+0.577*PAC_BF_XP_AUS*AUS_ME_XR+K_AUS_BF_PP 

; FRML AUS_BF_QC 

AUS_BF_QC=EXP((-0.141931383404291)-(0.05+0.1+0.218895+0.0320744)*LOG( 

AUS_BF_PP/AUS_ME_CPI)+0.218895*LOG(AUS_LA_PP/AUS_ME_CPI)+0.1*LOG(AUS_PT_MP/AUS_ME

_CPI)+ 

0.233046*LOG(AUS_ME_GDPI/AUS_ME_POP)+0.0320744*LOG(AUS_MU_PP/AUS_ME_CPI)+(-0.02175)

*TRND+LOG(AUS_ME_POP))+K_AUS_BF_QC 

; FRML AUS_BF_QP 

AUS_BF_QP=EXP((-2.55402909385874)+0.98588*LOG(AUS_BF_CI(-1)+AUS_MK_CI)+( 

-0.03)*LOG(AUS_BF_PP/AUS_ME_GDPD)+(-0.09)*LOG(AUS_BF_PP(-1)/AUS_ME_GDPD(-1))+(- 

0.138588)*LOG(AUS_BF_PP(-2)/AUS_ME_GDPD(-2))+(-0.0282719)*LOG(AUS_BF_PP(-3)/ 

AUS_ME_GDPD(-3))+(-0.0143959)*LOG(AUS_BF_PP(-4)/AUS_ME_GDPD(-4))+0.089294*LOG( 

AUS_WL_PP(-1)/AUS_ME_GDPD(-1))+0.172278*LOG(AUS_WL_PP(-2)/AUS_ME_GDPD(-2))+ 

0.108729*LOG(AUS_WL_PP(-3)/AUS_ME_GDPD(-3)))+K_AUS_BF_QP 

; IDENT AUS_BF_QPS 

AUS_BF_QPS=AUS_BF_QP-AUS_BF_EXL  
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（オーストラリアブロックの変数の説明） 

AU

アの綿花価格 

K_

AU

AUS_ME_XR:  オーストラリアの為替レート  

K_AUS_BF_PP : カリブレーション等誤差項  

AUS_ME_CPI:  オーストラリアの消費者物価指数 

AUS_LA_PP:  オーストラリアの羊（ラム）肉価格 

AUS_PT_MP:  オーストラリアの鶏肉市場価格 

AUS_ME_GDPI:  オーストラリアの実質 GDP 指数 

AUS_ME_POP:  オーストラリアの人口 

AUS_MU_PP:  オーストラリアの羊（マトン）肉価格 

TRND:  トレンド係数 

K_AUS_BF_QC : カリブレーション等誤差項 

AUS_MK_CI:  オーストラリアの乳用牛飼養頭数 

AUS_WL_PP:  オーストラリアの綿花生産者価格 

 

 

[カナダ ブロック 程式] 

S_BF_CI:  オーストラリアの肉牛飼養頭数 

AUS_BF_PP:  オーストラリアの牛肉生産者価格 

AUS_ME_GDPD: オーストラリアの GDP デフレ－タ 

AUS_WL_PP: オーストラリ

AUS_BF_CI : カリブレーション等誤差項 

AUS_BF_EX: オーストラリアの牛肉輸出量（生体＋牛肉合計） 

S_BF_QP: オーストラリアの牛肉生産量 

AUS_BF_ST:   オーストラリアの牛肉期末在庫量 

AUS_BF_QC:   オーストラリアの牛肉消費量 

AUS_BF_IM:   オーストラリアの牛肉輸入量 

AUS_BF_EXM:  オーストラリアの牛肉輸出量（牛肉のみ） 

AUS_BF_EXL:  オーストラリアの牛肉輸出量（生体） 

PAC_BF_XP:  牛肉の国際（環太平洋市場）価格 

AUS_BF_QPS: オーストラリアの牛肉と殺生産量 

K_AUS_BF_QP : カリブレーション等誤差項 

の方
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; FRML CAN_BF_CI 

AN_BF_CI=EXP(0.0943394302943281+0.93*LOG(CAN_BF_CI(-1))+0.19*LOG( 

+0.0195*LOG(CAN_

BF_FCP 

(-2)/CAN_ME_GDPD(-2))+(-0.046)*LOG(CAN_ME_FECI(-1)/CAN_ME_GDPD(-1))+(-0.026)* 

LOG(CAN_ME_FECI(-2)/CAN_ME_GDPD(-2))+(-0.035)*LOG(CAN_ME_FECI(-3)/CAN_ME_GDPD(-3) 

))+K_CAN_BF_CI 

; IDENT CAN_BF_EXM 

CAN_BF_EXM=CAN_BF_EX-CAN_BF_EXL 

; FRML CAN_BF_FCP 

CAN_BF_FCP=16.7604579216006+USA_BF_FCP_CAN*CAN_ME_XR+K_CAN_BF_FCP 

ID

AN_BF_IM=CAN_BF_IMM+CAN_BF_IML 

CAN_BF_IMM=CAN_BF_ITR+CAN_BF_NTR 

; FRML CAN_BF_MP 

CAN_BF_MP=(-50.112349135812)+1*USA_BF_MP*CAN_ME_XR+K_CAN_BF_MP 

; FRML CAN_BF_QC 

CAN_BF_QC=EXP((-1.38740836282746)+(-0.26)*LOG(CAN_BF_MP/CAN_ME_CPI)+0.175* 

LOG(CAN_PK_MP/CAN_ME_CPI)+0.1*LOG(CAN_PT_MP/CAN_ME_CPI)+0.14*LOG(CAN_ME_GDPI/CAN

_ME_POP)+(-0.015)*TRND+LOG(CAN_ME_POP))+K_CAN_BF_QC 

AN_BF_QP=EXP((-0.782885765533029)+0.15*LOG(CAN_BF_CI(-1))+0.35*LOG( 

.1*LOG(CAN_MK_CI(-2))+0.24*LOG(CAN_BF_MP/CAN_ME_GDPD)+0.76*LOG( 

AN_BF_MP(-1)/CAN_ME_GDPD(-1))+0.5*LOG(CAN_BF_MP(-2)/CAN_ME_GDPD(-2))+(-0.2)* 

C

CAN_BF_FCP/CAN_ME_GDPD)+0.002*LOG(CAN_BF_FCP(-1)/CAN_ME_GDPD(-1))

; ENT CAN_BF_IM 

C

; IDENT CAN_BF_IMM 

; FRML CAN_BF_QP 

C

CAN_BF_CI(-2))+0

C

LOG(CAN_BF_FCP/CAN_ME_GDPD)+(-0.6)*LOG(CAN_BF_FCP(-1)/CAN_ME_GDPD(-1))+(-0.35)*LOG 

(CAN_BF_FCP(-2)/CAN_ME_GDPD(-2))+(-0.14)*LOG(CAN_ME_FECI(-1)/CAN_ME_GDPD(-1))+ 

(-0.02)*LOG(CAN_ME_IRA_R(-1))+(-0.016)*LOG(CAN_ME_IRA_R(-2))+0.0304*TRND)+K_CAN_BF_QP 

; IDENT CAN_BF_QPS 

CAN_BF_QPS=CAN_BF_QP-CAN_BF_EXL+CAN_BF_IML 

;IDENT CAN_BF_ST 
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CAN_BF_ST=CAN_BF_QP+CAN_BF_IM+CAN_BF_ST(-1)-CAN_BF_QC-CAN_BF_EX   

 

（カ

CA

CA

CA

CA

CA 率 

K_CA

CA

CA

CA

US

K_ 項 

CAN_

CA

CA

CA

CA

CA

US

CAN_

K_

CA

AN_ME_CPI:  カナダの消費者物価指数 

CA

CA

ナダブロックの変数の説明） 

N_BF_CI:  カナダの牛肉飼養頭数 

N_BF_FCP:  カナダの牛肉生産者価格   

N_ME_GDPD:  カナダの GDP デフレータ 

N_ME_FECI:  カナダの飼料価格インデックス 

N_ME_IRA : カナダの実質利子

N_BF_CI : カリブレーション等誤差項 

N_BF_EX:  カナダの牛肉輸出量 

N_BF_EXM:  カナダの牛肉輸出量（枝肉） 

N_BF_EXL: カナダの牛肉輸出量（生体） 

A_BF_FCP_CAN:  米国のオクラホマシティにおける牛肉生産者価格 

CAN_BF_FCP : カリブレーション等誤差

BF_IM:  カナダの牛肉輸入量 

N_BF_IMM:  カナダの牛肉輸入量（枝肉） 

N_BF_IML: カナダの牛肉輸入量（生体） 

N_BF_ITR:  カナダの牛肉輸入関税割当量 

N_BF_NTR:  カナダの牛肉輸入関税割当量（NAFTA） 

N_BF_MP:   カナダの牛肉市場価格 

A_BF_MP:   米国の牛肉市場価格 

ME_XR:  カナダの為替レート 

CAN_BF_MP : カリブレーション等誤差項 

N_BF_QC:  カナダの牛肉消費量 

C

N_PK_MP:  カナダの豚肉市場価格 

CAN_PT_MP:  カナダの鶏肉市場価格 

CAN_ME_GDPI:  カナダの実質 GDP 指数 

CAN_ME_POP:  カナダの人口 

N_ME_CI:  カナダの乳用牛飼養頭数 

CAN_ME_FECI: カナダの飼料価格指数 

65 



K_CAN_BF_QC : カリブレーション等誤差項 

K_CAN_BF_QP： カリブレーション等誤差項 

CAN_BF_QPS:  カナダの牛と殺生産量 

CAN_BF_ST:  カナダの牛肉の期末在庫量 

CAN_BF_QP:  カナダの牛肉の生産量 

 

[日本ブロック の方程式] 

; I

; IDENT JPN_BF_EPP 

JPN_BF_EPP=JPN_BF_MP+JPN_BF_DP_CKG 

; IDENT JPN_BF_IM 

JPN_BF_IM=JPN_BF_QC+JPN_BF_VST+JPN_BF_EX-JPN_BF_QP 

; FRML JPN_BF_MP 

JPN_BF_MP=EXP((-2.03124349913379)+1.2609*LOG(JPN_BF_WP))+K_JPN_BF_MP 

; FRML JPN_BF_QC 

JPN_BF_QC=EXP(9.18289104676529+(-0.4722)*LOG(JPN_BF_WP/JPN_ME_CPI)+0.1*LOG( 

JPN_PK_WP/JPN_ME_CPI)+0.1*LOG(JPN_PT_MP/JPN_ME_CPI)+1.1146*LOG(JPN_ME_GDPI/JPN_ME_

POP)+ 

0.2647*LOG(TRND)+LOG(JPN_ME_POP))+K_JPN_BF_QC 

; IDENT JPN_BF_QP 

JPN_BF_QP=JPN_BF_QP_WG+JPN_BF_QP_MKO+JPN_BF_QP_MKC 

; FRML JPN_BF_QP_MKC 

JPN_BF_QP_MKC=EXP((-2.25943346092649)+LOG(JPN_MK_CI(-1)+0.5*JPN_MK_CI(- 

2)-JPN_MK_CI)+0.09*LOG(JPN_BF_MP/JPN_ME_GDPD)+(-0.03)*LOG(JPN_ME_FECI/JPN_ME_GDPD)

+0.0747*LOG(TRND))+K_JPN_BF_QP_MKC 

; FRML JPN_BF_QP_MKO 

JPN_BF_QP_MKO=EXP((-4.20614962128748)+1.25*LOG(JPN_MK_CI(-2))+0.226*LOG 

(JPN_BF_EPP/JPN_ME_GDPD)+(-0.07)*LOG(JPN_ME_FECI/JPN_ME_GDPD)+(-0.0104)*TRND) 

+K_JPN_BF_QP_MKO 

DENT JPN_BF_DP_CKG 

JPN_BF_DP_CKG=IF(14-0.406*(JPN_BF_WP-JPN_BF_LSP/10)>0) THEN (14-0.406* 

(JPN_BF_WP-JPN_BF_LSP/10)) ELSE 0 
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; FRML JPN_BF_QP_WG 

JPN_BF_QP_WG=EXP((-0.585989912871463)+0.85*LOG(JPN_BF_QP_WG(-1))+0.3977* 

OG((JPN_BF_EPP/JPN_ME_GDPD+JPN_BF_EPP(-1)/JPN_ME_GDPD(-1))/2)+(-0.0784)*LOG(( 

_ME_FECI(-1)/JPN_ME_GDPD(-1))/2))+K_JPN_BF_QC_WG 

_BF_TAR/ 

CKG:  日本の牛肉単位当たり生産者直接支払い 

実質生産者価格 

ーション等誤差項 

牛肉消費量 

牛肉の輸出量 

_CPI:  日本の消費者物価卸売指数 

の実質 GDP 指数 

頭数 

L

JPN_ME_FECI/JPN_ME_GDPD+JPN

; FRML JPN_BF_WP 

JPN_BF_WP=EXP(2.01491846805003+0.7*LOG(PAC_BF_XP_JPN*JPN_ME_XR/1000*(JPN

100+1)))+K_JPN_BF_WP        

 

 （日本ブロックの変数の説明） 

JPN_BF_DP_

JPN_BF_EPP:  日本の

JPN_BF_MP:  日本の牛肉市場価格 

K_JPN_BF_MP : カリブレ

JPN_BF_IM:  日本の牛肉輸入量 

JPN_BF_QC:  日本の

JPN_BF_VST:  日本の牛肉の在庫変動量 

JPN_BF_EX:  日本の

JPN_BF_QP:  日本の牛肉の生産量 

JPN_BF_WP:  日本の牛肉の枝肉卸売価格 

JPN_ME

JPN_PK_WP:  日本の豚肉枝肉卸売価格 

JPN_PT_MP:  日本の鶏肉市場価格 

JPN_ME_GDPI:  日本

JPN_ME_POP:  日本の人口 

K_JPN_BF_QC : カリブレーション等誤差項 

JPN_BF_QP_MKC: 日本の乳牛のうち去勢乳雄牛の牛肉生産量 

K_JPN_BF_QP_MKC： カリブレーション等誤差項  

JPN_BF_QP_MKO:  日本の乳牛のうち挙生乳雄牛以外の牛の牛肉生産量 

K_JPN_BF_QP_MKO : カリブレーション等誤差項 

JPN_MK_CI: 日本の乳牛飼養

JPN_ME_FECI: 日本の飼料価格指数 
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JPN_BF_QP_WG: 日本の和牛の牛肉生産量 

差項 

）価格   

 

((KOR_BF_PP+KOR_BF_PP(-1))/ 

LOG(KOR_ME_FECI(-1)/KOR_ME_GDPD)+(IF(YEAR= 

F_CI(-1)))+K_KOR_BF_CI 

OR_BF_ST(-1) 

R_ME_XR/1000*(1+KOR_BF_TAR/100)+KOR_BF_QUA 

(KOR_BF_PP/KOR_ME_CPI)+0.25*LOG( 

_PP/KOR_ME_CPI)+0.02*LOG(KOR_FH_PP/KOR_ME_C

ND)+LOG(KOR_ME_POP))+K_KOR_BF_QC 

KOR_BF_PP/KOR_ME_GDPD)+0.2*LOG( 

E_GDPD)+0.253*LOG(KOR_MA_IMP*(1+KOR_MA_TAR/100)/KOR_ME_GDPD)+(

_TAR(-1)/100)+KOR_MA_IMP(-2)*(1+KOR_MA_TAR 

F_CI(-1)+KOR_MK_CI(-1)))+K_KOR_BF_QP 

OR_BF_PP:  韓国の肉牛生産者価格 

デフレータ 

K_JPN_BF_QP_WG : カリブレーション等誤

PAC_BF_XP_JPN:  牛肉の国際（環太平洋市場

JPN_ME_XR:  日本の円の為替レート 

JPN_BF_TAR:  日本の牛肉の関税率 

K_JPN_BF_WP： カリブレーション等誤差項

 

[韓国ブロック の方程式] 

; FRML KOR_BF_CI 

KOR_BF_CI=EXP((-3.65479490824753)+0.758*LOG

KOR_ME_GDPD+KOR_ME_GDPD(-1))+(-0.08)*

1985) THEN 0.361 ELSE 0)+0.8*LOG(KOR_B

; IDENT KOR_BF_IM 

KOR_BF_IM=KOR_BF_QC-KOR_BF_QP+KOR_BF_ST-K

; IDENT KOR_BF_PP 

KOR_BF_PP=(PAC_BF_XP_KOR+35)*0.57*KO

; FRML KOR_BF_QC 

KOR_BF_QC=EXP(9.06124039531488+(-0.65)*LOG

KOR_PK_PP/KOR_ME_CPI)+0.035*LOG(KOR_PT

PI)+1.1* 

LOG(KOR_ME_GDPI/KOR_ME_POP)+0.17*LOG(TR

; FRML KOR_BF_QP 

KOR_BF_QP=EXP(3.53164200393589+(-0.5)*LOG(

KOR_BF_PP(-1)/KOR_M

-0.49)*LOG((KOR_MA_IMP(-1)*(1+KOR_MA

(-2)/100))/KOR_ME_GDPD(-1))+0.8*LOG(KOR_B

 

（韓国ブロックの変数の説明） 

KOR_BF_CI:  韓国の牛飼養頭数 

K

KOR_ME_GDPD:  韓国の GDP
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KOR_ME_FECI:  韓国の飼料価格指数 

C:  韓国の牛肉消費量 

  牛肉の国際（環太平洋市場）価格 

牛肉関税 

間の品質格差 

産者価格 

鶏肉生産者価格 

実質 GDP 指数 

レーション等誤差項 

のトウモロコシ輸入関税 

程式] 

+MEX_BF_EX-MEX_BF_QP 

_IM*MEX_BF_IML_SHR 

K_KOR_BF_CI :  カリブレーション等誤差項 

KOR_BF_IM:  韓国の牛肉輸入量 

KOR_BF_Q

KOR_BF_QP:  韓国の牛肉生産量 

KOR_BF_ST:  韓国の牛肉期末在庫量 

PAC_BF_XP_KOR:

KOR_BF_TAR:  韓国の

KOR_BF_QUA:  韓国の在来種と乳用種の

KOR_PK_PP:  韓国の豚肉生

KOR_ME_CPI:  韓国の消費者物価指数 

KOR_PT_PP:  韓国の

KOR_FH_PP:  韓国の平均魚介類価格 

KOR_ME_GDPI: 韓国の

KOR_ME_POP: 韓国の人口 

K_KOR_BF_QC： カリブ

KOR_MA_IMP:  韓国のトウモロコシ輸入価格 

KOR_MA_TAR:  韓国

KOR_MK_CI:  韓国の乳牛飼養頭数 

K_KOR_BF_QP： カリブレーション等誤差項 

 

[メキシコブロック の方

; IDENT MEX_BF_EX 

MEX_BF_EX=MEX_BF_EXL+MEX_BF_EXM 

; FRML MEX_BF_EXL 

MEX_BF_EXL=127.544818760809+0.4639*USA_BF_MP/USA_ME_GDPD_MEX+(-1.3935)* 

USA_ME_FECI_MEX(-1)/USA_ME_GDPD_MEX+K_MEX_BF_EXL 

; IDENT MEX_BF_IM 

MEX_BF_IM=MEX_BF_QC

; IDENT MEX_BF_IML 

MEX_BF_IML=MEX_BF
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; IDENT MEX_BF_IMM 

MEX_BF_IMM=MEX_BF_IM*(1-MEX_BF_IML_SHR) 

C_BF_XP*MEX_ME_XR+(-192.57)*(MEX_ME_XR- 

(MEX_BF_MP/MEX_ME_CPI)+0.15*LOG( 

MEX_PT_MP/MEX_ME_CPI)+0.07*LOG((MEX_MA_PP-MEX_MA_C

PI/MEX_ME_POP)+LOG(MEX_ME_POP))+K_MEX_BF_QC 

MK_PP/MEX_ME_GDPD)+(-0.05)*LOG( 

D)+0.66*LOG(MEX_BF_QP(-1))

_BF_IML   

 

輸出量 

スカ州市場における枝肉卸売価格 

タ（USA_ME_GDPD に同じ）  

数（USA_ME_FECI に同じ） 

 

 

量 

肉輸入量に占める生牛輸入のシエア 

; FRML MEX_BF_MP 

MEX_BF_MP=(-167.389706203494)+PA

MEX_ME_XR(-1))+K_MEX_BF_MP 

; FRML MEX_BF_QC 

MEX_BF_QC=EXP(10.1048861762012+(-0.5)*LOG

MEX_PK_MP/MEX_ME_CPI)+0.1*LOG(

S_TN)/ 

MEX_ME_CPI)+1.15*LOG(MEX_ME_GD

; FRML MEX_BF_QP 

MEX_BF_QP=EXP(1.62809130465435+0.02*LOG(MEX_

MEX_ME_FECI/MEX_ME_GDPD)+0.165*LOG(MEX_BF_MP/MEX_ME_GDP

)+K_MEX_BF_QP 

; IDENT MEX_BF_QPS 

MEX_BF_QPS=MEX_BF_QP-MEX_BF_EXL+MEX

 

 （メキシコブロックの変数の説明） 

MEX_BF_EX:  メキシコの牛肉の輸出量 

MEX_BF_EXL: メキシコの生体牛の輸出量

MEX_BF_EXM: メキシコの牛肉（枝肉）の

USA_BF_MP:  米国の牛肉のネブラ

USA_ME_GDPD_MEX:  米国の GDP デフレー

USA_ME_FECI_MEX:  米国の飼料価格指

K_MEX_BF_EXL : カリブレーション等誤差項

MEX_BF_IM:  メキシコの牛肉輸入量 

MEX_BF_IML: メキシコの生体牛の輸入量

MEX_BF_IMM: メキシコの牛肉（枝肉）の輸入

MEX_BF_IML_SHR: メキシコの牛

MEX_BF_MP:  メキシコの牛肉市場価格  

MEX_ME_XR:  メキシコの為替レート 
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K_MEX_BF_MP : カリブレーション等誤差項 

MEX_BF_QC:  メキシコの牛肉消費量 

MEX_ME_CPI:  メキシコの消費者物価指数 

 

EX_MA_PP:  メキシコのトウモロコシ生産者価格 

の単位（トン）当たりトウモロコシ消費補助金 

実質 GDP 指数 

 

の牛肉生産量 

ョン等誤差項 

_EXM=NZL_BF_EX-NZL_BF_EXL 

2171438186)+0.562*(PAC_BF_XP_NZL(-1)*NZL_ME_XR(-1)*0.25+ 

6) ELSE 0)+K_NZL_BF_MP 

OG( 

P(-1)/NZL_ME_GDPD(-1))+0.06486*LOG(NZL_MU_PP(-1)/NZL_ME_GDPD(-1 

MEX_PK_MP:  メキシコの豚肉市場価格 

MEX_PT_MP:  メキシコの鶏肉市場価格

M

MEX_MA_CS_TN:  メキシコ

MEX_ME_GDPI:  メキシコの

MEX_ME_POP:  メキシコの人口 

K_MEX_BF_QC : カリブレーション等誤差項

MEX_BF_QP:  メキシコ

MEX_MK_PP:  メキシコの牛乳生産者価格 

K_MEX_BF_QP : カリブレーシ

MEX_BF_QPS:  メキシコの牛と殺生産量 

 

[ニュージーランドブロック の方程式] 

; IDENT NZL_BF_EX 

NZL_BF_EX=NZL_BF_QP-NZL_BF_QC-NZL_BF_VST+NZL_BF_IM-NZL_BF_WAS 

; IDENT NZL_BF_EXM 

NZL_BF

; FRML NZL_BF_MP 

NZL_BF_MP=(-29.100

PAC_BF_XP_NZL*NZL_ME_XR*0.75)+(IF(YEAR=1986) THEN (-39.80

; FRML NZL_BF_QC 

NZL_BF_QC=EXP(4.13039040609064+(-0.461)*LOG(NZL_BF_MP/NZL_ME_CPI)+0.75*L

NZL_ME_GDPI/NZL_ME_POP)+0.299*LOG(NZL_MU_PP/NZL_ME_CPI)+(-0.02)*TRND+LOG(NZL_ME_PO

P))+K_NZL_BF_QC 

; FRML NZL_BF_QP 

NZL_BF_QP=EXP(0.766015343524078+0.85*LOG(NZL_BF_QP(-1))+0.0856*LOG( 

NZL_BF_MP(-1)/NZL_ME_GDPD(-1))+(-0.046)*LOG(NZL_WL_PP(-1)/NZL_ME_GDPD(-1))+(- 

0.059)*LOG(NZL_LA_P
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)))+K_NZL_BF_QP 

; IDENT NZL_BF_QPS 

NZL_BF_QPS=NZL_BF_QP-NZL_BF_EXL    

 

 （ニュージーランドブロックの変数の説明） 

肉の生産量 

ZL_BF_QC:  ニュージーランドの牛肉の消費量 

の牛肉の在庫変動量 

関する米国 PSD データとニュージーランド農務省のデータの間

 

体牛の輸出量 

肉（枝肉）の輸出量 

格 

平洋市場）価格 

ート 

P 指数 

者物価指数 

ン等誤差項 

価格 

と殺生産量 

NZL_BF_EX:  ニュージーランドの牛肉の輸出量 

NZL_BF_QP:  ニュージーランドの牛

N

NZL_BF_VST:  ニュージーランド

NZL_BF_IM:  ニュージーランドの牛肉の輸入量 

NZL_BF_WAS:  ニュージーランドの牛肉に

の誤差の調整 

NZL_BF_EX:  ニュージーランドの牛肉輸出量

NZL_BF_EXL: ニュージーランドの生

NZL_BF_EXM: ニュージーランドの牛

NZL_BF_MP:  ニュージーランドの牛肉市場価

PAC_BF_XP_NZL:  牛肉の国際（環太

NZL_ME_XR: ニュージーランドの為替レ

K_NZL_BF_MP : カリブレーション等誤差項 

NZL_BF_QC:  ニュージーランドの牛肉消費量 

NZL_ME_GDPI:  ニュージーランドの実質 GD

NZL_ME_CPI:  ニュージーランドの消費

NZL_ME_POP:  ニュージーランドの人口 

K_NZL_BF_QC : カリブレーショ

NZL_MU_PP:  ニュージーランドの羊（マトン）肉

NZL_ME_GDPD:  ニュージーランドの GDP デフレータ 

NZL_WL_PP:  ニュージーランドの綿花価格 

NZL_LA_PP:  ニュージーランドの羊（ラム）肉価格 

K_NZL_BF_QP : カリブレーション等誤差項 

NZL_BF_QPS:   ニュージーランドの牛
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[シンガポールブロック の方程式] 

SGP_BF_IM=EXP(1.76746397016861+(-0.339484)*LOG(PAC_BF_XP_RW1*SGP_ME_XR/SGP_ME_CPI) 

TRND)+LOG(SGP_ME_POP))+K_SG

GP_BF_IM:  シンガポールの牛肉輸入量 

国際（環太平洋市場）価格 

ポールの為替レート 

レーション等誤差項 

式] 

QC-TWN_BF_QP 

OG(TWN_PK_PP/TWN_ME_CPI)+0.03*LOG(USA_PT_PP_RW1*TWN_ME_XR/TWN_ME_CPI)+0.0

/JPN_ME_XR_RW1*TWN_ME_XR/TWN_ME_CPI)+0.6227582*LOG(TWN_ME_GDPI/

WN_BF_QC:  台湾の牛肉消費量 

量 

+0.405621*LOG(SGP_ME_GDPI/SGP_ME_POP)+(-0.407005)*LOG(

P_BF_IM 

 

(シンガポールブロック の変数の説明) 

S

PAC_BF_XP_RW1:  牛肉の

SGP_ME_XR:  シンガ

SGP_ME_CPI:  シンガポールの消費者物価指数 

SGP_ME_GDPI:  シンガポールの実質 GDP 指数 

SGP_ME_POP:  シンガポールの人口 

K_SGP_BF_IM : カリブ

 

[台湾ブロック の方程

; IDENT TWN_BF_IM 

TWN_BF_IM=TWN_BF_

; FRML TWN_BF_QC 

TWN_BF_QC=EXP(1.46715961223806+(-0.2205262)*LOG(PAC_BF_XP_RW1*TWN_ME_XR/TWN_ME_CPI 

)+0.036*L

0414468* 

LOG(JPN_FH_PP_RW1

TWN_ME_POP)+0.155192*LOG(TRND)+LOG(TWN_ME_POP)) +K_TWN_BF_QC 

 

（台湾ブロック の変数の説明） 

TWN_BF_IM:  台湾の牛肉輸入量 

T

TWN_BF_QP:  台湾の牛肉生産

TWN_ME_XR:  台湾の為替レート 

TWN_ME_CPI:  台湾の消費者物価指数 

TWN_PK_PP:  台湾の豚肉生産者価格 
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USA_PT_PP_RW1:  米国の鶏肉生産者価格 

差項 

F_CI(-1))+(-0.0348)*LOG( 

G(USA_BF_MP(-1)/USA_ME_GDPD(-1))+(-0.0701)*LOG( 

K_USA_BF_CI 

 

F_EXL_USA+MEX_BF_EXL_USA 

RQ*1.4+0.95*CAN_BF_EXM_USA+K_USA_BF_IMM 

33)+1.52*LOG(USA_BF_MP)+(-0.23)*LOG( 

)+(-0.04)*LOG(USA_ME_INRA))+K_USA_BF_FCP 

FRML USA_BF_QC 

250159+(-0.459192)*LOG(USA_BF_MP/USA_ME_CPI)+0.0544* 

A_ME_CPI)+0.1983*LOG(USA_PT_PP/USA_ME_CPI)+0.9329*LOG(USA_ME_GDPI

A_ME_POP))+K_USA_BF_QC 

BF_MP(-1)/USA_ME_GDPD(-1))+(- 

_MP(-2)/USA_ME_GDPD(-2))+(-0.0275)*LOG(USA_BF_MP(-3)/USA_ME_GDPD( 

E_FECI*0.5)/USA_ME_GDPD))＋K_USA_BF_QP  

BF_IM-USA_BF_EX-USA_BF_QC-USA_BF_ST+USA_BF_S

JPN_FH_PP_RW1:  日本の魚肉価格 

TWN_ME_GDPI: 台湾の実質 GDP 指数 

TWN_ME_POP:  台湾の人口 

K_TWN_BF_QC : カリブレーション等誤

 

[米国ブロック の方程式] 

; FRML USA_BF_CI 

USA_BF_CI=EXP(0.0291440836413333+0.9488*LOG(USA_B

USA_BF_MP/USA_ME_GDPD)+0.1866*LO

USA_ME_FECI(-1)/USA_ME_GDPD(-1)))+

; IDENT USA_BF_EXM 

USA_BF_EXM=USA_BF_EX-USA_BF_EXL

; IDENT USA_BF_IM 

USA_BF_IM=USA_BF_IMM+CAN_B

; FRML USA_BF_IMM 

USA_BF_IMM=(-60.7462110705796)+USA_BF_T

; FRML USA_BF_FCP 

USA_BF_FCP=EXP((-2.902227550831

USA_ME_FECI(-1)*0.66+USA_ME_FECI*0.34

; 

USA_BF_QC=EXP(10.5619063

LOG(USA_PK_MP/US

/USA_ME_POP)+(-0.025)*TRND+LOG(US

; FRML USA_BF_QP 

USA_BF_QP=EXP((-1.21458959152812)+0.974*LOG(USA_BF_CI(-1)+USA_MK_CI(-1)) 

+0.0159*LOG(USA_BF_MP/USA_ME_GDPD)+0.1014*LOG(USA_

0.0317)*LOG(USA_BF

-3))+(-0.0271)*LOG((USA_ME_FECI(-1)*0.5+USA_M

; IDENT USA_BF_MP 

USA_BF_MP=USA_BF_MP+(USA_BF_QP+USA_
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T(-1)) 

 

（米国ブロック の変数の説明） 

市場における牛肉卸売価格 

の GDP デフレータ 

EX:  米国の牛肉の輸出量 

牛肉（枝肉）の輸出量 

:  カナダから米国への生体牛輸出量 

コから米国への生体牛輸出量 

AN_BF_EXM_USA:  カナダから米国への牛肉（枝肉）の輸出量 

誤差項 

ける牛肉生産者価格 

 

USA_BF_CI:  米国の牛肉飼養頭数 

USA_BF_MP:  米国のネブラスカ州

USA_ME_GDPD:  米国

USA_ME_FECI:  米国の飼料価格指数 

K_USA_BF_CI : カリブレーション等誤差項 

USA_BF_

USA_BF_EXL: 米国の生体牛の輸出量 

USA_BF_EXM: 米国の

USA_BF_IM:  米国の牛肉輸入量 

USA_BF_IMM:  米国の牛肉（枝肉）の輸入量 

CAN_BF_EXL_USA

MEX_BF_EXL_USA:  メキシ

USA_BF_TRQ:  米国の牛肉の関税割当量 

C

K_USA_BF_IMM : カリブレーション等

USA_BF_FCP: 米国のオクラホマシティにお

USA_ME_FECI:  米国の飼料価格指数 

USA_ME_INRA :  米国の利子率 

K_USA_BF_FCP : カリブレーション等誤差項 

USA_BF_QC:  米国の牛肉消費量 

USA_ME_CPI:  米国の消費者物価指数 

USA_PK_MP:  米国の豚肉市場価格 

USA_PT_PP:  米国の鶏肉市場価格 

USA_ME_GDPI: 米国の実質 GDP 指数 

USA_ME_POP:  米国の人口 

K_USA_BF_QC : カリブレーション等誤差項 

USA_BF_QP:  米国の牛肉生産量 

USA_MK_CI:  米国の乳用牛飼養頭数
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USA_BF_ST:  米国の牛肉期末在庫量 

K_USA_BF_QP : カリブレーション等誤差項 

] 

XP))))+K_PAC_BF_NT 

） 

場の牛肉の純輸出(入)量 

N_BF_IM+HKG_BF_IM+JPN_BF_IM+ 

OR_BF_IM+MEX_BF_IM+NZL_BF_IM+SGP_BF_IM+TWN_BF_IM+USA_BF_IM-AUS_BF_EX-CAM_BF_EX- 

SGP_BF_EX-USA_BF_EX)/USA_BF_QP 

             

肉輸入量 

正常国）の牛肉輸出量 

 

[その他の環太平洋市場ブロック の方程式

; FRML PAC_BF_NT 

PAC_BF_NT=(EXP(10.904598+(-1)*(LOG(PAC_BF_

 

（その他環太平洋市場ブロック の変数の説明

PAC_BF_NT:  その他環太平洋市

K_PAC_BF_NT : カリブレーション等誤差項 

 

[環太平洋市場の均衡国際価格決定式] 

; IDENT PAC_BF_XP 

PAC_BF_XP=PAC_BF_XP+(PAC_BF_NT+AUS_BF_IM+CA

K

CAN_BF_EX-MEX_BF_EX-NZL_BF_EX-

 

（環太平洋市場の均衡価格決定式 の変数の説明）                       

HKG_BF_IM:  香港の牛

CAM_BF_EX:  カリブ海地域諸国（口蹄疫
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第４章  我が国のデンプン関税撤廃に伴うデンプンおよび 
料価格低下による関連製品市場への影響予測 

ルを用いたシナリオ分析－ 

砂糖、デンプンなどの品目は、関税などに

になっている。我が国に限らず、米国およ

護措置が実施されている。しかし、そ

ショ農家や鹿児島のカンショ農家、鹿児島・

スト高を招き、HFCS(異性化糖) 8など、安価な代替甘味料産業の存立

合い）に着目し、産業連関表を用いて構

ン関税引き下げによりタイ産マニオ

ンの内外価格差が縮小した場合に生じるで

分析を行う。  

ルのフレームワークの中で、デンプンを扱って

ても限られている。日本の事例では、唯是(1978)

る需給モデル中で、コメ、小麦、砂糖等と同

し、「モデルが単純なので」と述べている

のは、「デンプンの卸売価格指数」のみで

需給との関わりを表現するには至っていない。  

界食料需給モデルである IFPSIM モデルでは、

can Economic Associationが構築してい

書籍のオンラインデータベース）で、「starch」

が該当したが 9、いずれもデンプンセクタ

甘味

－産業連関モデ

 
４．１ はじめに  

 

 我が国の甘味料セクター、すなわち、

より国内価格は国際価格よりも高い水準

びEUにおいても、砂糖やデンプンには高い保

の結果、北海道のテンサイ農家、バレイ

沖縄のサトウキビ農家の所得を支持すると同時に、砂糖を原料として使用する食品

産業の原料コ

を可能にしている。  

 本章では、デンプンの甘味度（甘さの度

築した部分均衡モデルにより、我が国のデンプ

カデンプンが国内市場に浸透し、デンプ

あろう様々な影響についてシミュレーション

 現在までのところ、計量経済モデ

いる例は海外、国内のいずれにおい

が開発した日本の農業部門を対象とす

様にデンプンを対象品目としている。ただ

ように、価格変数として取り扱われている

あり、現実の保護政策の仕組みと

また、大賀（1998）が開発した世

デンプンは対象品目とはなっていない。  

 海外では、Econlitデータベース（Ameri

る経済および経済学に関する論文、

をキーワードにして検索した結果、18 件

                                                  
8  HFCS=High Fructose Corn Syrup=「異性化糖」。異性化糖とは、ぶどう糖がたくさん結合し
ているデンプンを酵素処理することにより、結合を切断するとともに、ぶどう糖の一部を果糖に

換（異性化）して得られた液状の糖であり、その主成分はぶどう糖と果糖である。  
9  2006 年 12 月 26 日にアクセスした結果である。  
変
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ーの計量モデルを取り扱ったものではなかった。  

ンプン関税引き下げによる内外価格差縮小の影響を分析する枠組みを提示

る。  

需要と供給  

て不可欠であり、幅広く食品に利用されてきた。

農産物の地域性から、伝統的ともいえる固

プンは関西かまぼこ、ういろう、くずもち

プンは関東かまぼこ、えびせんべい、オブラート、

いった具合に、用途に応じて固有のデンプンが

用されてきた。  

は極めて広く、大きく分けて、HFCS、ぶどう糖、水あめと

どに加工されて利用されるもの（糖化用）と、発酵原料や増粘剤

用途用）とに分けられる。2003 デンプン年度 10

量の合計は 2,966 千トンであり、その内訳は、清涼飲料、菓子等

5%）、アルコールの発酵原料に使用されるビール用が 130 千トン（４%）、

が 313 千トン

11%)となっている。主な用途は糖化用であるが、それにとどまらず、幅広い産業

れている。この幅広い需要の裾野の広がりが、今回の分

要は 300 万トン程度で推移してきており、成熟したマ

プンの供給量は合計で 3,044 千トンであり、その内訳

シを原料として国内で生産するコーンスターチが

 そこで、以下では甘味度（甘さの度合い）に着目し、産業連関表を用いて構築し

た部分均衡モデルを用いて、デンプン関税引き下げのシミュレーションを行う事に

より、デ

す

 

４．２ 我が国におけるデンプンの

 

 デンプンは古来より食品素材とし

特に我が国では、デンプンの原料となる

有用途が存在する。すなわち、小麦デン

等に利用され、バレイショデン

カンショデンプンははるさめに、と

使

 デンプンの利用範囲

いった糖化製品な

などに直接利用されるもの（固有

のデンプンの需要

の甘味料として使用される糖化用が 1,857 千トン（63%）、捺染、製紙のコーティン

グ剤用の製紙用が 479 千トン（16%）、段ボールの接着剤等向けの段ボール用が 136

千トン（

かまぼこの増粘剤用等に使用される水産練製品用が 51 千トン（2%）、繊維、医薬品、

甘味料としてではなく、増粘剤用などのその他食品用を含むその他用

(

分野で固有な用途に用いら

析の動機の一つである。  

ここ数年の国内デンプン需

ーケットであるといえる。  

 一方、同年度におけるデン

は、米国から輸入したトウモロコ

                                                  
10  日本のデンプン年度は、当該年の 10 月１日から翌年の 9 月 30 日までである。  
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2,527 千トン（83%）と、大部分を占める。以下、北海道のバレイショを原料とす

トン（9%）、輸入デンプンが 166 千トン（5%）、南

カンショデンプンが 64 千トン（2%）、小麦を原料

千トン（1%）となっている。  

．３ 我が国のデンプン輸入に関する制度  

は、国内産カンショ、バレイショデンプンの保護のために 1948

ンスターチ

、長らく輸入数量割当制度（IQ）の

、ガット・ウルグアイ・ラウンドの終結後、1995 年から TQ（関

ち、限度数量以内で関税割当枠を獲得して行う輸

税の関税率（一次税率）が適用されるが、限度数量を超えて行う

二次税率は、119 円／㎏とな

ろ、この二次税率を支払って行う輸入は経済的には見合わない。

 

であるカンショやバレイショを生産する国内農家の零細性から、

など）

であり、政府は、これら

産維持の必要性を認識している。このため、かつては、デンプン

スターチ

ウ

用を、輸入トウモロコシを原料とするコーンスターチメーカーに

るバレイショデンプンが 262 千

九州地方のカンショを原料とする

とする小麦デンプンが 25

 

４

 

デンプンの輸入

年の農産物価格安定法、1965 年の関税割当制度によって規制され、コー

製造用のトウモロコシの輸入も関税割当制度（TQ 制度）の枠内にあった。  

 デンプン（HS 関税分類番号 1108）の輸入は

対象品目であったが

税割当）制度に移行した。すなわ

入に対しては、無

輸入に対しては、二次税率が適用される。現在、この

っており、今のとこ

したがって、日本のデンプンの輸入量はほぼ関税割当数量以内になっている。

  

４．４ 国内産デンプンの価格形成の仕組み  

 

 デンプンの原料

国産デンプンの価格は、輸入デンプンあるいは安価な輸入原料（トウモロコシ

を利用して生産されるコーンスターチに比較して大幅に高くなっている。一方、カ

ンショやバレイショは、南九州や北海道地域の基幹的作物

の需要の確保と生

製品の関税割当制度、および我が国のデンプン需要の大半を占めるコーン

の原料である輸入トウモロコシと国内産いもデンプンとの抱き合わせ制度が、ト

モロコシ関税割当制度の運用の中で実施されていた。このときのデンプン価格形成

の仕組みをまとめたものが図４－１である。この制度は、国内産いもデンプンの価

格維持に要する費

負担させるように設計されており、デンプンユーザーにとっての国内価格は、両者
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の加重平均である抱き合わせミックス価格となっていた。  

このデンプンの抱き合わせ制度は廃止され、代わりに、砂糖における制度と同様

ち、コーンスターチ原料用トウモロコシを輸入する者が

ショ）デンプンの価格維持に必要な費用を課徴金と

正が、第 164 国会（2006 年 1

法案は成立した。この結果、国内産デンプン保

いう制度の枠組みは維持されたが、抱き合わせ制

保護の負担と受益の関係の透明性が高まった。  

度による国内デンプン価格形成の仕組み  

コシの国際市場と各国の関税  

、日本のコーンスターチに対する関税率を比

。これを見れば、各国とも高い関税率を設定している

そのものに対する保護というよりは、各国がいず

の「課徴金」制度、すなわ

国内産いも（カンショ＋バレイ

して負担する制度に転換する方向での関係法令の改

月 20 日～6 月 18 日）に提出され、

護のコスト負担を輸入に求めると

度に代わり課徴金制度が導入され、

国内産いもデンプン価格
（132円／Kg）

国
内
産

も

2次税率トウモロコシ使用
コーンスターチ価格（57円／Kg）

抱合わせミックス価格
／Kg）

1次税率（無税）トウモロコシ使用
スターチ価格（38円／Kg）

コーンスターチ

資料：農林水産省(2006）「いもおよびでん粉をめぐる事情）

い

抱合わせ デ
 負担 ン

プ
ン

図４－１ 我が国の抱き合わせ制

 

 

４．５ デンプンおよびトウモロ

 

まず、2005 年の時点での米国、EU

較したのが、表４－１である

ことがわかる。これは、デンプン

（46円

輸入トウモロコシを原料とした コーン

（原料トウモロコシの
1次税率は０％）
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れも砂糖に対する高い保護を実施し、その保護に対する「抜け穴」ができないよう、

定していると考えられる。  

日本では、デンプンやトウモロコシの輸入に対して関税割当枠を設定し、また、

税を設定すると同時に、HFCS の生産に生産

その生産量を 51 万トン以内に制限するなど、HFCS への規制と

あるコーンスターチ

輸入を関税により遮断しながら、ウェットミリング産業、すなわち HFCS 製造産

部で大規模な工場設備を持って操業してい

計の検証を通じて明らかになることは、現在最

競争力のある価格でデンプンを輸出する事が可能な国は、タイであり、同国は世

うことである。2003 年および 2004 年のタイのマ

輸出量は 100 万トンを越え、2005 年には 135 万トンとなってい

トン前後

なくタイであ

と考えられる。  

るコーンスターチ関税率の比較（2005 年）  

 

４．６ タイ産マニオカデンプンの市場浸透メカニズム  

 

我が国の国境保護措置が撤廃され、タイ産マニオカデンプンを無税で輸入するこ

とが可能となった場合、我が国の産業全体にどのような影響が生じるのかを、産業

連関表と需給モデルを用いて分析を試みる。  

 この場合、デンプンが最終製品ではなく、原料として使用されている事に留意す

日本
１トン当たり 540 US$ 166 Euro 119,000 円
関税率
円換算による
比較

デンプンに対しても高い関税率を設

EU では、デンプンの輸入に対して関

割当枠を設定し、

一定の譲許とを同時に実施している。一方、米国では、製品で

の

業は、高い砂糖価格を背景に、米国中西

る。  

 しかし、各国のデンプンの貿易統

も

界最大のデンプンの輸出国だとい

ニオカデンプンの

る。平均輸出価格は、2000 年－2005 年の間でおおよそ 100～200 ドル／

であり、米国のコーンスターチの輸出価格が約 400～500 ドル／トンであることか

ら、国際市場で最も競争力のあるデンプン輸出国は、現在、米国では

る

 

表４－１ 米国、EU、日本におけ

EU米国

(2005年) 59,508 22,775 119,000
資料：各国関税率表
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る必要がある。さらに、（１）糖化用、（２）糖化用以外の固有部門、に分けて考え

る必要がある。

 まず、糖化用 能となる

仮定すれば、それを原料とする HFCS やぶどう糖、水あめといった甘味料がより

となって価格低下が生じる。HFCS 等の価格低下は、各食品製

業における HFCS 等の利用を促進して需要量を増加させる。一方、どのような食

程度製品価格に転換されるかは明確ではないが、我が国の食

 

れらの 3 種類の甘味料は、菓子類、乳製品、清涼飲料、調味料、漬物・佃煮、およ

用途部

 

の原料の場合、タイ産マニオカデンプンが無税で輸入が可

と

低コストで製造可能

造

品であっても、その最終製品 1 単位あたりに必要とされる「甘み」の量は一定であ

ると考えられることから、HFCS 等の利用が増えれば、その増加した分の「甘み」

を相殺する形で、砂糖の使用量減少の程度が決定される。  

 こうして食品１単位中の甘味料の新たな組み合わせが決定されるが、この組み合

わせは当初の組み合わせに比較して、低価格の甘味料を多く使用することから、明

らかに食品を製造するコストの低減効果を持つ。  

コストの低下がどの

品工業は零細な企業が多く、競争的な産業構造を持っていると考えられることから、

やや単純化して考え、仮に、コストの低下が全て製品価格に転嫁されるという仮定

を置く。つまり、コストの低下の分だけ製品価格も低下し、その製品に対する需要

が増加する。  

 次に、糖化用以外の固有部門、例えば、製紙や段ボールの原料としてのデンプン

価格低下の影響であるが、この場合は、甘味料の場合のように、砂糖との競合を考

える必要はないので、原料としてのデンプン価格の低下によりコストが低下した分

が全て製品価格に転嫁されると仮定する。  

 各産業部門中の甘味料あるいはデンプンの製造コストに関するデータは、総務省

「平成 12 年度産業連関表」によった。  

４．７ モデルの設計  

 

ここで構築するモデルでは、甘味料は、砂糖、HFCS および水あめの 3 種類とし、

このうち、HFCS および水あめはデンプンを原料として製造されるものとする。こ

びその他の 6部門で使用されるものとする。デンプンは、甘味料以外の原料として、

和紙・洋紙、ビール、段ボール、およびその他の化学最終製品の 4 つの固有
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門で使用されるものとする。実際には、水産練製品、はるさめ、畜肉ハム、菓子用

えることとする。  

甘味料として使用される場合は、用途部門毎に、最終製品 1 単位当たりで必要な

する。例えば、清涼飲料部門で必

な「甘み」については、その相対価格が変化しても一定であり、具体的には、甘

場合、その砂糖換算での「甘み」は、砂糖の使用量の減少で補

砂糖の相対価格の変化が、需要の価格弾性値を通じて、

H

方程式により弾性値を計測する。  

途などで、デンプンが甘味料以外の食用として人間に直接摂取されている場合もあ

るが、その比重が小さいことや、「平成 12 年度産業連関表」により、個別部門毎の

コストのデータを得ることが不可能であることから、「その他の化学最終製品」に統

合して考

 

「甘み」を砂糖に換算した量は一定であると仮定

要

味料 1kg 当たりの「甘み」を、砂糖=1.00 単位、HFCS=0.69 単位、水あめ=0.40

単位とし、甘味料の相対価格が変化しても、清涼飲料部門で必要な「甘み」の単位

の合計（砂糖使用量×1.00+ HFCS 使用量×0.69+水あめ使用量×0.40）= 685 に変

化はないと考える。また、HFCS を 1kg 製造するために必要なデンプンは 0.82kg、

水あめ 1Kg を製造するのに必要なデンプンは 0.85Kg とする。HFCS あるいは水あ

めの需要が増加した

償されるものとする。  

 どの部門においても、デンプンなどの原料コストの減少は、最終製品の価格に転

嫁されるものとする。  

 

４．８ 各弾性値の設定および計測  

 

４．６節で述べたデンプンの価格下落がもたらす影響のメカニズムは、各種の弾

性値を通じて数量的影響に転換される。  

 まず、デンプンを原料として生産される甘味料のうち、ここでは、HFCS および

水あめを分析対象とし、食品製造業は、砂糖、HFCS および水あめの 3 種類の甘味

料を用いて食品を製造するものとする。  

 HFCS および水あめと

FCS および水あめの需要の増減につながるものとし、これらの過去の年次別デー

タ（表４－２）から、以下の
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計測結果は表４－３の通りである。β 1 がHFCS需要の砂糖との相対価格に対す

る弾力性、β 2  が水あめ需要の砂糖との相対価格に対する弾力性である。β１  ＝▲

0.75 という結果は、もしHFCSの砂糖に対する相対価格が 10％減少すれば、HFCS

C
i HFCS

SUWP

log( ) log( / ) log( )
)

,
,

Q i i i WPi SUWP i TRND

QCi HFCS
WPi HFCS

1, 2(1 , 2
α β χ= + +

=

=

水あめの使用量(単位：千トン）

水あめの卸売価格（単位：円/Kg）

= 1985 1TRND

の使用量は 7.5％増加することを意味している。総じて、砂糖とHFCSの間の代替関

係は、砂糖と水あめよりも密接であることが示されている。  

 各最終製品の価格弾性値は、GTAP モデルのデータベース中の弾性値を使用した。 

 

表４－２ 砂糖、HFCS、水あめの消費量および卸売価格  

= = =水あめ

=砂糖の卸売価格（単位：円/Kg）

ン） （千トン） （千トン）
46 1,030 432 1

1986 191.8 90.7 96.4 2,681 1,011 457 2
1987 185.0 81.6 80.4 2,700 1,070 469 3

1992 171.6 89.4 105.0 2,560 1,073 491 8

1997 148.2 83.1 117.0 2,359 1,119 525 13

2002 122.1 72.1 117.0 2,281 1,133 688 18

=トレンド項（ ）

会計 砂糖 HFCS 水あめ 砂糖 異性化糖 水あめ トレンド
年度 卸売価格 卸売価格 卸売価格 消費量 消費量 消費量

SUWP HFCSWP SYWP SUQC HFCSQC SYQC TRND

(円/kg） (円/kg） (円/kg） (千ト
1985 203.0 105.4 109.1 2,6

1988 185.6 84.4 82.6 2,674 1,051 488 4
1989 172.0 86.6 87.8 2,631 1,084 480 5
1990 175.1 87.5 93.4 2,638 1,136 488 6
1991 173.0 89.6 102.5 2,634 1,141 500 7

1993 168.8 85.0 104.2 2,455 1,045 500 9
1994 153.4 82.0 102.2 2,506 1,150 490 10
1995 153.4 81.3 103.0 2,445 1,123 495 11
1996 152.5 83.1 114.8 2,418 1,126 525 12

1998 141.0 80.3 117.0 2,296 1,124 582 14
1999 132.8 75.5 117.0 2,302 1,137 627 15
2000 124.7 74.8 117.0 2,306 1,102 655 16
2001 121.3 73.1 117.0 2,283 1,094 689 17

2003 124.8 77.3 117.0 2,268 1,115 674 19
2004 .. .. .. .. 1,152 699 20

資料：精糖工業会「ポケット砂糖統計」、農林水産省等
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表４－３ 弾性値の推計結果  

Estimated T-value Adjusted R2 DW Observations

 

α1 6.17 24.22 7
β1 ▲ 0.75 ▲ 3.68 0.670 1.661 (1997 to
χ1 0.16 2.96 2003)
α2 6.01 203.00 11
β2  ▲ 0.09 ▲ 2.69 0.923 2.563 (1985 to
χ2 0.07 9.46 1995)

４．９ シミュレーション結果  

 

 タイのマニオカデンプンが無税で輸入可能となることを想定し、デンプンの価格

下落がもたらす影響をシミュレーションした。モデルは、年々の需給均衡を前提と

した年次時系列型の動態モデルではなく、均衡状態がある一定期間を経過して達成

される静態モデルである事を前提としている。また、コストに関するデータは総務

庁の「産業連関表」（別名「投入・産出表」）から入手している。  

４．８節の弾力性推計値から、HFCS および水あめの砂糖に対する相対価格の下

落によって需要がどの程度増えるのかがわかる。例えば、清涼飲料部門、菓子類部

門等の食品製造業者は、HFCS や水あめの使用量を増す一方、砂糖の使用量を減ら

す。この新たな各甘味料の組み合せは、最終部門毎に新たな甘味料コストを生み、

そのコストも以前の均衡状態に比較して下落する結果、そのコスト下落が製品価格

を低下させて製品に対する需要増加をもたらす。これらの代替甘味料に対する２段

階の需要増加は、最終的に新たなデンプンに対する需要の増加を生む。  

甘味料以外の固有用途部門では、原材料として投入されるデンプンの価格低下に

る。 

このシミュレーションの糖化部門のメカニズムおよび使用したデータをまとめた

のが表４－４である。また、これらの結果をまとめた表４－５および表４－６を

デン および水あめへと

替されることによって生み出されるものである事がわかる。デンプン価格の下落

が

よって製品価格が低下し、需要の価格弾性値を通じて製品に対する需要が増加す

 

も

見れば、 プンの需要増加は、その大部分が、砂糖から HFCS

代

コスト低下につながりにくいのは、甘味料用途にしても、固有用途にしても、製

品価格中に占める砂糖、HFCS、水あめやデンプンの原料コストとしての比重があ

まり高くないことによる。今日の食品産業や食品製造業は、多種多様な原料を使用
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して製品を製造しているので、その一要素の価格が下落しても、製品価格中の比重

が小さいため、必ずしも実質的な製品価格の下落にはつながらないという事情があ

る

 

１.HFCS 0.69 ２.水あめ 0.40 ３.砂糖 1.00
甘味料の使用量実績（2001～3年平均、単位：千トン）

計

２.HFCS 30 99 419 100 32 433 1,114

４.甘味度合計 658 288 685 203 154 1,330 3,318

測）

  ２.水あめ ▲52%　×0 =　 2.1 %

合計

12
３.水あめ 114 46 2 43 6 485 696

と政策変更後の価格（円/kg, 2003会計年度）
当初 政策変更後 価格下落率

  １.砂糖 125 125 0
  ２.HFCS 77 59 ▲ 24

菓子類 乳製品 清涼飲料 調味料 漬物･佃煮 その他
１.当初 89,414 38,138 81,872 27,239 19,416 194,041
２.政策変更後 85,670 34,602 72,025 23,761 18,505 171,017
３.下落率（%) ▲ 4.2 ▲ 9.3 ▲ 12.0 ▲ 12.8 ▲ 4.7 ▲ 11.9

Ⅹ.最終製品に占めるコストの比率（2000年, 産業連関表より）
菓子類 乳製品 清涼飲料 調味料 漬物･佃煮 その他

％ 3.5 2.0 4.7 2.4 3.1 3.1
ⅩⅠ. 最終製品の価格弾性値(GTAPデータベースより）

菓子類 乳製品 清涼飲料 調味料 漬物･佃煮 その他
▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.5

ⅩⅡ. 最終製品の需要増加率（コスト下落率×コスト比率×価格弾性値）
菓子類 乳製品 清涼飲料 調味料 漬物･佃煮 その他

％ 0.07 0.09 0.28 0.15 0.07 0.18
Ⅲ.砂糖・HFCS・デンプンの需要の変化

料 漬物･佃煮 その他 合計
117 130 841 2,277

デンプン 120 119 345 118 31 759 1,492
.価格下落直後の 砂糖 ▲ 5 ▲ 13 ▲ 52 ▲ 13 ▲ 4 ▲ 57 ▲ 143
要増加 デンプン 6 15 62 15 5 72 176

３. 3
   3
４.新たな均衡における 砂糖 588 190 344 104 126 785 2,137

671

需要分析」、農林水産省「砂糖・甘味資源作物をめぐる事情」、
version 6」.

。  

 

 

表４－４ デンプン需要に関する静態的投入・産出型モデル（糖化部門）  

 
Ⅰ.デンプンへの換算率

１．HFCS 0.82 ２.水あめ 0.85
度

Ⅲ.部門別

Ⅱ.甘味

菓子類 乳製品 清涼飲料 調味料 漬物･佃煮 その他 合
１.砂糖 592 202 395 117 130 841 2,277

３.水あめ 112 45 2 42 6 475 683

Ⅳ.デンプンの価格下落率 48円/kg →　23円/kg = ▲ 52 %
Ⅴ.HFCS・水あめ等の製造コストに占めるデンプンコストの割合（産業連関表）　46%
Ⅵ.HFCSおよび水あめの需要増加率（デンプン価格下落率＊HFCSまたは水あめ中のデンプンコスト割合*弾性値）（弾性値は 3.8.節にて計
  １.HFCS ▲52%　×0.46　×　▲0.75=　 17.9 %

.46 ×　 ▲0.09
Ⅶ. デンプン価格下落直後の新しい甘味料使用量（単位：千トン）

菓子類 乳製品 清涼飲料 調味料 漬物･佃煮 その他
１.砂糖 587 189 343 104 126 784 2,134
２.HFCS 35 117 494 118 38 511 1,3

４.甘味度合計 658 288 685 203 154 1,330 3,318

Ⅷ. 砂糖, HFCS, 水あめの当初

  ３.水あめ 117 89 ▲ 24
Ⅸ. 甘味料投入コストの下落率（千円, %)

Ⅹ
菓子類 乳製品 清涼飲料 調味

１.当初の需要 砂糖 592 202 395

２
   需
最終製品需要増による 砂糖 0 0 1 0 0 1
需要増加 デンプン 0 0 1 0 0 2

   需要 デンプン 126 135 408 133 36 832 1,

資料：（株）精糖工業会館「ポケット砂糖統計」、日本スターチ・糖化工業会「でん粉
　　　　「いも及びでん粉をめぐる事情」、Purdue University 「GTAP Database 
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表４－５ シミュレーションの結果 その１ 糖化部門  

 

 

４．１０ 結論と課題  

 

このシミュレーションの結果、我が国のマニオカデンプンへの関税撤廃は、約 18

万トンの新たなマニオカデンプンに対する需要増大効果がある事が示された。これ

より、マニオカデンプンの最大の輸出国であるタイが最も便益を受けると考えら

れる。タイのマニオカデンプンの輸出量は、2005 135 万トンであることから、

輸出量は 13 すると見込まれる。また、マニオカデンプンの 2005 年の平均輸

入価格が 30 円／㎏である事から、タイに約 54 億円の輸出額増加をもたらすと計

算できる。  

 実際には、国際デンプン市場における需要の増加により、マニオカデンプンの国

際価格が上昇するので、タイの輸出額の増大効果は上記の計算よりも大きいと考え

終製品 12 ▲ 0.2 0.14 0 12

                （単位：100
当初の使用量 デンプン価格下落による コスト・製品価格下落 需要量増減の 最終的な使用量

代替効果による増減 による増減 合計
砂

菓子類 592 120 ▲ 5 6 0 0 ▲ 4 6 588
乳製品 202 119 ▲ 13 15 0 0 ▲ 12 15 190
清涼飲料 395 345 ▲ 52 62 1 1 ▲ 51 63 344
調味料 117 118 ▲ 13 15 0 0 ▲ 13 16 104
漬物・佃煮 130 31 ▲ 4 5 0 0 ▲ 4 5 126
その他 841 759 ▲ 57 72 1 2 ▲ 56 74 785

合計 2,277 1,492 ▲ 143 176 3 3 ▲ 140 179 2,137 1

0t）

砂糖 デンプン 砂糖 デンプン 糖 デンプン 砂糖 デンプン 砂糖 デンプン

126
135
408
133
36
832

,671

 

表４－６ シミュレーションの結果 その２ 固有用途部門  

（単位：1000t）
当初の 最終製品の 最終製品の デンプンの 最終的な
デンプンの 製品価格 需要増加率 需要増加量 使用量
使用量 下落率 （％）

（％）

洋紙・和紙 467 ▲ 0.3 0.24 1 468
ビール 148 ▲ 0.1 0.07 0 149
段ボール 133 ▲ 0.4 0.29 0 133
その他の化学最

固有用途部門合計 760 2 761

 

に

年で

%増加

.1
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られる。どの程度大きいのかは、タイのマニオカの生産能力を考慮に入れたデンプ

ンの国際需給モデルを作り、シミュレーションを行って推計する必要があるが、そ

れは今後の課題である。デンプンの国際市場のモデルを作るためには、日本の他に

も、高い保護を実施している米国や EU の保護政策の効果や、近年デンプンに対す

る需要を急速に増加させている中国の存在、そして、近年、石油価格の上昇からエ

タノールへの需要が増加し、その結果、砂糖やデンプンの原料であるトウモロコシ

へのバイオエタノール原料用需要が増加しているなど、様々な要因を考慮する必要

があり、意欲的な取組みが必要となるだろう。  
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第５章 米国砂糖産業における段階的保護削減の影響分析 
 

５．１ はじめに  

 

 これまで、先進国を中心に砂糖に対する保護政策の削減がしばしば議論されてき

た。EU においては、砂糖の生産量割当制度と輸入関税、輸出補助金が域内の生産

者を保護する役割を果たしてきた。しかし、2006 年 2 月の EU 農業大臣会合で、長

年

議論される可能性が

本章の目的は、米国が現行の砂糖産業保護政策を徐々に自由化し、国内産砂糖の

デル分析の枠組みを

提示することである。  

 

５．２ 先行研究の検討と課題の設定  

 

 米国を含む世界の砂糖市場をモデル化し、シミュレーションを行うという研究は、

これまでいくつか存在する。  

 Elobeid and Beghin(2006)は、アイオワ州立大学で開発された「CARD 国際砂糖

モデル」で、米国を含む 29 カ国・地域を特定し、各国が同時に国内措置や国境措

置の改革を行った場合の影響のシミュレーションを実施している。ただし、個別の

要請や質問に対応する事はあるものの、「CARD 国際砂糖モデル」のデータ、方程

式、パラメータ等、モデルの全体像は公表されていない。OECD-FAO においても、

毎年公表している「OCED-FAO Agricultural Outlook」の 2005 年版以降、世界

砂糖需給モデルを利用した砂糖の国際需給予測を公表しているが、モデルの方程式

体系については非公表となっている。Koo(2003)は、ノースダゴタ州立大学で開発

した 17 カ国・地域を含む「世界砂糖政策シミュレーションモデル」を用いて、米

国、EU がそれぞれ、あるいは同時に保護を削減した場合のシミュレーションを実

続けてきたこのシステムを抜本的に改革する事が合意された。一方、米国では、

TRQ(関税割当 )制度により、国内の砂糖価格は国際価格よりも大幅に高い水準に維

持されている。2006 年 7 月の WTO 閣僚会合における交渉の頓挫によって、当面米

国はこのシステムを継続することが予想されるものの、内外の砂糖保護政策への批

判の高まりから、今後、農業法の見直し論議の中で保護削減が

ある。  

価格を国際価格水準にまで引き下げた場合の影響を予測するモ
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施している。また、Benirschka et al.(1996)の「世界砂糖政策シミュレーションモ

デル」の特徴は、米国国内のテンサイおよびサトウキビの価格が粗糖の国際価格に

結びつけられている点である。しかし、実際には、米国の国内市場は、米国政府に

よる砂糖産業への保護政策により、国際市場から隔離されており、米国国内の砂糖

価格は国際価格より高く維持されている。すなわち、高率の 2 次関税により、TRQ

数量以上の砂糖輸入は不可能な構造になっており、輸入についても、低率の税率に

より輸入した粗糖を精製した精製糖を国内に流通させる事なく再び輸出する、いわ

る「加工貿易」が中心である。このため、米国国内の砂糖の価格は国際価格とは

において決定されると考えるべきである。Koizumi 

nd Yanagishima(2005)は、国際砂糖需給モデルを構築し、ブラジルのエタノール

大がもたらす影

響

のテンサ

イ

ゆ

関係なく、国内需給が均衡する点

a

政策が国際砂糖市場に与える影響を分析しているが、米国を含む全ての国の国内価

格は、国際価格と連関するという構造になっており、米国の TRQ 制度による国内

価格の維持に関する特定化は行われていない。  

 これらの論点を念頭に置き、本稿では「米国砂糖政策分析用パイロットモデル」

（以下、「パイロットモデル」と略）を開発し、米国の TRQ 数量拡

の分析を行う。  

 

５．３ 世界と米国の砂糖市場の概要  

 

 世界全体の砂糖の消費量と生産量は年々増加し、2005 砂糖年度 11現在、1 億 4 千

万トン程度（精製糖（白糖）換算、以下全て数量は精製糖ベース）の砂糖が生産・

消費されている。砂糖は熱帯産の多年性植物であるサトウキビと温帯植物

の両方から生産される。サトウキビから生産される砂糖から、まず、糖みつなど

を含む粗糖が作られ、消費地に運送された後、白糖に精製される。一方、テンサイ

からは直接白糖が精製される。サトウキビは多年性植物であり、砂糖の収穫が可能

になるまで 2～3 年かかるが、テンサイは周年植物であり、播種から収穫までは 1

年以内である。  

 米国では、北部でテンサイが栽培され、南部のフロリダ州、ルイジアナ州、テキ

サス州およびハワイ州の 4 州でサトウキビが栽培されている。生産量は合計 700～

800 万トン程度であるが、消費量は 900 万トン程度あるため、米国は不足分を輸入

                                                  
11  10 1 9 30砂糖年度は、当該年の 月 日から翌年の 月 日までである。  
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している。  

 世界全体では、4～5 千万トンの貿易量がある。年間輸入量が 100 万トンを越え

る主な輸入国は、ロシア、中国、インドネシア、カナダ、米国、韓国、日本などで

り、主な輸出国は、ブラジル、オーストラリア、キューバ、タイなどである。  

 米国は砂糖の純輸入国である。米国における砂糖の輸入制度は、1934 年のJones

－Costigan法の制定を契機とし、国内価格を支持する事を目的として長らく輸入割

当制度（IQ）が続けられてきた。この制度はオーストラリアの提訴により、1989

年にガット・パネルで輸入数量制限を禁止する国際貿易ルールに違反すると裁定さ

れ、1990 砂糖年度 12から、TRQ（関税割当）制度に移行した。  

 通常、TRQ 制度に変更した場合、二次税率を支払えば割当数量以上の輸入が可能

であるが、二次税率が高く経済的に採算が合わない場合は TRQ 数量を超えた輸入

は行われない。米国の場合、設定された二次税率は内外価格差を上回るものである

ことから、TRQ 数量を上回る輸入を実質的に阻止している。このため、TRQ 制度

は輸入数量割当と同等の効果を有している。  

 米国が WTO に通報している MA（ミニマム・アクセス）数量は、粗糖 113.9 万

トン、精製糖 2.4 万トン、合計 106.0 万トン（精製糖ベース、粗糖→精製糖換算率 

0.91）であり、この数量を最少基準数量として、年々の国内の需給事情を勘案して、

割当数量を決定してきた。  

 逆に言えば、輸入数量を TRQ 制度で制限することにより、米国は国内価格を国

際価格より高水準に維持してきたのである。この結果、過去の米国国内の粗糖の卸

売価格は、国際価格に比較して大体 2 倍程度の水準に維持されてきた。  

 この他、最低価格を保証するローンレート制度があるが、穀物などの場合とは異

なり、ローンレート制度は豊作などによる国内価格の急落など不測の事態に対応す

る制度であり、通常は発動されず、TRQ 制度を補完する位置づけである。  

 米国の TRQ 制度の特徴は、国別割当制度の形態をとっている事である。割当対

象国のうち、最大の枠を有するのがドミニカ共和国であり、この他にも、カリブ海

沿岸諸国が多数を占めている。国別割当を行う場合、国際競争力がなくとも、ブラ

                                                 

あ

 

５．４ 米国における砂糖保護政策とその影響  

 

 
12  米国の砂糖年度は、当該年の 10 月１日から翌年の 9 月 30 日までである。  
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ジルなど最も国際競争力のある輸出国との競争から完全に遮断された形で、米国に

市場を獲得する事が可能である。これは、割当対象国に対する形を変えた援助であ

るとも言える。  

 砂糖の国内価格が高く維持されている事により、米国国内の砂糖の非効率な生産

が維持され、消費は逆に抑制されている。また、トウモロコシを原料とする HFCS

やアスパルテームのような代替甘味料が市場に浸透するようになった。  

 これらの政策のコストを負担するのは、基本的には価格が国際価格より高水準に

なるよう保護された砂糖を買う米国の消費者であり、受益者は国内のテンサイおよ

びサトウキビ生産者や砂糖精製業者である。小麦、トウモロコシ、大豆等がローン

レートを基本とする納税者の負担が中心である制度であるのと比較して、消費者が

政策コストを負担する砂糖政策は米国では特異な政策体系を有している。  

 

５．５ 「米国砂糖政策分析用パイロットモデル」の概要  

 

 本モデルは、年々の価格が需給均衡により逐次決定され、将来を予測するダイナ

ミックな体系になっている。また、モデルは完全に価格反応的であると仮定し、い

わゆる「資源の制約」はモデル構築技術上の困難性から捨象することとした。  

 米国の輸入量を変更した場合の世界市場への影響は、マクロ経済学のマンデル－

フレミングモデルにおける「小国の仮定」と同様、米国の輸入量の変更は国際価格

に影響を与えないとするのも一つの考え方である。しかし、米国のように、国際市

場で毎年安定的に 100 万トンを越える輸入を行う国を「小国」とみなすことは困難

であり、米国の輸入の増加は国際価格の上昇に結びつくと考える方が自然である。

したがって、米国の輸入量の変更は国際価格に影響を与えるとの仮定をおき、国際

格は米国以外の世界の国・地域の市場の需給動向によって決定されると考える。  

地域区分は単純化して、全世界を「米国」と「その他世界」の 2 区分に分類する。  

砂糖の生産量は、以下の式により定義される。  

 

(1) QP＝ｆ（Pt-1 Pt-2、Pt-3、TREND）  

 

QP＝ 砂糖の生産量  

Pt = 砂糖の各年の実質価格  

価
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TREND ＝トレンド（技術進歩率）  

 砂糖の当該年度の生産量は、1～3 年度前の砂糖価格、およびトレンドによって決

定される。すなわち、前年度価格はテンサイ生産者の反応を規定し、2 年および 3

年前の価格はサトウキビ生産者の反応を規定する。トレンドは単収等の技術進歩率

を表現している。  

 砂糖の消費量は、以下の式により定義される。  

 

(2) QC＝ｆ（  Pt、GDP、TREND、POP）  

 

=   砂糖の消費量  

 ＝ 砂糖の当該年の実質価格  

GDP =  実質所得  

 =  人口  

 

砂糖の期末在庫量は、当該年度の砂糖価格および消費量によって決定される。  

 

(3)  ST = ｆ（  Pt、QC）  

 

 以上が 」および「その他世界」のそれ れについて成立する。さらに、そ

れぞれの地域において、各年度の供給と需要が一致する点で価格 P（=USARSUWP）

が決定される。  

米国においては、  

  

(4)Σ（USAQP、USAIM、USAST(-1)）  

＝Σ（USAQC、USAEX、USAST）  

USAQP = 米国の砂糖の生産量  

USAIM = 米国の砂糖の輸入量（外生変数）  

USAEX= 米国の砂糖の輸出量（外生変数）  

USAQC = 米国の砂糖の消費量  

 

QC 

Pt

POP

「米国 ぞ
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USAST = 米国の砂糖の期末在庫量  

USAST(-1) = 米国の砂糖の期初在庫量  

の砂糖の国内卸売価格（各年度の均衡価格、粗糖ベース、名目） 

「その他世界」の砂糖の消費量  

R

際価格（粗糖ベース、名目）  

 

よって決定され、国際市場とは切り離され

いる。一方、国際市場でも、米国とは独立に、その需給に応じて国際価格

 

USARSUWP=米国

 

  一方、「その他世界」については、米国にとっての輸入量が輸出量になり、逆に輸

入量が輸出量になるため、同地域において需給均衡が成立する点で価格 P

（=WLDRSUWP）が決定される。  

 

(5) Σ(ROWQP、USAEX、ROWST(-1)) 

   =Σ(ROWQC、USAIM、ROWST) 

 

ROWQP =「その他世界」の砂糖の生産量  

ROWQC =

OWST = 「その他世界」の砂糖の期末在庫量  

ROWST(-1)=「その他世界」の砂糖の期初在庫量  

WLDRSUWP=砂糖の国

USARSUWP は米国国内の需給事情に

て

WLDRSUWP が決定される。両市場を関連づけるのは、両市場間の貿易量である

USAIM と USAEX である。  

 データは、生産量、輸出入量、消費量、在庫量については USDA の「PS&D デー

タベース」、米国の卸売価格および国際価格については USDA の「Sugar and 

Sweeteners Outlook 」、人口については国連の「World Population Prospects 」、

その他のマクロ指数については「OECD Agricultural Outlook Database 」によ

った。  

 

５．６ 方程式の推計とモデルのシナリオの設定  

 

 「米国」および「その他世界」の各方程式を最小自乗法により推計した。推定期

間は、1974 年度と 2005 年度の間で、各方程式について、モデル体系が適切な結果
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を生ずる時期を選んだ。その推定期間および推定結果は下記の通りである。  

 

[砂糖方程式の計測とモデルの設計] 

 

＜米国モデﾕ―ル＞  

 

（１）米国の砂糖の消費量  

USAQC  = EXP( -4.6862 + (-0.1837)*LOG(USARSUWP/USACPI)  

      (0.8416)  (-1.4771) 

+ (-0.1852)*LOG(USAGDPI/USACPI)+LOG(USAPOP)+0.0116*TREND) 

            (-0.4460)                                        (0.1286) 

Adjusted R2 =0.8820、  n = 21(From 1985 to 2005) 

 

（２）米国の砂糖の生産量  

USAQP ＝ EXP（6.7225 + 0.1286*LOG(USARSUWP[-1]/USAGDPD[-1]) 

         (5.5413)  (1.1169) 

+0.1069* LOG(USARSUWP[-2]/USAGDPD[-2]) 

      + 0.0120* LOG(USARSUWP[-3]/USAGDPD[-3])+0.0215*TREND) 

 (1.408)    

 以下の、米国国内における砂糖の供給と需要が均衡する点に、毎年度の米国の砂

(1.1980) 

              (0.1121 )                                 (4.1186) 

Adjusted R2=0.7730、  n=31(From 1974 to 2004) 

 

（３）米国の砂糖の期末在庫量  

USAST =  EXP( 4.4682 + ( -0.4465)*LOG(USARSUWP/USACPI)  

        (1.4018)   (-3.3936) 

+ 0.5902*LOG( USAQC)) 

                

Adjusted R2=0.4668、  n=30(From 1976 to 2005) 

 

（４）米国の砂糖の卸売価格の決定  
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糖の卸売価格 USARSUWP が決定される。  

米国モデﾕ－ルの変数一覧）  

  （内生変数）  

SARSUWP: 米国の砂糖の卸売価格（粗糖ベース）  （内生変数）  

数）  

 （内生変数）  

の消費量  

ROWQP = 52967.4 + 1.2497 * (WLDRSUWP[-1]/ROWGDPD[-1]) 

 

Σ（USAQP、USAIM、USAST（－１））＝Σ（USAQC、USAEX、USAST）  

 

（

USAQC: 米国の砂糖の消費量   

U

USACPI: 米国の消費者物価指数    （外生変数）  

USAGDPI: 米国の実質国民所得指数    （外生変数）  

USAPOP: 米国の人口     （外生変数）  

TREND: トレンド（1970=1）    （外生変数）  

USAQP:  米国の砂糖の生産量    （内生変

USAGDPD: 米国の GDP デフレータ指数   （外生変数）  

USAST:  米国の砂糖の期末在庫量    （内生変数）  

USAIM:  米国の砂糖の輸入量    （外生変数）  

USAEX:  米国の砂糖の輸出量    （外生変数）  

USAST(-1): 米国の砂糖の期初在庫量   

 

＜「その他世界」モデﾕ－ル＞  

 

（１）「その他世界」の砂糖

ROWQC = 63885.9 + (-35.4665)*(WLDRSUWP/ROWCPI) 

     (3.1478)   (-2.5539) 

 + (0.0000)*(ROWGDPI/ROWPOP)+LOG(ROWPOP) 

   (0.1283) 

+2103.56*TREND 

         (7.0833)        

         Adjusted R2=0.9375、  n=24(From 1982 to 2005) 

 

（２）「その他世界」の砂糖の生産量  
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         (12.2570)  (0.3035) 

 + 2.7357*(WLDRSUWP[-2]/ROWGDPD[-2]) 

          (0.6334) 

下の、「その他世界」における砂糖の供給と需要が均衡する点において、毎年度の

（外生変数）  

OWGDPI: 「その他世界」の実質国民所得指数  （外生変数）  

 （外生変数）  

OWQP: 「その他世界」の砂糖の生産量   （内生変数）  

他世界」の GDP デフレータ指数  （外生変数）  

砂糖の期末在庫量  （内生変数）  

 +  6.7392*( WLDRSUWP[-3]/ROWGDPD[-3]) +  2032.63*TREND 

    (1.9142)                                    (17.02) 

         Adjusted R2=0.9466、  n=31(From 1975 to 2005) 

 

（３）「その他世界」の砂糖の期末在庫量  

ROWST = ( - 3165.12) + ( - 19.17)*(WLDRSUWP/USACPI) + 0.3109 * ROWQC 

            ( -0.5422)    (-1.9168)                     (6.5525) 

Adjusted R2=0.6558、  n=26(From 1980 to 2005) 

 

（４）砂糖の国際価格の決定  

以

砂糖の国際価格 WLDRSUWP が決定される。  

 

Σ（ROWQP、USAEX、ROWST(-1)）＝Σ（ROWQC、USAIM、ROWST）  

 

WLDRSUWP の均衡解は、Newton-Raphson 法により近似計算で求められる。  

（全世界で需給が均衡することから、米国の輸出量は、「その他世界」の輸入量に、

また米国の輸入量は「その他世界」の輸出量になる。）  

 

（「その他世界」モデﾕ－ルの変数一覧）  

ROWQC: 「その他世界」の砂糖の消費量   （内生変数）  

WLDRSUWP: 砂糖の国際価格（粗糖ベース）   （内生変数）  

ROWCPI: 「その他世界」の消費者物価指数   

R

ROWPOP: 「その他世界」の人口   

R

ROWGDPD: 「その

ROWST: 「その他世界」の
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ROWST(-1): 「その他世界」の砂糖の期初在庫量  （内生変数）  

は、1980 年前後に米国や日本を

心にトウモロコシを原料とする新しい甘味料である HFCS が現れ、甘味料市場に

消費に構造変化が生じた結果である

も考えられる。  

WTO に通報している MA（ミニマム・アクセス）数量は、

るが、米国の砂糖の輸入量は常にこれを上回っ

通常の関税割当以外に、「砂糖加工再輸出プログラム」および

プログラム」による無税の輸入が認められているからである。前

者 、輸入した粗糖を米国国内で精製し、国内で流通させることなく海外に再び輸

出

。一方、後者は、国内で砂糖として流通し、砂糖や甘味料の需給に影響を及ぼす

るものである。  

本モデルでは、米国の砂糖の輸入量が関税割当により決定されていることから、

扱う。  

 年度から 2015 年度までの逐年予測を行う。すなわち、予測期

出入量を外生的に与

格の予測を行う。GDP デフレータおよび

消 」の区分で得ることは不可能なため、便宜

 

注：上記のモデルのデータベースのデータの出所は USDA「PS&D Database」、 OECD「OECD 

Agricultural Outlook Database」、  UN「World Population Prospects」、  USDA 「Sugar and 

Sweeteners Outlook」である。また、各パラメータの下部の（ ）内の数値は t-value である。  

 

消費量の推定期間の開始が 1980 年代になったの

中

大きな位置を占めるようになったため、砂糖の

と

 前述のように、米国が

106.0 万トン（精製糖ベース）であ

ている。その理由は、

「アルコール製造

は

する場合であり、米国の砂糖輸出量の大半はこの計画下で行われたものとみられ

る

事がないために認められてい

 

これを外生変数として取り扱う。また、輸出量もその大半が「砂糖加工再輸出プロ

グラム」の下での輸出であり、年々大きく変化する事が無いとみられるため、これ

も外生変数として

モデルでは、2006

間中は人口、GDP などのマクロ指標は一定と仮定し、さらに輸

え（表５－１）、2015 年度までの需給や価

費者物価指数については、「その他世界

上、米国のものを「その他世界」にも使用している。  

98 



表５－１ 外生変数の設定  

実績 予測

2000 2005 2010 2015
人口 米国 2.8 3.0 3.1 3.3
（億人） その他世界 55.7 59.1 62.5 65.9

 

 

５．７ ベースライン（現状推移）予測  

 

 ベースライン予測では、米国政府が今後も砂糖に関する輸入政策を変更しない場

合、すなわち、2006 年度から 2015 年度まで TRQ（関税割当）数量および枠外関

税

定する。  

15%、17%増加する。  

米国国内の砂糖の卸売価格は 20%、国際価格は 21％減少するが、米国の国内価

については燃料用エタノール需

の増加により、基準年度の価格が上昇している事の影響によるものである。  

（対前 界 4.4 3.8 2.8 2.8

タ（％） 米国 2.2 2.7 1.7 1.7
1.7 1.7

.8 1.6 1.6
年比） その他世界 2.5 2.8 1.6 1.6

全世界 58.5 62.1 65.6 69.2

実質GDP(%) 米国 3.7 3.6 3.3 3.2
年比） その他世

GDP
デフレー
（対前年比） その他世界 2.2 2.7

消費者物価指数
デフレータ（％） 米国 2.5 2
（対前

率をそのまま維持する場合の予測を行う。この間の米国の輸入量および輸出量と

しては、「PS&D データベース」で入手できる最新データである 2006 年度の砂糖の

輸出入量の概算予測値を用いて、輸出量 164.6 万トン、輸出量は 18.1 万トンとし、

これらの値は予測期間中は不変と仮

 このベースライン予測結果をまとめたものが表５－２である。米国の砂糖消費量

は 2015 年度には約 15%増加し、1,000 万トンを越える。一方、米国の砂糖生産量

は約 37%増加するが、これは基準年度の 2005 年度がハリケーン・カトリーナの影

響等により不作だったことが影響している。「その他世界」の消費量と生産量は、そ

れぞれ約

格については前述のハリケーンの影響で、国際価格

要

図５－１は、米国の国内価格および国際価格の予測をグラフ化したものである。

これによれば、米国の国内価格は予測期間中やや低下傾向で推移する。一方、国際
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価格は基準年度から 2010 年度頃にかけてやや低下しつつも、その後は、砂糖の大

出国であるブラジルにおいて、サトウキビへのエタノール原料としての需要増加

する影響で、砂糖の国際価格は緩やかな上

傾向に転じると考えられる。これらの結果、米国の国内価格は国際価格に比較し

準で推移すると予測される。  

 

状推移）予測の結果  

 

図５－１ ベースライン（現状推移）による砂糖価格の予測  

卸売価格
その他世界 消 5

生産量 (万t） 12,291 13,783 16,092 17
国際価格 （$／t） 216 315 248 ▲ 21

115 61 63
ナ

いる。

輸

を背景に砂糖生産量および輸出量が減少

昇

て約 60%程度高い水

表５－２ ベースライン（現

2000 2005 2015 増減度
年度 （実績） （予測） （B)/(A)

（A) （B) (%)
米国 消費量 (万t） 931 931 1,070 15

生産量 (万t） 796 674 926 37
輸入量 (万t） 144 283 165 ▲ 42

（$／t） 465 506 404 ▲ 20
費量 (万t） 11,884 13,845 15,875 1

内外価格差／国際価格（％）
注：ハリケーン・カトリー の影響で、2005年度の米国の砂糖輸入量が急増した
　　ため、ベースラインにおける米国の輸入量は、 2006年度の概算予測値
    165万トンが2015年度まで不変であると置いて
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５．８ 米国の砂糖市場の段階的自由化のシナリオ  

歪め

政策だとして将来削減対象となる可能性が強い事を前提とし、本稿で開発したパ

ような保護削減シナリオを設定することが可能かを

が、本

を維持しな

関税率 であ もう 当枠を年々

方法 、輸入量増加に 差が消滅し

米国は

前者の ッ あると考え

なわち 高 れていない

率を になった時

に輸入が 割安な砂糖の輸 る大幅な価

より、米 な

後者の方 段 により国内

緩や また、 国は 1 える砂糖を

入する世界でも屈指の大輸入国であるから、輸入量が年々増加することによって

果を持つ。こうして、段階的な国内価格の低下と国

価格の上昇が相まって内外価格差は徐々に減少し、ある時点で内外価格差は消滅

取る必要があるから、後

る輸入増加という方法をとる可能性が高いと考え

られる。 るか、達成され

た際の市 なるかを、本パイロットモデルを利用して予測する。  

 なお、 内外価格差が国際価格の±5％未満になった場合に内

なす。  

．９ シナリオ１－MA 数量の 10%ずつ TRQ 数量を増加  

つ増加させ、2015

 

 現在 WTO 等で議論されているように、品目特定的な保護政策は最も市場を

る

イロットモデルを用いて、どの

検討するの 節以降の課題である。  

 これには 2 つの方法が考えられる。まず 1 つは、現行の関税割当制度

がら枠外の を徐々に削減していく方法 り、 1つは、関税割

増やしていく である。いずれの場合も より内外価格

た時点で、 砂糖市場の保護を撤廃したという事が可能である。  

 しかし、 方法は、米国市場に急なショ クを与える点で問題が

られる。す 、現在の枠外関税率は非常に いため枠外輸入は行わ

が、枠外関税 徐々に下げていった場合、枠外輸入が採算に合うよう

点で急激 開始される。この場合、 入の急増によ

格下落に 国国内の砂糖生産農家は大き 打撃を受ける。  

 一方、 法をとった場合は、輸入量を 階的に増加させること

価格の下落を かにすることができる。 米 00 万トンを超

輸

国際価格を徐々に引き上げる効

際

し、保護の撤廃が実現される。  

 政策担当者は、政治的にも、急激な変化を避ける政策を

者の関税割当枠の段階的増加によ

したがって、「どのようにして」段階的な自由化を達成でき

場の姿はどう

本分析では便宜上、

外価格差が解消されたと見

 

５

 

 まず、TRQ 数量を、2007 年度から毎年度、MA 数量分の 10%ず
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年度には基準年度（2006 年度）より 90%増加させるというシナリオを設定する。  

 WTO あり、2006 年度の砂糖輸入

165 万トンと予測されているので、両者の差 59 万トンが「砂

糖加工 る

と考えら ン増加させ、2015

し、ローンレート制

が機能すれば、国内価格はある時点から低下しなくなるため、2007 年度以降はロ

。  

最

ベースライン

り 11%高い 275 ドル／トンにな

。この結果、内外価格差は 42 ドル／トンに縮まるが、まだ国際価格より 15%高

差解消のためには 2015 年度以降も継続して TRQ 数

ナリ を毎

による

に通報している米国の MA 数量は 106 万トンで

量は、USDA により

再輸出プログラム」および「アルコール製造プログラム」による輸入であ

れる。これに 2007年度以降の関税割当枠を年々10.6万ト

年度に総輸入量が 260 万トンになるシナリオを設定する。ただ

度

ーンレート制度を廃止するとの仮定を置く

 このシナリオの下で予測を行った結果、価格の動きは図５－２のようになる。

終年度である 2015 年度の米国の卸売価格は 317 ドル／トンであり、

より 22％低い。一方、国際価格はベースラインよ

る

い水準である。従って、内外格

量を拡大するか、あるいは TRQ 数量の拡大速度を増加することが必要である。  

図５－２ シ オ１（MA 数量の 10%ずつ TRQ 数量 年増加）  

砂糖価格の予測  
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５．１０ シ オ２－MA 数量の 15%ずつ TRQ 数 増加  ナリ 量を

については、シナリオ１と同様、2007 年度に廃止するものとする。このシナリオ

で

外価格差が国際価格の▲2％となるので、本シナリオでは内外

図５－３ シナリオ２（MA 数量の 15%ずつ TRQ 数量を毎年増加）  

による砂糖の価格の予測  

 

 シナリオ１では、2015 年度に内外価格差が解消されなかったことから、TRQ 数

量の拡大の速度を高めて、2007 年度から毎年 MA 数量の 15%ずつ増加させ、2015

年度には基準年度の 135%増加させるというシナリオを設定する。ローンレート制

度

は、2015 年度の輸入量は 308 万トンとなり、基準年度の 87%増となる。  

 このシナリオの下で予測を行った結果、価格の動きは図５－３のようになる。最

終年度の 2015 年度における米国の卸売価格は 282 ドル／トン、国際価格は 288 ド

ル／トンとなり、内

価格差が解消されている。この場合、2015 年度の米国の国内価格はベースラインよ

り 30%低くなり、国際価格はベースラインより 16%高くなる。このため、米国の国

内消費量はベースラインより 7%増加する一方、国内生産量は 7%減少すると見込ま

れる。  
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５．１１ まとめと今後の課題  

 

 本章の分析により、TRQ 制度により砂糖の国内市場を国際市場から隔離している

米国が、もし砂糖の輸入に係る TRQ 数量を 2007 年度から MA 数量の 15％ずつ毎

年拡大し続ければ、2015 年度には国内価格と国際価格の格差が実質的に解消される

ことが示された。TRQ の拡大は、米国の国内価格を下落させつつ、輸入の拡大を通

じて国際価格も上昇させるため、内外価格差の解消を加速させ、結果的には保護の

削減に伴う「痛み」を緩和する効果を持つ。  

 ただし、本パイロットモデルでは、米国以外の世界の地域をひとまとめにしてお

り、ブラジルやオーストラリア、EU、中国、インドといった主要国を区分していな

いが、国別モジュールを細分化することは今後の課題である。  

また、データ入手が可能であれば、米国国内における砂糖と HFCS やアスパルテ

ム等の他の甘味料の相互関係に関し、本稿のような部分的な取扱いを発展させ、

も今後の課題である。特に、HFCS は、

国では砂糖と競合する最も有力な甘味料であり、2004 年度の米国における HFCS

 

  = 0.6157,  n=21(From 1984 to 2004) 

 
US

USAHFCSWP： 米国の HFCSの卸売価格 

USARSUWP： 米国の粗糖の卸売価格 

 

 

ー

より総合的にとらえたモデルを構築する事

米

消費量は約 900 万トンと、砂糖とほぼ拮抗している。もし、米国が砂糖に対する保

護を削減して砂糖価格が下落すれば、HFCS の相対価格が上昇する結果、HFCS お

よびその原料であるトウモロコシへの需要は減少すると考えられる。試みに、HFCS

消費量の、砂糖との相対価格（HFCS の卸売価格／粗糖の卸売価格）に対する弾力

性を推計すると、▲0.71 となり、両者の密接な代替関係が推察される。  

 

[米国の HFCS の消費関数の計測] 

SAHFCSQC=EXP(8.6737+(-0.7066)*LOG(USAHFCSWP/USARSUWP)) 

                 (151.6)  (-5.6741) 

                      Adjusted R2

 

U

AHFCSQC： 米国の HFCSの消費量 

注：各パラメータの下部の（）内の数値はｔ -value である。  
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 最後に、米国の国別 TRQ 制度はドミニカ共和国などカリブ海諸国やフィリピン

など、国別割当を通じてこれらの開発途上国に所得移転を行うための援助政策とし

て機能しているという側面を持っており、TRQ 数量の急激な拡大はこれまでの歴史

的経緯からみても難しいと考えられる。ちなみに、ドミニカ共和国、フィリピンの

砂糖輸出の殆どは米国向けであり、TRQ 制度により米国に市場を確保してもらって

い という構図が見える。TRQ 数量の段階的拡大に際しては、政策担当者がこれら

の国々が不利な影響を受けることがないような制度設計を行う事が必要になると考

えられる。  

る
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終章 結論と残された課題 
 

本研究では、与えられたデータの制約のなかで、弾力性パラメータの動学的変化

分析結果は、我が国が食料の安定供給確

ator Model）

いる。  

、もし人口の増加率が低位で推移する場合、アジ

工業

物の需要の価格弾力性および所得弾力性を時系

で推計するとともに、中国の食肉需要モデルを構築し、減少傾向が見られる食肉

、同国の食肉需要の予

分析を実施した。この結果、得られた知見は、弾性値の減少シナリオのもとでの

の組み込み、きめ細かな係数の設定、詳細な制度・政策要因の組み込み等を行うこ

とによって、既存の部分均衡モデルの精緻化や新たな部分均衡モデルの構築を行い、

一般均衡モデルに対する部分均衡モデルの有用性、あるいは焦点を絞ったコンパク

トなモデルの有用性を実証するとともに、

保のための適切な制度運営や将来に向けた政策対応を検討していく際の基礎情報と

しても貢献するものと考える。  

農業分野を対象とした部分均衡モデルでは、OECD-FAO の AGLINK-COSIMO

モデル、USDA の FAPSIM（The Food and Agricultural Policy Simul

モデル、我が国農林水産省の AMBS(The Agricultural Model Building System)モ

デル等が存在する。これらのモデルの詳細は公表されていないが、いずれも方程式

の規模が数千本を越える大規模モデルであり、データ収集をはじめとして膨大なリ

ソース（人員、費用および時間）を必要とするため、通常は毎年 1 回、人口やマク

ロ経済の見通しに基づくベースライン（現状推移）予測を公表して

これに対し、本研究の各章で構築した部分均衡モデルは、特定の分析目的に焦点

を絞り、モデルの規模も個人で管理可能な範囲にとどめたもので、大規模モデルで

は機動的に対応できない分野を分析しようとするものである。  

第１章では、「国際穀物需給パイロットモデル」を用いて、国連人口推計による

今後の人口の増減率が高水準あるいは低水準で推移した場合のシナリオ分析を実施

した。その結果、得られた知見は

ア等における経済成長に伴う食生活変化により 1人当たりコメの消費量が頭打ちか

ら減少に転ずることと相まって、コメの国際価格は低水準で推移する可能性がある

ことを見通した事である。  

なお、開発した「国際穀物需給パイロットモデル」では、穀物消費を食用、

用および飼料用等に細分化していないため、この点の改善が必要である。  

第２章では、世界各国の主要農産

列

の所得弾性値が今後も減少していくシナリオを設定した上で

測
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中国の食肉需要は、弾性値が今後も現状の水準で推移する場合に比較して、10 年後

には現在の日本の食肉輸入量を上回る規模で少なく予測される事である。  

以上の分析から、多くの部分均衡モデルを用いた予測分析で用いられている「予

測期間中の需要の所得弾力性の値は一定」という前提の場合、予測される需要量が

過大になる傾向があることが判明した。  

第３章では、2003 年 12 月の米国における BSE 発生の国際牛肉市場への影響、

とりわけこれらの国々を含む FMD 清浄国が参加する環太平洋市場への影響につい

て、OECD の AGLINK モデルに BSE の影響を組み込んだ修正モデルによる分析を

試みた。得られた知見は、環太平洋市場における牛肉の主要輸出国である米国が

肉生産を刺激するとともに牛肉需要を抑制し、代わりに豚肉や鶏肉の消費が増加す

るとみられるといったものであった。  

その後、米国における BSE 発生は、ヨーロッパのように連続的なものとならず、

2003 年、2004 年および 2006 年に各１例と単発的な発生にとどまったことから、

現在、米国は環太平洋市場への完全復帰を目指している。さらに、NAFTA により、

カナダ、米国およびメキシコの 3 カ国間で市場が統合された結果、米国の大手パッ

カーの中には人件費の安いメキシコへ食肉加工部門を移転させたり、カナダとの間

で生体牛の輸出入を行うなど、新しい動きも見られる。一方、AGLINK は国別モデ

ルであり、カナダ、米国、メキシコの農業・食料部門は別々のものとして定義され

ているが、NAFTA のような地域統合を部分均衡モデル体系でどのように取り扱う

かについての方法論については、今後一層研究を深める必要がある。とりわけ、

NAFTA はユーロのような共通通貨を持たないことから、EU の場合のように完全に

単一の地域ブロックとして取り扱う事が困難な点について留意する必要がある。  

第４章では、日本の甘味料セクターを一体としてとらえ、現在関税により国際市

場から隔離されている我が国において、もしデンプンの関税率が撤廃され、最も国

国に輸入され

BSE 発生により輸出を停止することにより、牛肉の国際市場に甚大な波及効果が発

生するというものであった。具体的には、米国の牛肉輸出停止に伴い環太平洋市場

における牛肉の国際価格が上昇し、オーストラリア、ニュージーランドなどの輸出

国が利益を享受する反面、米国では本来輸出されるはずの牛肉が国内へ環流する結

果、米国国内では需給が緩み国内価格が下落すると見込まれるものであった。一方、

米国産牛肉の主要輸入国である日本でも、国際価格の上昇が国内市場に波及し、牛

際競争力を持つタイのマニオカデンプンが国際価格並みの水準で我が
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るようにな めなどの甘味料や製紙・段ボールの原料となる

部分均衡モデ

分析を行った。この結果、もし日本がデンプンの関税を撤廃すれば、タイから日

産が

用パイロットモデル」を用いて分析した。その結果、得られた知見は、8 年程度の

期間をかけて、毎年 TRQ 数量を MA 数量の 15％ずつ増加させていけば、米国にお

ける砂糖の内外価格差は解消されることが判明したことであった。  

本稿で開発した「米国砂糖政策分析用パイロットモデル」は、米国以外の世界の

国々をひとまとめにしたものであり、ブラジルやオーストラリア、EU、中国、イン

ドといった主要国を区分していない。これらの国々をモデル中の国別モジュールと

して細分化することは今後の課題である。また、砂糖と HFCS やアスパルテーム等

の代替甘味料との間の代替関係を総合的にとらえたモデルを構築することも、今後

の課題である。  

以上のように、本研究は、さらに改善すべき今後の課題も多いが、農産物の国際

需給の様々な変動要因の分析を、従来の主要なモデルよりも詳細な部分均衡モデル

の構築を通じて精緻化し、今後の国際食料需給をどう見通し、国際貿易政策の変更

にどう対処するかを検討する際に必要な詳細な分析枠組みと新たな判断材料とを提

供することについて、一定の貢献ができたと考える。  

った場合、HFCS や水あ

デンプン価格の下落が我が国にどのような影響をもたらすかについて

ル

本へのマニオカデンプンの輸出量が約 18 万トン増加するであろう事が示された。  

この分析で開発したモデルは静態モデルであり、また、日本のデンプン市場のみ

を対象にしている点でモデルの限界がある。タイのマニオカデンプンの生産能力を

考慮に入れたデンプンの国際需給モデルを設計し、本モデルを発展させる必要があ

るが、デンプンの原料であるトウモロコシ、マニオカなどは、近年世界的に生

急増しているバイオエタノールの原料でもあるため、デンプンのみならず、バイオ

燃料分野を視野に入れた取組みも必要である。  

第５章では、米国の砂糖が TRQ（関税割当）制度により国際市場から隔離され、

米国国内で砂糖価格が高く維持されていることに着目し、もし米国がこの TRQ 数

量を徐々に増加させることにより国内価格を段階的に低下させた場合、いつの時点

で米国国内の砂糖価格が国際価格水準まで低下するかについて、「米国砂糖政策分析
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